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○午前１０時００分開会 

○渡部委員長  ただいまより、予算特別委員会を開きます。 

 それでは、第５号議案、令和３年度品川区一般会計予算を議題に供します。 

 本日の審査項目は、歳入ならびに歳出第１款議会費、第８款公債費および第９款予備費ならびに債務

負担行為および一時借入金等でございますので、ご了承願います。 

 それでは、これより本日予定の審査項目の全てを一括して説明願います。 

○品川財政課長  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、７ページをお開きください。令和３年度一般会計予算は、第１条、歳入歳出、それぞ

れ１,８２４億８,０００万円と定めるものであります。 

 第４条、一時借入金の最高額を５０億円と定めるものでございます。 

 第５条、職員給与費については、同一款内での項間流用を定めるものであります。 

 ８ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算は、歳入、１款特別区税から、１０ページ、２０

款特別区債まで。 

 １１ページをお願いします。歳出、１款議会費から、１２ページ、９款予備費までであります。 

 右側、第２表債務負担行為では、１段目、品川区土地開発公社からの用地取得から、６段目、公共事

業施行による移転資金融資あっせんに伴う金融機関に対する損失補償までは、例年設定するもの、その

下、新庁舎整備基本構想・基本計画策定委託から、１４ページ一番下、第四日野小学校校舎等改築工事

監理委託までの２３件は、新規であります。 

 １５ページをお願いいたします。第３表特別区債は学校施設整備で、学校改築用地取得により、限度

額を３４億円とするものであります。 

 ５０ページをお願いいたします。１款特別区税、１項特別区民税は、４６２億１,７００万円で、対

前年３.８％の減で、新型コロナウイルス感染拡大の影響による納税義務者数の減によるものでありま

す。 

 ２項軽自動車税は、１億３,４４０万円で、対前年３.８％の減であります。 

 ５２ページをお願いいたします。３項特別区たばこ税は、３０億４,０００万円で、対前年０.３％の

減。 

 ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税は、１億４,０００万円で、対前年６.７％の減。 

 ２項自動車重量譲与税は、３億８,０００万円で、対前年２.７％の増。 

 ３項森林環境譲与税は、３,２３０万円で、対前年同額であります。 

 ５４ページをお願いいたします。３款利子割交付金、１項利子割交付金は、１億２,０００万円。 

 ４款配当割交付金、１項配当割交付金は、６億２,０００万円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金は、６億円で、対前年１５.４％の増で

あります。 

 ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金は、１０２億９,０００万円で、対前年９.６％の減で、

暦日要因や消費動向によるものであります。 

 ７款環境性能割交付金、１項環境性能割交付金は、８,０００万円で、対前年２３.８％の減でありま

す。 

 ５６ページをお願いいたします。８款地方特例交付金、１項地方特例交付金は、１億９,０００万円

で、対前年１３.６％の減。 
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 ９款特別区交付金、１項特別区財政調整交付金は、３８８億円で、対前年５.４％の減で、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響による法人住民税の減収によるものであります。 

 １０款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金は、２,９００万円で、対前年３.３％

の減。 

 １１款分担金及び負担金、１項負担金、１目総務費負担金は、９,１４６万１,０００円で、対前

年３.８％の減であります。 

 ５８ページをお願いいたします。２目民生費負担金は、１８億７,９１８万７,０００円で、対前

年５.２％の増。主なものは、５９ページ、３節保育園保育料で、私立保育園数の増によるものであり

ます。 

 左側、５８ページ、３目衛生費負担金は、４億８,７９６万７,０００円で、対前年３.６％の減。 

 ６０ページをお願いいたします。４目産業経済費負担金は、１,３００万１,０００円で、対前

年１.８％の増であります。 

 以上によりまして、負担金の計は２４億７,１６１万６,０００円で、対前年３.０％の増であります。 

 １２款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料は、２億１,４９１万８,０００円で、対前

年２.１％の増。 

 ６８ページをお願いします。２目民生使用料は、１億４,４６６万４,０００円で、対前年２.２％の

増。 

 ７２ページをお願いします。３目衛生使用料は、２５９万８,０００円で、対前年４３.９％の減。 

 ４目産業経済使用料は、１億１,２９５万４,０００円で、対前年６.９％の減であります。 

 ７４ページをお願いいたします。５目土木使用料は、３０億９,７７０万５,０００円で、対前

年１.１％の減。 

 ７６ページ、６目教育使用料は、６,０７７万円で、対前年８.０％の減であります。 

 以上により、使用料の計は３６億３,３６０万９,０００円で、対前年１.１％の減であります。 

 ２項手数料、１目総務手数料は、２億３３４万５,０００円で、対前年０.８％の減。 

 ７８ページをお願いいたします。２目衛生手数料は、４億１,０５６万３,０００円で、対前

年６.２％の増で、主なものは、８１ページ、８節廃棄物処理手数料の増であります。 

 左側、８０ページ、３目土木手数料は、２,９２５万８,０００円で、対前年０.７％の増であります。 

 ８６ページをお願いいたします。以上によりまして、手数料の計は、６億４,３１６万６,０００円で、

対前年３.６％の増であります。 

 １３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費負担金は、２２３億２３７万１,０００円で、対前

年５.５％の増。主なものは、８７ページ、５節生活保護費および８９ページ、１１節児童保育費の増

によるものであります。 

 左側、８８ページ、２目衛生費負担金は、１９億７,２５９万５,０００円で、対前年約１９億円の増。

主なものは、９１ページをお願いします。５節新型コロナウイルスワクチン接種負担金の新規計上であ

ります。 

 左側、９０ページ、３目教育費負担金は、８,４３８万３,０００円で、対前年１１０.５％の増であ

ります。 

 以上によりまして、国庫負担金の計は２４３億５,９３４万９,０００円で、対前年１４.７％の増で

あります。 
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 ２項国庫補助金、１目総務費補助金は、３億８,８５８万６,０００円で、対前年２０３％の増。主な

ものは、９１ページ、１節個人番号カード交付事業費補助金の増であります。 

 ９２ページをお願いします。２目民生費補助金は、１２億２,６６０万７,０００円で、対前

年１５.６％の増。 

 ９４ページをお願いします。３目衛生費補助金は、６億２３８万２,０００円で、対前年５２７.３％

の増。主なものは、９７ページをお願いします。８節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

補助金の新規計上であります。 

 左側、９６ページ、４目土木費補助金は、１５億２,４２４万３,０００円で、対前年５４.２％の減。

主なものは、９７ページ、１節社会資本整備総合交付金、武蔵小山駅前通り地区再開発完了による減で

あります。 

 １００ページをお願いします。５目教育費補助金は、４億７,２９７万５,０００円で、対前

年２.３％の減であります。 

 １０２ページをお願いします。以上によりまして、国庫補助金の計は４２億１,４７９万３,０００円

で、対前年１７.３％の減であります。 

 ３項国庫委託金、１目総務費委託金は、３８０万２,０００円。 

 １０４ページをお願いします。２目民生費委託金は、２７３万２,０００円。 

 ３目衛生費委託金は、８３万２,０００円。 

 ４目土木費委託金は、２万３,０００円であります。 

 以上によりまして、国庫委託金の計は７３８万９,０００円で、対前年１４％の増であります。 

 １４款都支出金、１項都負担金、１目民生費負担金は、６３億３,６６０万円で、対前年３.４％の増。 

 １０８ページをお願いします。２目衛生費負担金は、５３７万５,０００円で、対前年６.９％の減で

あります。 

 以上によりまして、都負担金の計は６３億４,１９７万５,０００円で、対前年３.４％の増でありま

す。 

 ２項都補助金、１目総務費補助金は、６,７０９万３,０００円で、対前年２８.４％の減。主なもの

は１０９ページをお願いします。１節防犯設備整備補助金の減であります。 

 １１０ページをお願いします。２目民生費補助金は、６２億４,３５０万６,０００円で、対前

年２.７％の減。主なものは、１１３ページをお願いします。９節待機児童解消区市町村支援事業補助

金の減であります。 

 １１８ページをお願いします。３目衛生費補助金は、１億３,３４０万５,０００円で、対前

年６８.２％の増。主なものは、１２１ページ、１０節とうきょうママパパ応援事業補助金の増であり

ます。 

 左側、１２０ページ、４目産業経済費補助金は、２億１,０８７万２,０００円で、対前年６０.９％

の増。 

 １２２ページをお願いします。５目土木費補助金は、２０億９,３１５万円で、対前年１９.１％の減。 

 １２７ページをお願いします。１３節だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金は新規計上であります。 

 １２８ページ、６目教育費補助金は、４億８,６２４万５,０００円で、対前年３１.６％の増。 

 １３３ページをお願いいたします。１２節情報機器整備支援事業補助金は新規計上であります。 

 左側、１３２ページ、以上によりまして、都補助金の計は９２億３,４２７万１,０００円で、対前
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年４.６％の減であります。 

 ３項都委託金、１目総務費委託金は、１５億１５４万８,０００円で、１３３ページ、６節都議会議

員選挙費から、１３５ページ、９節衆議院議員選挙開票速報費までは新規計上であります。 

 左側、１３４ページ、２目民生費委託金は、２４万３,０００円。 

 ３目衛生費委託金は、８３５万７,０００円。 

 ４目土木費委託金は、８１９万２,０００円。 

 １３６ページをお願いします。５目教育費委託金は、２,２６６万円。 

 以上により、都委託金の計は１５憶４,１００万円で、対前年０.２％の減であります。 

 １５款財産収入、１項財産運用収入は、１３８ページをお願いします。８億２,７７３万１,０００円

で、対前年１.６％の減であります。 

 ２項財産売払収入は、６１万９,０００円。 

 １４０ページをお願いします。１６款寄附金、１項寄附金は、１,３４５万１,０００円で、対前

年１０.３％の減であります。 

 １７款繰入金、１項基金繰入金は、１４２ページをお願いします。１５２億５,３２３万７,０００円

で、対前年２３.４％の減であります。 

 １８款繰越金、１項繰越金は、３０億円で、対前年同額。 

 １９款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料は、４,０１９万６,０００円で、対前年１９.９％の減。 

 ２項特別区預金利子は、１４万１,０００円であります。 

 １４４ページをお願いします。３項貸付金元利収入は、１４６ページ、５億７７万７,０００円で、

対前年７.０％の減。 

 ４項受託事業収入は、１４８ページ、４０億２,９６７万８,０００円で、対前年１３.１％の増であ

ります。主なものは、１４９ページをお願いします。４節排水施設建設費収入の増であります。 

 左側、１４８ページ、５項収益事業収入、１目競馬組合配分金は、６億２,１１９万６,０００円で、

対前年１８.１％の増であります。 

 ６項雑入、１目滞納処分費は科目存置。 

 ２目弁償金は、１億２３０万２,０００円。 

 ３目納付金は、３億１,９９１万２,０００円。 

 ４目介護報酬は、２億４,３５５万１,０００円。 

 ５目雑入は、１０億７３１万７,０００円で、主なものは、１５１ページをお願いします。７節各種

事業参加費負担金、１５３ページをお願いします。９節各種保育利用料、１１節リサイクル資源売払収

入、１５５ページをお願いします。１６節区民住宅等共益費であります。 

 １５６ページをお願いします。６目違約金及び延納利息は、２万３,０００円で、以上により、雑入

の計は１６億７,３１０万６,０００円で、対前年０.２％の増であります。 

 ２０款特別区債、１項特別区債は、３４億円で、学校改築および校地取得によるものであります。 

 歳入は以上であります。 

 恐れ入ります、１６０ページをお願いいたします。ここからは歳出になります。 

 １款議会費、１項議会費は、８億３,４３６万２,０００円で、対前年２.０％の減で、１６１ページ

をお願いします。４行目、議会運営費では、本会議開会中の災害発生に備え、議場用ヘルメット等を配

備いたします。 
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 ３７８ページをお願いいたします。８款公債費、１項公債費は、１２億３３万３,０００円で、対前

年４.６％の減であります。 

 ３８０ページをお願いいたします。９款予備費、１項予備費は、５億円で、対前年２億円の増であり

ます。 

○渡部委員長  以上で、本日の審査項目に関わる全ての説明が終わりました。 

 質疑に入ります前に、今現在、３３名の方の通告をいただいております。 

 また、本日も、既にご案内のとおり、品川区保健所、健康課の所管事項を含む委員の質問を先行して

行い、それが終わり次第、品川区保健所および健康課の関係理事者は業務にお戻りいただくことになり

ますので、ご了承願います。 

 それでは、これより質疑に入ります。ご発言願います。芹澤裕次郎委員。 

○芹澤委員  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 私からは、９１ページ、新型コロナウイルスの予防接種事業について、全般的に何点かお伺いいたし

ます。 

 まず初めに、改めてでありますけれども、ワクチン接種に関わる国、東京都、区の役割分担を簡単に

ご説明ください。 

 あと、区の人的な配置として、１月時点で組織改編を行って、新型コロナウイルス予防接種担当を立

ち上げたと理解しています。６名の体制で臨むというふうに聞いております。全庁的な対応ということ

で、恐らく事務作業がしながわ活力応援給付金よりもはるかに多くて、１年ぐらい長期間にわたってや

るのかと思っています。当時、活力応援給付金に関しては、多くの職員の方が、正に夜通し役所の中で

働いていらっしゃったかと理解していますが、コロナのワクチン接種に関しては、この６名の方がやっ

ていくということなのでしょうか。それともほかの部分からも何か救援部隊みたいな方が来るのでしょ

うか。恐らく民間の委託というのも検討されているのだと思いますが、民間に委託される場合、どの範

囲で委託をされるのかも、まずお聞かせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  まず、今のご質問の国、都、区の区分について、改め

てご説明させていただきます。 

 国は主にワクチン確保、それから財政の措置を行います。東京都が、今現在始まっておりますが、医

療従事者への接種体制の構築、あと市町村事務に係る調整を行います。区は、一般相談の対応と、住民

の接種の勧奨、個別通知、あと、集団接種会場の確保、こういったものを主に行っております。 

 ２点目の現在の体制でございますが、現在６名で運営を行っております。ただ、その他、全庁的に今

応援をいただいておりまして業務に当たっているというところでございます。 

 業務委託に関しましては、集団接種会場の事務スタッフとか、それから会場設備とか、その辺りを含

め、あとコールセンターも含め行っていく所存でございます。 

○芹澤委員  それぞれありがとうございました。会場の確保ももちろん市区町村の役割ということで、

接種会場が今どういう状況なのか、実際に何会場、最終的に目指していて、今どれほど確保できている

のかをお聞かせください。 

 あと、民間の委託に関してですけれども、会場運営と、あとはいわゆる接種券みたいなものの印刷と

か発送とか、そこも併せてやるのでしょうか。確認をお願いします。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  まず、会場からお答えをいたします。現時点で８会場

の確保ができております。ご説明いたします。障害児者総合支援施設、旧荏原第四中学校、大崎第一地
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域センター、旧ひろまち保育園、品川区医師会館、荏原医師会館、ここまでは先日の厚生委員会のほう

でご報告させていただきました。これに加えまして、ウェルカムセンター原、そして八潮学園、この８

会場が現在確保ができておりまして、このほかも現在調整中でございます。 

 また、委託の内容でございますが、印刷、それから郵送に関しましても委託業者のほうにお願いをし

ているというところでございます。 

○芹澤委員  ウェルカムセンター原と八潮学園を含めて８会場ということでお話を伺いました。ウェ

ルカムセンター原、八潮学園は、今、調整中ということで、何か課題があるのかをお聞かせください。 

 それとあと、印刷、郵送も民間に委託されるということで、これは、活力応援給付金のときも同じよ

うな形をとったのでしょうか。非常に多くの区民の個人情報を、多分渡さざるを得ないのだと思います

けれども、その情報提供の範囲もお聞かせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  ウェルカムセンター原、八潮学園に関しましては、使

用時期について現在調整をさせていただいておりますが、会場の確保は済んでいるというところでござ

います。 

 それから、印刷業者に関しましては、住所、それから個人、その辺りのこと、郵送に関するもの、そ

れから接種券番号については、印刷業者のほうにお渡しをして、印刷をして郵送いただくという形に

なっております。 

○芹澤委員  しながわ活力応援給付金の際は、そういった対応ではなくて、役所内で対応したという

ことでしょうか。 

○宮澤しながわ活力応援給付金担当課長  しながわ活力応援給付金につきましては、委託なのですが、

コールセンター、事務センターと、あと、申請書の印刷、封入等も全て委託して対応したというところ

でございます。 

○芹澤委員  それぞれありがとうございました。民間委託していかないと、多分、事務作業が全く追

いつかないかと思いますので、それはぜひ進めていただきながら、こちら、個人情報、かなり今、騒が

れる時代になっていますので、ぜひこれは保守に留意して管理していただければと思います。 

 接種会場について、今、何点か教えていただいて、例えば地域センターであったりとか、そもそも貸

していたりとか、あと、ほかに平時に使っていたりというのはどういう調整をされていらっしゃるのか

お聞かせください。 

 あと、今、ワクチンに関しては、やはり冷凍庫が必要になるということがよく言われていると思いま

す。大手で３社ぐらいあるかと思いますけれども、温度がどんどん違ってきていると思うのです。どう

いうワクチンが来るのかはまだ恐らく決まっていないのだろうと思います。最初、例えばファイザーの

ものが来ても、その後どうなるか分からないというものなのだと思っていますけれども、その全てに対

応できるような保管体制を構築されていらっしゃるのか、お聞かせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  まず、会場の調整についてのご質問でございますが、

地域活動課のバックアップをいただきまして、会場の使用をストップという形で、現在は利用ができる

ような状態になっております。 

 それからワクチンに関しましては、現状ではファイザー製のものが先行して入ってくるというところ

で、ディープフリーザー等々の設置が徐々に進んでおりますが、それ以降のワクチンの流通体制に関し

ては現在未定でございます。 

○芹澤委員  ありがとうございました。この流通についてお聞かせいただきたいのですが、品川区の
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ほうで保管をして、それぞれの接種会場へ配送していくということだと思います。その場で、いわゆる

解凍していくということになるのでしょうか。冷凍庫をどこに置いて、どのような流通体制になるのか

をお聞かせください。 

 あと、この会場のスケジュールです。接種のスケジュールといいますか、例えば土日、夜間とか、ど

ういった時間帯で接種をしていくものなのでしょうか。それで、あくまでも見込みになるかと思います

が、この８会場全体でフル稼働した場合に、１日何名程度の接種を予定されていらっしゃるのか、お聞

かせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  まず、ワクチンの保管に関してでございますが、

ディープフリーザーが置かれている病院が幾つかございます。そこから冷蔵保存、保冷ボックスにそこ

から移すのですけれども、実際に使えるようにするためには希釈という作業が必要で、それは現場、接

種会場で行うように示されております。 

 それから、接種に関しましては、現在、医師会の先生方、医師と看護師等々と、執務時間等々につい

て詰めておりますので、現状では時間については定まっておりません。調整中でございます。 

○芹澤委員  ありがとうございました。時間については了解をいたしました。 

 もう一度ですけれども、接種会場が８会場全て整った場合に、１日何名程度できるのか。来年の令

和４年２月末までというのが国のスケジュールだったと思います。あくまでも国のスケジュールなので、

まず、供給がどうなるかというのはまた別問題ですけれども、品川区の会場確保、役割として、会場確

保をして人的体制を整えたとすれば、２月末までに終わるのかということを聞きたいと思っていますの

で、見込み上限数をお聞かせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  大変失礼いたしました。１会場については、現時点で

は、およそ３００名程度の接種ができることを見込んでおります。ただこれは午前・午後の時間を使っ

た状態で想定した現時点での試算でございます。 

 今のが１会場当たりということでございますので、仮に８会場全て使った場合には、掛ける８という

ことにはなりますが、毎日８会場、稼働させるかどうかというのも医師の配置等々によりますので、会

場を押さえていても、曜日によっては、開ける日と閉める日とあったり、これは今後の調整によって決

まっていくところでございます。 

 令和４年２月末までの接種完了を目指して、現在、体制を整えております。 

○芹澤委員  １会場３００名ということでいただきました。これは８会場あって、大きさもそれぞれ

違うのかと思うのですが、基本的には、前後は若干ありますけれども、ほぼ同じ３００名を目指して

やっていらっしゃるということでよろしいでしょうか。 

 あと、当面はＰＣＲ検査、品川区の駐車場のところでやっていると思いますけれども、それと並行し

て行われるのかと思います。その場合に、医師会のお手伝いが両方にかかってくるのかと思うのですけ

れども、医師会とのやり取りというのはどのような形で行っていらっしゃるのでしょうか。医師会、医

師だけではなくて、ほかの看護師等の人材も含めて、見込みがあるのかをお聞かせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  会場の大小ありまして、そこで医師の数の配置も場所

によっては異なってくるかと思いますが、現時点では、１会場、１セットというか、医師２名体制で

行った場合ということで想定しており、ワクチンの供給量によって、その辺りは医師会の皆様と調整を

させていただく予定でございます。 

 また、ＰＣＲセンターとの兼ね合いでございますが、その辺りも医師会の先生方と同時並行できるよ
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うに、現在調整を進めております。 

○芹澤委員  ありがとうございました。あと、財源について確認をさせていただきたいと思います。 

 この予算書の中では１０分の１０というふうに書いてあって、私も報道を見る限りでは国の１０分

の１０なのかなと思っているのですが、このコロナワクチンの接種の全ての費用を国に出していただけ

るということでよろしいのでしょうか、お聞かせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  委員ご指摘のとおり、現時点で、国から真に必要な費

用は全て負担するというふうに示されております。 

○芹澤委員  そうすると、今お話しいただいた民間委託であったりとか、会場の確保であったりとか

というのは全て国から出していただける。 

 先日の新聞の報道で、この国の補助額の上限を超えてしまうところが都道府県でも幾つかあって、そ

うすると、国の満額もらえないのではないかというような報道があったのですけれども、品川区はそこ

はあまり関係ないというような認識でよろしいでしょうか。 

 時間がなくなりそうなので続けますが、高齢者施設の従事者というのがワクチン接種の順番にあると

思います。この従事者の範囲というのはどのように確認をしていくのか、お聞かせください。施設で働

いている医師等が、多分、認めて、実際に例えば鍼灸師であったりとか、マッサージをしている方、直

接手に触れる方というのが幾つかいらっしゃると思うのですが、そこはどういうふうな手続で証明して

いくのか、お聞かせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  補助額に関しましては、実は、予算書に書かれている

金額から、先週２月２６日時点で、予算額の上限案も示されております。上限額案は８億５,０００万

円ということで、案の状態で、今、国からおりてまいりました。ですので、その辺りについては、報道

等はあるかもしれませんが、通知がまだ正式なものが来ておりませんので、その辺り上手に確認しなが

ら進めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、高齢者施設の従事者に関しましては、あくまで入所している高齢者施設の従事者が対象という

ことで国から示されておりますので、その施設の施設長が、施設の従事者に証明書を発行して進めてい

くというところで、働いているという証明を取った上で接種を進めていくというところでございます。 

○渡部委員長  次に、新妻委員。 

○新妻委員  どうぞよろしくお願いいたします。９７ページ、新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業費補助金、９７ページ、母子保健衛生費、９３ページ、生活困窮者支援費補助金からお伺いを

させていただきます。 

 まず冒頭に、先日行いました一般質問のご答弁での確認をさせていただきます。新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保補助金に関連いたしまして、昨日の補正予算でもお伺いいたしました。再度の確

認です。 

 パルスオキシメーターについてですが、時間がありませんでしたので、本日改めて伺います。保有台

数は、一般質問でのご答弁では３７３台、昨日は東京都から追加支給で４０台あったと伺い、計４１３

台と確認いたしました。時系列に沿って詳細をお知らせいただきたいと思います。 

 それともう１点、生活困窮者支援の住居確保給付金につきまして、一般質問で、これを利用された方

が、もう一度また生活困窮に陥った場合には、再度利用ができるということをしっかり周知してほしい

ということを要望いたしました。その後の対応策で何か変化がありましたらお知らせください。 

○鷹箸保健予防課長  パルスオキシメーターについてのご質問でございます。パルスオキシメーター
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ですが、昨日お伝えした数に加えまして、今年度末までに、都から加えて１５０台貸与されることが予

定されております。合わせて年度末までに５２３台保有する予定となっております。 

○櫻木生活福祉課長  住居確保給付金に関する再支給のご案内のお問合せでございます。現在、周知

が行き届きますように、必要なご案内をお送りするなど細やかな対応ができるよう準備を進めていると

ころでございます。 

○新妻委員  ありがとうございました。さらに増えて計５２３台ということで、これまで品川区で過

去最高に自宅療養者が４０５人ということでしたので、十分な数があるということを確認させていただ

きました。 

 一方で、これは貸与ということで、食料品とともに返信用の封筒が入れられて返していただくという

体制がとられていると聞いておりますが、一部では、なかなか返ってこないという話も聞きましたので、

大切なものでありますので、返信されますように引き続き取組をお願いしたいと思います。 

 住居確保給付金につきましては、それぞれ個別に丁寧に通知をしていただけるということでございま

した。引き続き、まだ次の３月７日を期限とする第２回目の緊急事態宣言もどうなるか分からないとい

う状況であって、生活困窮に陥る方も増えていると予測いたしますので、丁寧に対応をよろしくお願い

いたします。 

 それでは、続きまして、今、芹澤委員のほうから、ワクチンの接種体制について、細かく確認をして

いただきましたので、重複しないように確認をいたします。 

 今、区民の中では、ワクチンがいつできるのか、どうやってワクチンが接種できるのかということが

大きな話題にもなっており、不安の１つでもあります。その中で、今、着々と区が体制をとってくだ

さっていることに感謝をいたしますが、いかんせんワクチン接種の事業でありながら、ワクチンの供給

が安定をしていないというところが、この事業を進めていく中での困難さであるというふうに感じてお

ります。 

 まず、品川区の接種の方法の考え方ですが、今、８会場、６会場プラス２会場、８会場ということが

確認されました。品川区の接種方法の考え方は、集団接種が基本であって、加えて、町の中での医療機

関でもやっていくという、そういう考え方でよろしいのでしょうか。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  ご指摘のとおり、集団接種の会場をまず開設いたしま

して、その後、病院等々の個別接種のほうに調整しながら進めていければというふうに考えております。 

○新妻委員  分かりました。今、８会場ですが、ということは、これからも、会場を今探していると

いうお話もありました。品川区の中で地域差がないように、平均的に会場をつくっていただいていると

思います。特に八潮学園は学校になりますので、授業を受けながらという、平日であれば授業を受けて

いる生徒がいて、その同じ会場で接種もあるという、そういうイメージでよろしいのでしょうか。その

ほかにも授業は進めながらやらなければいけない会場もあると思いますが、学校施設でありますので、

その点だけ確認をさせてください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  ご指摘のとおり、動線については十分に注意して作成

してまいりますので、その辺りで混乱が起きないようにしてまいります。 

○新妻委員  よろしくお願いいたします。それと、今様々、国と東京都と連携をしながら、今、芹澤

委員からも予算の件がありましたけれども、連携をとりながら進めていることと思いますが、国も東京

都も同時並行で走りながら進めていく中で、そのタイミングといいますか、情報のタイミングが、何か

もっと早く情報があれば、区はこっちをやらなかったのにとか、そういうことも起こり得る現状がある
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のかなと思います。この情報交換といいますか、やり取りはどういう体制でされているのかということ

をお知らせください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  国と、もしくは東京都とのやり取りでございますが、

基本的にはメールによる通知で行っております。その他、こちらのほうで問合せ事項があれば、Ｑ＆Ａ

という形で、メールないしは電話で直接確認をするということで対応しております。 

○新妻委員  分かりました。厚生労働省からも日々通知という形で様々多くのことが発信をされてい

るということも聞いておりますが、全庁体制で取り組んでいただいていることでありますが、課として

は６名の体制でやっていただいております。大変な負担もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 続きまして、母子保健衛生費に関連して、不妊治療助成についてお伺いいたします。 

 今回、国が、ゆくゆくこの不妊治療助成を保険適用にしていくということで、保険適用になる前は、

助成額の拡充ということで、もう既にこの拡充が進んでおります。不妊治療は経済的にも、また精神的

にも大きな負担があります。お子さんを持ちたいという方が大変に悩まれながら妊活をされております。

今日、確認をさせていただきたいのが、品川区における不妊治療なのですかね、妊娠以降の支援という

のはたくさんあると確認しているのですが、妊娠をしたいと思う方が、どのように相談場所があるのか

ということをお伺いいたします。 

○髙山健康課長  妊娠を望む方に対する相談体制ということでございます。通常ですと、保健セン

ターなどで様々な相談事の中の１つとして保健師が対応するといったケースが１つ考えられるかと思い

ます。 

 そのほかに、東京都のほうで、妊娠支援のウェブサイトなどを開設するほか、そうした常設の電話の

相談体制などもございますので、そうした東京都の広域的な相談体制などもご活用いただければという

ふうに考えております。 

○新妻委員  先日、ある機関紙に、ＮＰＯ法人男性不妊ドクターズ理事の岩本先生の寄稿を見ました。

男性不妊症のテーマで寄稿されておりました。国内では７組に１人が不妊に悩んでいると、ＷＨＯが発

表した治療に臨む夫婦の原因の男女比は、女性だけに原因があるのが４１％、男性だけに原因があるの

は２４％、男女共に原因があるのは２４％で、男性に何かしらの原因があるのが４８％にも及んでいる

と。しかし、実際に治療を受けているのは多くは女性であるという、このことが載っておりまして、夫

婦共に検査を受けることが非常に大切だと、そういうお話をされておられました。 

 品川区においても、男性不妊治療のこういう周知をホームページなり、また健康課なりにチラシを置

くなり、ぜひ進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○髙山健康課長  委員ご紹介のとおり、不妊に至る原因は双方にあるということで、女性にとかくそ

の原因を求めがちですが、それは誤った認識でございますので、そうした正しい認識が広く伝わります

よう、ホームページ、あるいは東京都などもそうした分かりやすいパンフレットを作っておりますので、

こうしたものも活用する中で、区民の方々が正しい認識に至るように努力してまいりたいと考えており

ます。 

○渡部委員長  次に、鈴木博委員。 

○鈴木（博）委員  よろしくお願いいたします。本日は、品川区各会計予算、同説明書１１１ペー

ジ、１４款都支出金、２目民生費補助金７節子ども家庭支援包括補助金に関連して、乳幼児健診につい

て質問いたします。 
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 令和３年２月２４日の厚生委員会で、現在、３保健センターで行われている４ヵ月児健康診査が、現

行の集団健診だけでなく、医療機関でも個別健診が受けられるようになったというご報告がありました。

その経緯と、今回の措置について、まずご説明をお願いいたします。 

○柏木品川保健センター所長  今回の個別健診の経緯でございます。現在のコロナ禍において、保健

センターで実施しております集団健診、または公共交通機関での移動等に不安をお持ちの保護者がおら

れます。そのような方が健診未受診とならないよう、区内の医療機関での健診の機会を提供するもので

あります。 

 なお、医療機関での健診を希望する場合は、受診票等を事前に送付する関係がございますので、事前

に管轄の保健センターにご連絡をいただき、郵送された受診票を持って医療機関で受診することとなり

ます。 

○鈴木（博）委員  コロナ流行下、集団健診に不安を持つご父兄の要望に応え、かかりつけ医での個

別健診も選択できるようにした、正に時宜にかなった適切な対応であると我が会派は高く評価いたしま

す。 

 まず、４ヵ月児健康診査の内容と意義についてご説明をお願いします。 

○柏木品川保健センター所長  ４ヵ月児健診の内容と意義でございます。生後３か月から４か月にな

ると、首も座り、あやすと笑う、人によく反応するなど、乳児の社会性の発達が見られるようになりま

す。この時点で健診を行うことにより、発育や発達面の課題等を早期に把握し、その後の健やかな成長

につなげていく上で重要な時期に当たると考えております。 

○鈴木（博）委員  乳幼児健康診査につきましては、母子保健法第１２条により、１歳６か月健康診

査と、３歳児健康診査は、法で定められた法定健診として実施されております。これ以外に、同法

第１３条では、「前条の健康審査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対し

て、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」と定められており、これ

を受けて品川区では、現在、４ヵ月児健診は集団健診、６ヵ月児健診、９ヵ月児健診は個別医療機関で

の健康診査が行われております。これは法に定められたものではありませんので、市区町村によって

は６ヵ月児健診をやっていないところもあります。特に４ヵ月児健診は、今、所長のご答弁にあったよ

うに、児の身長、体重など発育は順調か。目が合い、あやすと笑い、首が座るなど発達は順調か。授乳

は順調かというような児の健康状態のチェックとともに、母子関係は安定しているか、母親に心配事は

ないか、母親のメンタル状態は、などの母子関係や家庭の育児環境についても確認と相談を行う大切な

機会となっています。 

 ２０２０年新型コロナウイルス感染症第２波の流行時には、緊急事態宣言によって集団健診は中断を

余儀なくされ、健診を受けられず未受診になってしまった、あるいは、かかりつけ医療機関で公費の補

助が受けられないまま自費で４ヵ月児健診を受けたというような品川区民もいらっしゃいました。 

 昨年の新型コロナウイルス流行第２波以降の４ヵ月児健康診査の受診者数の推移についてお示しくだ

さい。 

○柏木品川保健センター所長  昨年の４月、５月は、緊急事態宣言で健診が実施できなかったため、

昨年６月から１月末までの状況になりますが、対象者数は２,５８１名、受診者数は２,３７７名、受診

率は９２.１％になります。参考までに、昨年度の受診率は９５.８％でございます。 

○鈴木（博）委員  大きな落ち込みはなく、区民の皆様がこのような非常時においても、しっかりと

健康診査を受けられているということに安堵いたしました。 
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 ４ヵ月児の個別健康診査を併用することにより、受診控えを防ぎ、未受診者を減らし、全ての品川区

の親子とつながることが、それによって期待することができます。これは児童虐待予防のためにも大切

なことと考えます。 

 ４ヵ月児健診の集団健診、個別健診の併用が始まるに当たり、区としてそのメリットとデメリットを

どのように捉えられているのでしょうか。それについてのご説明をお願いします。 

○柏木品川保健センター所長  個別健診のメリットとデメリットでございます。個別健診のメリット

としては、かかりつけ医や近くの医療機関で受診することができ、普段からなじみのある環境で保護者

も子も安心して受診できることが挙げられます。 

 デメリットとしては、医師が保護者の精神的な不調等に気がついても、保健センター等の関係機関へ

の連絡のみとなり、要支援家庭への早期の支援につながりにくい可能性があることが挙げられます。 

○鈴木（博）委員  ご説明ありがとうございました。個別医療機関での個別健診は、医師が、特に小

児科などの医師が行うことによって、健康状態のチェックや、栄養相談や、信頼関係のあるかかりつけ

医が行うことによる母親の精神的な安定、気軽に相談できるというような個別健診のメリットがありま

す。また、何か気になる点があったとしても、かかりつけ医のために、そのまま緻密な経過観察を行う

こともできます。 

 ただし、今、所長が指摘されたように、ほとんどの診療所では、保健師だとか、栄養士だとか、心理

職など、多職種の専門職が勤務しているわけではありません。そのために何か支援が必要になったとき、

何か問題が起きたとき、この経過を専門職の方に診ていただかなければならないと判断したときに、保

健センターとの連携を強化し、保健センターで現在行われている育児支援につなげていくことが非常に

大切なことだと考えます。しかしながら、まだその連携が十分とは言えないのが現状です。 

 今年２月４日に行われた品川区４ヵ月児健康診査個別健診実施説明会でも、現在の保健センターで行

われている、その支援の体制あるいは具体的な集団健診の内容についてのご説明がもう少し詳しくあれ

ばよかったと参加者として思いました。 

 今回の措置を機会に、個別医療機関と保健センターの健診における連携がさらに強化されることを望

みます。区のご意見、ご見解はいかがでしょうか。 

○柏木品川保健センター所長  医療機関との連携でございます。区といたしましても、今回の個別健

診を機に、医療機関と保健センターの連携を強化し、ほかの６ヵ月児健診、９ヵ月児健診等においても、

要支援家庭への早期の支援につなげられるようにしたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  品川区民の健康と、それから子育て支援、育児支援、いろいろな支援に対して、

いろいろな組織が協力して対応するということは非常に大切なことだと考えます。 

 個別医療機関は、健診レベルとしては、ある程度のレベルが保持されていること、非常に温かい環境、

穏やかな環境で個別の健診、相談が可能であること、緻密なフォローができること。一方、保健セン

ターは、各種の専門職がいるために、かなりハイレベルな育児支援に取り組むことができること、さら

に、いろいろ経験が積まれておるので重層的な支援体制の構築、推進ということが可能であること、そ

れぞれメリットがあり、それぞれを享受することが品川区民の健康と子育て支援に非常に大切なことだ

と考えます。今後も区民の健康と子育て支援が十分ハイレベルで行われる、それぞれのメリットを生か

して行えるように、区としても、今後、ご配慮、ご推進をよろしくお願いしたいと思います。 

○渡部委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  １１１ページの都補助金、地域福祉推進包括補助金、受験生チャレンジ支援貸付
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事業と、それから、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてで品川区家賃支援給付

金について。それから、９１ページの国庫負担金、新型コロナウイルスワクチン接種負担金、９７ペー

ジの国庫補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金について伺いたいと思います。 

 まず、受験生チャレンジ支援貸付事業ですけれども、この制度は、学習塾代や高校、大学などの受験

費用の貸付を行い、入学した場合、免除されるという制度で、一定所得以下の世帯の子どもへの支援の

制度です。２０２０年度分は、２月１日、もう既に締切りとなりましたけれども、申請者数が何人か、

学習塾、受験料、高校、大学、それぞれ伺いたいと思います。 

 それから、高校や大学などに入学すると返済が免除される制度ですけれども、毎年免除される人がど

れくらいいらっしゃるのか。何％ぐらいが免除になっているのかについても伺います。 

○櫻木生活福祉課長  受験生チャレンジでございます。令和２年度の状況につきましては現在集計中

ということで、令和元年度の実績を申し上げますと、貸付件数が１６６件、そのうち免除になったの

が１５２件ということで、９１.６％の免除率でございます。 

○鈴木（ひ）委員  １６６件というのは、学習塾も受験料も、両方とも貸付を受けているということ

でよろしいのでしょうか。その点はあとでお願いします。 

 地域の方からご相談を受けまして、この貸付けを受けるために、印鑑証明書代が３００円、住民票代

が３００円、それから課税証明書代が３００円かかって、申請に役所に来る回数が３回ぐらいあり、そ

この交通費、それから仕事を休んだ分の日当などがかかり、そのことで申請を諦めたということのご相

談を受けました。この制度そのものが所得の少ない人のための制度であり、家計が厳しい方がほとんど

ではないでしょうか。もう少し利用者に寄り添ったものにならないでしょうかというご相談でした。 

 児童扶養手当とか児童育成手当の場合は、戸籍や住民票が無料で取れるようになっていると思います。

それであれば、この受験生チャレンジ支援貸付も、必要な証明書が無料で取れるようにぜひしていただ

きたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 それから、この説明書を見ますと、区市町村の窓口においでください。これは東京都の制度だと思う

のですけれども、そう書かれているのが、初めの相談、それから申請書類の提出、それから借用書提出、

領収書提出、免除申請、５回書いてあるのです。今、住居確保給付金にしても、緊急小口資金や総合支

援資金も郵送で手続がとれるということで、コロナのためにこういう対応がされておりますけれども、

大変助かっていると思います。この手続も、申請書はネットで取ることができて郵送できるようになら

ないでしょうかという、この２点をお願いしたいと思います。 

○櫻木生活福祉課長  受験生チャレンジ制度は、委員ご指摘のとおり、東京都の制度でございまして、

区市町村で受付をやっているという事務でございます。制度設計につきましては東京都が行っていると

ころでございます。 

 様々な書類について無料で取れるようにというご要望でございますが、こちら、都のほうに提出する

書類ということでございますので、都のほうで調整していただくことになるのかなと思っております。 

 それと、こちら、何回も来所する必要があるというお話でございますが、こちらは貸付金ということ

でございまして、何十万というお金を貸し付ける制度でございますので、一応ご本人の借り受けの意思

等の確認と、あと制度設計その他、お金を借り入れる手続の書類ということで、様々記入することがご

ざいまして、なかなか不備等が多いという状況で、お越しいただいて一度に記入していただいたほうが

結果的に労力が少ないという様々な意味もありまして、お越しいただいていることが多いということで

ございます。ただし、最初の借入申込費以外のところにつきましては、郵送でのやり取りは、状況に
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よっては対応できるということでございます。 

○鈴木（ひ）委員  この様々な証明書代なのですけれども、東京都の制度だったとしても、品川区が

無料ということはできると思うのです。児童育成手当とか児童扶養手当も区の制度ではありませんけれ

ども、無料で取れるようになっております。これは区として無料にしているのか、どこが出しているの

か分かりませんけれども、今回のコロナで、こういう手数料を、港区だったか、全て１年間無料にする

という区も出ているのです。そういうことから考えれば、区としてぜひこれを無料にということでして

いただきたいと思います。もう１回お願いします。区としてということで。 

 それからあとは、何十万円も借りるということなのですけれども、塾代で２０万円で、受験費用も最

大で８万円ですよね。これ、緊急小口資金とか総合支援資金はもっとたくさん借りることになるのに郵

送でできているのです。それなので、そのことで窓口に来なければならないというふうにはならないの

ではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。 

 それから、もしどうしても役所に来なければならないというのであれば、休みを取って来なくても済

むように、休日や夜間の開庁時に手続ができるようにということにはならないでしょうか。いかがで

しょうか。 

○櫻木生活福祉課長  まず、手数料の件でございますが、使用料・手数料につきましては、区全体も

しくは各所管がそれぞれで総合的に判断するものと認識しております。 

 それと、窓口にお越しいただくことについて、金額の多寡というよりは、お金を借りていただく、受

験のために費用を借りるということをしっかりとご認識いただくということと、制度説明をしっかりさ

せていただくという意味で、一度はご来所いただいているというところでございます。 

○鈴木（ひ）委員  休日や夜間とかに対応ができないかということで、最低でも１回だけということ

で、それ以外のところは郵送でも大丈夫だということで確認させていただきたいと思います。 

 次に進みたいのですけれども、休日や夜間のところでも手続できるようにということでもぜひ検討い

ただきたいと思いますし、この証明書代というのは、ぜひ区として無料でできるようにということでご

検討いただきたいと思います。 

 次に、家賃支援給付金なのですが、これは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で７

億２,０００万円も組まれていたのが、１７％、１億２,２５０万円しか使われなかったということなの

ですけれども、私はぜひ残りの６億円弱のこの臨時交付金については、コロナの影響で大変な思いをさ

れている品川の区民の支援に活用していただきたいということで、ぜひお願いしたいと思って質問をさ

せていただきます。 

 医療従事者の慰労金の拡充ということで、９月議会で通った補正予算が２,７９０万円だったのです

が、まだ医療従事者に届いてないのです。これ、１人６万円で４６５人分ですけれども、これはすごく

少ないのではないかと思うのです。また、額も幾つもの区が１０万円にしておりますので、ぜひ対象と

慰労金の額について拡充をしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 それから、住民税非課税世帯の子育て世代への給付金などの支給もぜひしていただきたいと思います。

そういう形で臨時交付金は、苦境に立たされている区民のために活用していただきたいと求めます。い

かがでしょうか。 

○髙山健康課長  医療従事者の慰労金の関係でございます。こちらに関しましては、国の慰労金に加

えまして、区独自で設定したものでございまして、直接のコロナ対応を従事された方ということで、そ

の対象を絞って予算を計上させていただきましたが、その配分に関しましては、病院の対応方針などに
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任せておりますので、その配分方針に従った形で有効に予算を使っていただければと考えております。

増額に関しては現時点では考えてございません。 

○渡部委員長  給付金は。 

○品川財政課長  地方創生交付金のほうでございますけれども、様々使える用途がございますので、

こういった部分に対して活用していきたいというふうに考えております。家賃給付のほうもそうでござ

いますけれども、いろいろ制限等も一部地方創生交付金がございますが、コロナ関係については幅広く

使えますので、うまくこれからも政策に使えるよう考えていきたいと、このように思っております。 

○鈴木（ひ）委員  ぜひよろしくお願いいたします。 

 あと、コロナウイルスのワクチンについて伺いたいと思います。 

 予防接種実施計画なのですけれども、この計画や要領を作成するというのが新型コロナウイルス感染

症に係る予防接種の実施に関する手引きにも書かれているのですけれども、今正に作成しているところ

ということなのですが、これは計画の実施期間が２月１７日からというふうになっているのですが、こ

こまでに作るものではないのでしょうか。いつまでに作成されるのかについて伺いたいと思います。 

 それから一番大変なのが、やはり医療従事者の確保ではないかと思うのですけれども、品川区でも先

ほど集団接種の会場が８会場ということでありましたけれども、ドクターは医師会から協力していただ

くということになるのでしょうか。既にどれくらいの医療機関が、どれぐらいの協力をしていただける

ということは、おおよそ話はついているのか、伺いたいと思います。 

 それから、看護師の確保が大変難しいということで言われていますけれども、品川区では看護師の確

保というのはどうされるのか、見通しがあるのか伺いたいと思います。 

 それから、まず高齢者の８万２,０００人に対するワクチン接種ということになっていくと思うので

すけれども、それをどのような体制で、いつまでにどれぐらいできるのかというのがなかなか見えない

のですけれども、そこのところを教えていただきたいと思います。必要な医療従事者というのは、算定

をするようにと書かれているのですけれども、必要な医療従事者の算定というのはされているのでしょ

うか。また、高齢者を２回接種した場合、何か月ぐらいかかる想定なのか、ワクチンがどれだけ来るの

かにもよりますけれども、どれくらいかかる想定なのかについてもお聞かせいただきたいと思います。 

 それからもう１つ、ワクチンに対して期待がある一方、不安の声もあります。ワクチンの安全性や有

効性、副反応などの情報の公開は欠かせないと思うのですけれども、区としても情報公開については国

任せにしない取組が必要だと思うのですが、いかがでしょうか。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  まず、実施計画についてでございます。実施計画は現

在作成中でございます。計画の中には、いつ始まってというのももちろん必要なのですが、ワクチンの

供給量、まだ不安定でございます。２月１７日というのは医療従事者のことでございまして、東京都が

中心になってやっていくということで、その辺りも含めて、ワクチンの供給量が見えたところで、ある

程度完成ができるかというふうに見込んでおります。 

 また、医療従事者でございますが、今、医師会を通じて確保の依頼をして、医師会も協力的に動いて

くださっております。ただ、想定外だったのが医療従事者向けのワクチンが今現在足らない状態になっ

ておりまして、医療従事者のほうのワクチン接種が順調に進んでないという現状もございます。その辺

りで、今詰めているところではございますが、区民の皆様が不安にならないように、進行が遅れないよ

うに、こちらのほうで注視して動いてまいります。 

 それから、高齢者に関しましても、ワクチンの数によってどのように接種していくかということは、
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現在、調整中でございますので、こちらも皆様に行き渡るように、うまく調整して進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○渡部委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  まず初めに、９７ページのコロナワクチンについて伺いますが、ドクターと看護師の確

保というのは大切な１つの要因ですが、ドクターの数も看護師の数も決まっている中において、コロナ

のワクチン以外に通常の医療もあるわけですよね。そういう意味において、改めて伺います。確保はで

きているのですか。必ずできるのですか。まずその辺をお伺いします。 

 それと、５７ページの庁舎管理費負担金です。新庁舎について、引き続き、期間とか、あと事業者が

入居されると思うのですけれども、一般論でいいのですけれども、負担金は増えるのでしょうか。それ

と、特に私は国と都の機関には、庁舎の建設費もお手伝いしていただいてもいいと思うのですけれども、

その辺についてはいかがですか。 

 次に、１３５ページの全国ひとり親世帯等調査委託事業なのですけれども、これ、歳入が２

万６,０００円で、歳出が２万７,０００円なのですけれども、これ、何か数字の間違いですか。確認し

ます。 

 それと、次が１３９ページの、この品川区役所庁舎の下の駐車場には、いわゆる今、民間企業が入っ

ていますが、どういう形でお金は入ってくるのでしょうか。私が伺ったのは、たしか固定で毎年幾らと

決まっていると思うのですが、それとも、売上げによって何％という形になっているのか、教えてくだ

さい。 

 次は７７ページ、区民住宅ですけれども、特に区民住宅のファミーユ下神明とファミーユ西五反田、

今、全部で何室あって、何室埋まっているのか教えてください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  ドクター、看護師の確保についてのお尋ねでございま

す。ワクチンが入りまして、４月１２日以降スタートができるようにというふうに国から指示も出てお

りますので、その段階で医師が不足しないように、現在調整しております。滞りなく進めることができ

るようにしてまいります。 

○濵中庁舎計画担当課長  新庁舎につきまして、国との負担金がどういった形になっているかという

ことでございますが、今後、基本構想、基本計画等で、新庁舎の規模等が検討されていきまして、それ

に応じた適切な負担金をいただくという形でお願いしていくことになると思っております。 

○三ッ橋子育て応援課長  全国ひとり親世帯等調査でございますけれども、５年に１回の調査でして、

こちらは調査の歳入歳出に関しましては、調査旅費、また事務費でございます。調査員の身分証明書や、

あと、郵券などがかかっております。歳入につきましては切捨て、そして歳出は切上げとなっておりま

すので、金額に関しては間違いございません。 

○東野経理課長  庁舎駐車場に係る歳入でございますが、ページでいきますと、１３９ページの地所

賃貸料の中に含まれてございます。こちらは総合庁舎、第２庁舎、中小企業センターを含めまして、

約２,７００万円を計上しております。 

 契約としましては、タイムズ２４株式会社との契約になっておりまして、この契約金額を超えた分に

つきましては事業者の運営費になります。 

○森住宅課長  区民住宅大規模３棟の戸数でございますが、合計で６３０戸、入居戸数につきまして

は５７８戸となってございます。 

○藤原委員  コロナワクチンの件ですけれども、私が思うのは、通常の医療もあるわけですよね。そ
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こでこういう形でワクチンを打っていただくということなので、そこが１つ心配しているので、そこを

はっきりもう１回答弁を。注視ではなくて、どういう具体的にというのをお答えください。 

 それと、２万６,０００円、２万７,０００円、間違いないと。でも、この金額で、この調査、投資対

効果で、効果がすごかったらすごいですよね、この金額で。やろうと思えばできるという証明だと思う

のですけれども、その辺についてもう１回お伺いします。 

 それと、庁舎ですけれども、駐車場に関してです。今回、固定費、固定の金額でお金は来ているとい

うことですよね。固いですね。固定でやっているというのはすばらしいと思います。ただ、ＰＣＲ検査

センターでスペースを取っていますので、その辺はどうなったのか、お伺いします。 

 それと、区民住宅、６３０戸で５７８戸ということは、５２戸空いているということですが、これ全

部でいいです、５２戸掛ける家賃だと、年間どのぐらいになるか教えてください。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  医師の確保についてのお尋ねでございますが、クリ

ニック、診療所等々が休診日になっている日、もしくは休診時間、診療時間外の時間を使いまして、時

間も含めて調整を進めているところでございます。 

 加えて、医師会の先生方以外の健診センターとか、その辺りの先生方、看護師にも、今、調整をして

お願いができないかというところで働きかけを行っておりますので、４月１２日に滞りなく進められる

ように準備を整えております。 

○三ッ橋子育て応援課長  全国ひとり親世帯等調査でございますけれども、こちら全国的に国が調査

の地区・世帯の割り振りを考えるのですけれども、こちら、世帯の状況や住居、そして就労など、ひと

り親世帯の基礎調査となるものを調査するものでございます。効果はあると考えております。 

○東野経理課長  現在、第２駐車場の屋内駐車場の半分につきましてはＰＣＲ検査センターとして活

用しているところでございます。このため中に駐車してございました庁有車約１８台を外に駐車してご

ざいます。そのため、昨年８月からなのですけれども、月約４５万円ほど減額いたしまして、現在継続

しているところでございます。 

○森住宅課長  大規模３棟の区民住宅は、今、５２戸空いているというところでございます。大体家

賃の平均として１４万円から１５万円程度ということになりますので、単純に計算しますと９,０００

万円余が年間の使用料になります。 

○藤原委員  区民住宅、目標は満室ですよね。１００％貸し出したいという思いがあると思うのです。

そこは間違いないと思うのですけれども。それで、特にファミーユ下神明、思い出すのですけれども、

三菱マテリアルがあそこを持っていらっしゃって、先達の皆様たちが一生懸命協議をし、あそこに区民

住宅を建てて、そして区にお金が入ってくるというすばらしいシステムであそこをつくったわけですか

ら、これ、いろいろ課題がある中で、一日も早く満室にしてもらいたいと思っています。所得制限の件

も、今、最初に入る時は所得制限があるけれども、更新するときには所得制限はありませんよね。幾ら

収入が上がっていても、出てくださいとかなりませんよね。区民住宅は段階がないから。そこも含め

て、１００％に近づけるということがやっぱり行政としてやっていかないといけないと思う。１年間

に９,０００万円、２年間なら１億８,０００万円。３年間だったら２億７,０００万円、これ、大きい

ですよ。入ってくるのだから。だから、ここをどうにかしてもらいたいと思うので、課題としてよろし

くお願いいたします。 

 次が、４９ページ、区民税というか、歳入全般という意味でお伺いしたいのです。企画調整、ぜひ、

全部考えるということで教えていただきたいのですけれども、まず、企画で調整していくためには、い
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わゆる少子高齢化と言われていますが、これはまず何が一番問題があるのでしょうか。 

 そしてもう１点、今、国が金融緩和していますよね。財政出動もしている。でも、ちっともインフレ

にならないのですよね。成長率２％という目標にならない。これはどういうふうに考えているか教えて

ください。 

 それと、マスコミ等が必ずこの頃、前から言っているけれども、日本は１,０００兆円以上の借金が

あって、１人につき９００万円以上あるというような話が出ていますが、この辺についてどう考えるか

教えてください。 

○佐藤企画調整課長  ３点ご質問いただきました。まず１点目の少子高齢化の影響でございますが、

高齢者の人口は依然として伸びていきますので、その辺で社会保障費が増えていく。一方、少子化が進

みますので、生産年齢人口がどんどん減っていくと、労働力の減少や、経済への影響、供給減等が起き

るというところと、自治体としては最もあれなのですが、税収の減少が進んでいくというところが影響

が大きいというふうに考えております。 

 ２点目のご質問の金融緩和のことでございますが、日本銀行がたしか２０１３年に物価安定の目標

を２％として設定をしているところではございますが、いまだいろいろ課題があって達成できていない

と捉えております。 

 ３点目の国民全体の借金がかなりあるというところは、当然承知をしているところでございまして、

区民に身近な基礎自治体として、まずは区といたしまして、新長期基本計画をきっちりと進めていくと

いうところで一生懸命頑張っていきたいと考えております。 

○藤原委員  課長、国のことだからと思わないでいただきたいのです。企画調整していく上で、やっ

ぱり国全体を見ていくというのは、私は大事だと思って今質問させていただいています。 

 例えば、１,０００兆円以上の借金と言いますけれども、バランスシートを見ると、確かに１,０００

兆円以上あるのだけれども、日本の国の資産もあるわけですよね。そうすると、バランスを見ていく

と、１,０００兆円は違うのだなと私は思うのです。もっと言うならば、なぜ日本の国債がこのように

金利が安いのか。長期国債。それはこの国は大丈夫だと世界が認めているということなのです。国債の

金利がこれだけ安いのだから。だから、そういうことも思って企画調整していただきたいと私は思って

います。 

 あともう１点、少子高齢化の問題は、今、生産人口がとおっしゃった。そのとおりなのです。でも、

去年の人口動態も日本という国は減っています。品川区は、亡くなった方は減って、たしか生まれた方

は増えているのです。そういう意味において、生産人口の確保は絶対これからしていかないといけない

と思っております。だから、何が言いたいかというと、企画調整するときに、少しでいいので頭へ入れ

ておいていただきたいのは、介護離職させては駄目なのです。介護離職、生産をしてくださる年齢層の

方が介護離職するという状態をつくらないための企画調整というか施策をしていっていただきたいと

思っておりますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○佐藤企画調整課長  ２点ご質問いただきました。まず１点目の資産運用に関しましては、区として

も重要な取組だと考えておりますので、会計管理室等と連携して確実に進めていきたいと考えておりま

す。 

 ２点目の人口の確保に関しましてですが、委員ご案内のとおり、コロナの影響で、人口はこの６か月

間ほどは減少しておりますが、年間で比べると４,７００人増しております。また、品川区から一度転

出されて戻ってきた方の６割が、以前、品川区に住んでたという調査結果もありますので、それくらい
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品川区のポテンシャルが高いというふうに理解をしております。 

 委員ご案内の介護離職の件に関しましても含めて、区として対応してまいります。 

○渡部委員長  次に、吉田委員。 

○吉田委員  私からは、８７ページの生活保護費、９１ページ、９７ページに関係して新型コロナウ

イルスワクチン接種と、それから体制確保事業費補助金、９３ページの保育対策総合支援事業費補助

金、９３ページと１１１ページに関係して地域生活支援事業と、高次脳機能障害者支援促進事

業、１２１ページ、地域自殺対策強化交付金について伺います。 

 順不同ですが、最初に新型コロナウイルスワクチン接種のことです。皆さんのご質問で、大分いろい

ろなことが分かってきたのですけれども、私からは委託の契約のことについて伺いたいというふうに思

います。 

 昨日の補正（予算の審査）でも出ましたけれども、その後、電話でお問合せしたら、接種会場の運営

について、機材も含めて全部委託するという内容だと伺いました。先ほど、機材の有無も含めて運営全

部ということだったのですけれども、一方で、例えば八潮学園でしたか、学校であることから動線につ

いては注意していくというような話もありました。委託の中身が、どの辺までちゃんと詰められている

のか。そもそもワクチンの計画全体がまだまだいろいろ定まらない中で、どういう委託になっているの

かということを伺いたいと思います。 

 それから、昨日、３者の中から選んで随契というふうに伺ったと思うのですが、どういうふうに優位

性を認めてここを選ばれたのかについても伺いたいと思います。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  委託の中身についてのお問合せです。今、接種会場運

営費に関する全てのものを調査している最中でございます。４月１２日以降、接種会場がうまく回るよ

うに、今現在、最後の詰めを行って調整をしておりますので、その辺りの必要な机や椅子の数であると

か、人数であるとか、今、計算を試算中でございます。よって、金額等々については、まだ現時点では

確定はしておりませんが、今、最後の詰めを行っているというふうにご理解をいただければと思います。 

 それから、業者につきましては、３者の中で見積り等々、それから提案を受けまして内容を精査いた

しました。金額等々につきましても、こちらのほうで確認をしまして、差がないということで確認がと

れております。今回選びましたＪＴＢに関しましては、２３区の中で全部で１０の区と契約を結ぶとい

うところもあり、情報も含めて連携がとれるということと、Ｇｏ Ｔｏ トラベル等々で、そういった郵

送とか、その辺りのシステムの実績があるというところないし区内業者を使っているというところで、

こちらのほうで選定をしたというところでございます。 

○吉田委員  すみません、昨日お電話で問合せしたときより大分複雑な質問になってしまいました。

ごめんなさい。 

 委託の事業者の選び方ですけれども、今はまだどこの区も進んでいない中で、ほかの今までの実績の

中から選ばれたということだと思うのですけれども、その辺、これはぜひうまくやってほしいという要

望にしておきます。契約書の中身については、あとで拝見させていただいて、その後また検証させてい

ただきたいと思います。 

 次に、生活保護についてです。昨日の補正の質疑で、ケースワーカー１人が担当している世帯でした

か、それが１０４世帯でしたか、１０５世帯でしたか、おっしゃっていました。多いのではないでしょ

うかということで、この人数を担当していて十分なアウトリーチができているのか、伺いたいと思いま

す。昨日も増員の必要性を質問したのですけれども、ご答弁がなかったのでお答えをお願いします。 
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 併せて、２０１９年にモデル実施した健康管理支援事業について、次年度どのようにするのか答弁が

よく聞き取れなかったので改めてお答えをお願いします。 

○櫻木生活福祉課長  ケースワーカーの担当世帯数でございます。昨日ご答弁申し上げましたのは、

ケースワーカー１人当たり１０３世帯でございます。多いのではないかというところで、ケースワー

カーも、純粋な担当持ちケース数はそのような形になるのですが、そのほかに会計年度任用職員の方に

安定した高齢世帯の方を一部担当していただいておりますので、それを含めますと、実質的に

は９２.６世帯程度という形で、負担はいくぶん軽減しているような状況でございます。 

 併せて、人員増につきましては、区全体の人員配置の中から決まるものと考えておりますが、生活福

祉課としましても、事務の効率化、集中化、ＩＴ化等を通して、ケースワーカーの対人援助業務の余力

を創出するような取組を進めてまいりたいと思っております。 

 それと、健康管理支援事業でございます。令和３年度につきましては、被保護者世帯の健診率の向上

を進めてまいりたいと思っています。受診勧奨のチラシを作成して、健康診査を受けていただけるよう

積極的に勧奨を行っていくというところが主なテーマでございます。 

○吉田委員  ケースワーカーの人数です。会計年度任用職員の活用というか、安定している人をそこ

にお願いするということですが、やっぱり９２.６世帯というのも、まだまだ多いのではないかという

ふうに思います。やっぱりアウトリーチで丁寧にやっていくということが必要だと思いますので、ぜひ

その辺については、人員要求といいますか、生活福祉課として、ぜひお願いしたいと思います。 

 健康管理支援は本当に必要な事業だというふうに思っておりますので、ぜひ次年度も有効な事業にし

ていっていただきたいと思います。 

 次に、保育対策総合支援事業費補助金から、区内私立保育園開設経費について伺います。 

 保育園の開設経費の補助基本額が増えていて、国とか都で新しい園の開設を拡充する方向については

評価をしております。しかし、生活者ネットワークとしては、待機児童対策と同時に、保育の質の確保

を強く求めております。１０月の決算特別委員会では、保育の質の確保のために、東京都が補助金の要

件としている財務情報の点検を求めて質問しました。今回は、そもそも保育園の開設事業者をどういう

視点で選んでいるのか、伺いたいと思います。適切な事業者を選んでほしいという意味です。開設した

いという事業者を無条件で認めているのではないと思うのですけれども、どういう条件で選んでいるの

か伺いたいと思います。保育園運営の事業計画などの提出は求めているのか伺いたいと思います。 

○若生保育支援課長  保育園の新規開設等に関わる事業者の選び方というようなご質問でございます。 

 基本的に私立保育園開設時に関しましては、開設希望があった事業者から具体的なご提案等をいただ

きまして、区のほうでヒアリングを行いながら、事業者の保育に対する考え方ですとか財務状況等から

適格性を見極め、問題がない場合、開設に向けて手続を進めていくということになってございます。 

 当然、企画提案いただいた中で、事業内容ですとか保育事業者の考え方、それから、計画の中身、そ

ういったことも含めて、こちらのほうで確認させていただいて、適切かどうかというところを判断させ

ていただいているところでございます。 

○吉田委員  提案の中に、日々の保育園の運営をこのような人員配置でこういうふうにやっていくと

いうような事業計画、その中に、多分、結果として財務情報の中にそれが表れてくるのだと思うのです

けれども、その辺もちゃんと点検されているということでよろしいでしょうか。 

 あるファンドが品川区に認可園を開設するための土地と建物への投資を呼びかけている案内を目にい

たしました。集まったお金をもとに、事業者がその土地と建物を取得、その土地と建物に保育園を開設
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し運営する、投資呼びかけの文章の一部をそのまま読みますと、「運用期間中に不動産を賃貸すること

により、賃借人から得られる賃料および不動産の売却代金を基にして、投資家の皆さまへの配当および

元本償還を行います」というふうにあるのです。賃借人というのは、この場合、保育園運営事業者だと

考えます。投資の呼びかけは、さらに「公的な施設であることから、国や自治体などから補助金が給付

されており」、「認可保育所は非常に安定した運営を行うことができる施設であり、賃貸不動産として

見ても、安定的な賃料収入を生み出す投資対象と考えられます」とうたっています。保育園は、基本、

補助金をもとに運営されていると理解しております。私自身、議員になる前には保育園事業にも関わっ

ておりました。月次決算を見ていたのですけれども、その月次決算を見ている実感からいうと、補助金

があるから安定しているのではなくて、安定して事業をするためには補助金がなければやっていけない

ということでした。保育園は補助金があればちゃんと運営できます。真面目に保育の質を確保し、適正

な人件費を払っていたら、もうからない事業だというふうに思います。配当はどこから生み出されるの

か、ファンドへの払いもあると思うのですけれども、理解できないのです。こういう事業者を保育園事

業者として適切と考えるか伺いたいと思います。私の理解が及ぶ範囲では、どうしても配当は賃料補助

として支払われる補助金から生み出されるとしか思えないのです。基本的にもうかる事業ではなくて、

もうかる事業ではないから補助金が出ているのに、あたかも安定した事業とうたっているということに、

とても違和感があるのですが、お考えを伺いたいと思います。 

○若生保育支援課長  ２点ほどご質問いただきました。まず１点目、事業者の保育事業計画で財務状

況等の確認というところですけれども、これは新規でご提案があった場合は、区のほうで経営分析を必

ず実施しております。また、これまでその事業者が開設してきた園があれば、そういったところの指導

検査結果ですとか第三者評価の確認、そういったこともしておりますし、借入状況ですとか財務状況と

いうのは、確実な資料を基に判断しているところでございます。 

 それから２点目の保育園のほうのファンド化して、それを基に投資家を募っているというようなお話

ですけれども、こういったことは、これは現在、新規の認可保育園については、賃貸物件に入る形がほ

とんどで、自己所有で建物を所有、保育園事業者が自ら建物を、土地を持っている例というのはかなり

少ない状況です。そのような中で、土地や建物を持っているオーナーが、そういった投資法人を立ち上

げて、市場のほうから出資を募るという手法は当然あり得ることであるということで認識しております。

それについて、もうけがあるかどうかというところは、その土地建物自体の価値にもよります。ですの

で、ここで補助金が入っているということで言えば、そこは保育事業者の選定は区のほうで責任を持っ

て行っているというところで、そこに関しては補助金の上限等もございますので、適切にこちらのほう

では判断しているところでございますけれども、こういったファンド化等といった不動産投資の世界の

話になりますので、そのこと自体と保育園運営の質というところは全く別物でありまして、切り離して

考える必要があると考えております。 

○吉田委員  私もこれだけの情報でこれが不適切とかいうのは言い切れないというふうに思っており

ます。この件についてのやり取りをここでこれ以上行うつもりはないのですけれども、一般的に保育士

の人件費を低く抑えながら、外に向けては安定した事業とうたって投資を呼びかけるということには、

本当に釈然といたしません。情報をお渡ししてありますので、お手元にある財務情報を調べていただけ

れば分かりますが、この園も決して人件費は高くありません。３０％ぐらいです。適切で安定している

事業だったら、私は保育士のほうにきちんとした支払いをすべきだというふうに思います。保育園を増

やす必要もあると思いますが、事業者を選ぶにあたっては、保育園運営の事業計画もよく確認していた
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だきたいのと、やはり運営されているところについては、財務情報の点検を再度強く求めたいと思いま

す。今日はこれはここまでにしておきます。 

 次に、地域自殺対策強化交付金について伺います。 

 昨年の決算特別委員会で自死を防ぐための施策として、様々な相談窓口を明記して相談を促すカード

やカレンダーを配布しているというご答弁をいただきました。それは大変いい試みだというふうに思い

ますが、実績としてどれくらいの場所に配布しているのか、補充はどのようにしているのか伺いたいと

思います。 

 それから、今、電話での相談には抵抗がある人も多いという、特に若い人であればというふうに聞き

ます。相談の手段の多様化については、いかがでしょうか。 

 それから、きめ細かい相談窓口を案内することも大事なのですけれども、とにかく困ったらここに相

談してという、別に何でもいいから相談してという相談窓口のようなものも必要ではないかと思います。

区が直接運営するのが難しければ、相談の実績があるＮＰＯとのネットワークとかも検討に入れてはい

かがでしょうか。伺います。 

○鷹箸保健予防課長  自殺予防に関しての普及啓発の取組についてでございます。これまで実施して

いた小・中学生等に配布していたＳＯＳカード、小さいものですけれども、それを今年は成人版という

ものを作りまして、区内各所に配布してございます。民間企業も含めまして、あとは、区内の私鉄、 

ＪＲの駅のトイレなどにも置いていただくようにお願いをしたところでございます。あとは、この１月

から始めております「こころの健康づくりカレンダー」についても、ＳＯＳカードと同時に、区内病院、

クリニック、医科歯科、薬局等に１,０００か所以上、あとは商店街、それから区有施設、そのほかに

区内の中小企業などにも配布させていただいておりまして、カレンダーについては、おおむ

ね５,０００部。好評だったこともあり、今、追加で１,０００部を作成し、この後また配布する予定に

してございます。ＳＯＳカードについては、大人用が５,０００部、子どもについては、学校等で配布

していただいておりますけれども、大体毎年３,０００部、それから区内の大学、専門学校等にも配布

しているところになります。 

 それから相談先でございますけれども、確かにいきなり電話というのはハードルが高いというふうに

実際に相談した方からもよくお話を聞くところで、現在、若い方ですと、ＱＲコードでと読み込みまし

て、ＬＩＮＥでの相談などが非常に、それもすぐ答えが返ってくる形でのＬＩＮＥでの相談のほうがア

クセスしやすいというお話もありますので、今回作成いたしました「こころの健康づくりカレンダー」

に、そのＱＲコードを載せたとともに、今、１年物のカレンダーと別に年度カレンダーの１枚物等も準

備してございまして、そちらにも、小さいお子さん、それから学生でもアクセスしやすいようにＱＲ

コードだけでもそれをお伝えしようという形で考えております。 

 また、とにかくここにということでは、区で直接、特に２４時間の対応という部分はかなり難しい部

分もございますので、そこはＮＰＯと連携し、東京都が実施しております「こころの健康相談」の窓口

などにアクセスしやすいよう、情報提供を現在も進めておりますし、今後もそこに力を入れていきたい

というふうに考えております。 

○吉田委員  課長もきっとご存じだと思うのですけれども、秋田モデル、秋田のほうで自殺率を低下

させたというようなネットワークのやり方もぜひ視野に入れていただきたいと思います。 

 それから、カレンダーについて、公園のトイレとか、そういうところもぜひ視野に入れていただけれ

ばと思います。これについては、ぜひ引き続き拡充していっていただきたいと思います。 
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 時間がなくなってしまったのですけれども、１１１ページの地域生活支援事業について、障害者総合

支援法に基づく事業と考えます。３年間の障害児者計画について、何か意欲が見えない、ロードマップ

が見えなかったので、この３年間にかける地域生活支援事業について、決意ぐらいで今日はいいですけ

れども、ぜひお示しください。 

○松山障害者福祉課長  計画についての見込み数についてお答えいたします。地域生活支援事業は地

域に応じまして積極的に今後も実施してまいりたいと思っております。 

○渡部委員長  次に、松本委員。 

○松本委員  よろしくお願いします。今日は、９１ページ、新型コロナウイルスワクチン接種負担

金、９７ページ、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、１３９ページ、品川音頭の

著作権料、また関連して、区の知的財産について、時間が間に合えば、１５７ページ、雑入について伺

います。 

 まず、新型コロナウイルスワクチン接種負担金および新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

費補助金についてですけれども、先ほど、芹澤委員のご質問でも、このワクチンの接種費用、全て国の

負担だというふうな話が出ておりました。ただ、これ、どこまでを全てと想定すればいいのかは結構難

しいところもありまして、先ほど上限額が国から示されたというお話がありました。この上限額、負担

金と補助金、どちらも上限という形があるのか、まず、この上限の考え方をお伺いできればと思います。

お願いします。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  上限額が変更されたものは補助金のほうでございます。

負担金のほうは、接種費用ということで、１接種につき２,０７０円（税抜）というふうに示されてお

りまして、掛ける人口というところで決まっております。補助金のほうは、運営費とか、その辺りのも

のが、もともと示された金額では足らないだろうというところから国から示されたこともあり、上限額

が変更されて、上限額案ということで、先ほど来ましたということでご説明させていただいたとおりで

ございます。 

○松本委員  国からの通知、私も拝見したりしているのですが、なかなか難しいところも結構いろい

ろあるなと思っていて、具体的に考えていくほうがいいのかと思って、例えば、一般質問でも練馬区モ

デルと出てきて、練馬区モデルは、基本的には負担金もしくは補助金で対応できるのだろうなと思うの

ですけれども、一方で、例えばパンフレットとかの広報宣伝費で、これも恐らく補助金の需用費で認め

られていくものだと思うのですけれども、ただ、これも、かけようと思えば青天井で、上限額が示され

たというところはあるのですけれども、この上限額の中で、見ていると、国の通知だと、私が見ている

ものとお手元にあるものが違うかもしれないのですが、例えば対象経費という形でいろんな項目が挙げ

られているかと思うのです。その中で示されている上限が、各項目ごとの上限なのか、それとも需用費

とかも含めて、旅費とか謝金とかいろいろなものがあるのですけれども、ざっくりまとめて上限が示さ

れているのでしょうか。どちらになるのでしょうか。お願いします。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  今のご質問でございます。こちらで把握しているのは

上限額の８億５,０００万円という先ほどのもののみで、内訳については特に示されておりません。 

○松本委員  そうすると、なかなかざっくりとというか、漠然としているところもあると思うのです

けれども、その中で、これも経費対象を見ていくと、例えば広報費とかというのは項目が上がっている

から分かりやすいのですけれども、先日、調布市が、今度は、調布駅前に６００㎡規模のプレハブ会場

を設けてというふうな、新たに施設をつくってというふうなものを掲げていました。品川区の場合は既
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存の施設を使うということなのですけれども、今後、いろいろ状況が変わったときのことも備えてお伺

いしたいのですけれども、こういった新たな施設をつくる場合は、今回の対象経費の中に、例えば、工

事請負費とかに入ってくるのかどうなのか、この辺りの考え方をお願いいたします。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  今のご質問も、真に必要な経費ということで含まれる

ということでＱ＆Ａのほうに示されておりました。 

○松本委員  一方で、例えば埼玉県の宮代町のほうでは、これはワクチンを接種した人に町で使える

商品券を配布すると。多分、促進策だと思うのですけれども。あるいは横須賀市では、割引サービスみ

たいな感じで、いろいろと奨励策が各自治体で独自で今いろいろと挙げられつつあります。逆にこれは、

この補助金には入らないというふうな理解でよろしいのでしょうか。お願いします。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  現時点で把握しているところでは含まれないというふ

うにこちらは理解をしております。 

○松本委員  全て含まれるというふうな報道がされていて、この全ての範囲というのがどこまでなの

かというのも我々区民も分からないところがあると思いますので、結局、上限があったりとか、いろい

ろと実は制限があったりということで、かなり自治体ごとに対応が異なってくる可能性がありますので、

ぜひ品川区民の皆さんが、うまい形で接種できるような体制を整えていただければと思います。ありが

とうございます。 

 次に、品川音頭の著作権料について伺っていきたいのですけれども、これ、予算額を拝見すると、使

用料で１万円と極めて少額が計上されているということになっています。どういった使用を想定してい

るのか、あるいは、過去どういった使用がなされたのか。お願いいたします。 

○大澤広報広聴課長  品川音頭の著作権でございますけれども、こちらは、例えばカラオケですとか

映画の中で使われたりとか、あと、ラジオで流れた場合に著作権料として品川区に入ってくるものです。

使われた場合は、一度著作権協会を通しまして音楽出版社のほうで取りまとめを行って、著作権割合、

品川区は２５％ですので、全体の２５％が入ってきます。 

 これは年度によってかなり差がありまして、平成３０年度は１万円少々だったのですが、令和元年度

はダンスイベント等で使われたことがございまして、１０万円を超える著作権が入ってきてございます。

令和２年度は、現在のところ、ラジオ等で使われて５,０００円少しということで、かなり年度に差が

ございますので、その間というか、１万円ということで令和３年度は計上しているものでございます。 

○松本委員  この品川音頭というところで著作権料が発生しているというところなのですけれども、

来年度は別の所管で、オリジナル介護予防体操の動画作成とかも出てきていて、この知的財産というも

のを区としてどう考えていくのかというのは、これはもう結構前から言われているかもしれませんけれ

ども、ひとつ考えていくことなのだろうと思います。当区も「ハタチの龍馬」とか、品川区３競技応援

キャラクターとか、キャラクターも存在しているところだと思います。３競技応援キャラクターについ

ては、過去の議事録を拝見すると、商標登録はされているというふうになっているかと思うのです。こ

の辺りのキャラクターとか、あるいは今の品川音頭とかの著作権とかの知的財産の管理体制は、区全体

としてはどういうふうになっているのでしょうか。 

○中山会計管理者  知的財産の管理体制ということですが、そのほかに商標登録ですとかロゴの登録

とかも併せまして、一応無形資産ということで会計管理室のほうで管理しているものでございます。 

○松本委員  この知的財産、なかなかいろいろ難しいところはあると思うのですけれども、これから

やっぱりキャラクタービジネスとかといろいろなところで言われているので、少しご提案をして終わり
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たいと思うのですけれども、くまモンというすごく有名なキャラクターを皆さんご存じかと思うのです

けれども、あのくまモンがすごく面白いことをやっているのは、使用料を無料にしているのです。それ

でどんどん使っていただくという形になっているかと思います。その結果、すごいことに２０２０年、

関連売上が１,６９８億円ということで、実際に直接入るお金ではないのですけれども、そういった形

で地域振興に役立てている。そして結果的に実際の税収が上がるというふうなことになっているかと思

います。 

 例えば、今の３競技応援キャラクターがありますけれども、これを区内の商店が自分のところの商品

で使いたいのだというふうに言った場合に、これは今、どういうふうな扱いになっているのか、お尋ね

したいと思います。 

○辻オリンピック・パラリンピック準備課長  ３競技応援キャラクターの取扱いについてでございま

す。使用したい団体や企業等がございましたときには、届出だけしていただいて、特に使用料等はいた

だいていないというところですので、ぜひたくさん使っていただきたいと思っているところでございま

す。 

○松本委員  すごくいいなというふうに思いますので、それはまだご存じない方もいらっしゃると思

うので、ぜひ広報もお願いできればと思います。 

○渡部委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、最初に９７ページの新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金。

それから、７７ページ、７９ページの住民票とか印鑑証明等のコンビニ交付についてに関わる手続につ

いて伺いたいと思います。 

 初めに、新型コロナウイルスワクチンのほうですけれども、いわゆる国のほうでワクチン接種記録シ

ステムというものを作って、これを各自治体で使ってくださいというお話があって、昨日、会派の質疑

の中で、品川区としては、これは導入していく方針ですというようなご答弁があったかと思います。 

 このワクチン接種記録システム、昨日もちょっと議論がありましたけれども、いわゆる２回の接種と

いうことでの複雑性から、２回目に引っ越したときに、自治体をまたいでしまったときの管理ですとか、

将来的には、我々が接種会場の予約を取るというのは、平日の日中はなかなか難しい場合に、産業医の

いる大きな会社などでは、そこで接種しようなどということも考えられてきたときに、こういった国の

システムが生かされる。 

 それから、ワクチンの性質から非常に不安の声がいろいろあるので、多数の問合せに答えなければい

けないでしょう。そうすると、こういった問合せ等にしっかりと答えていくために、国で一括した厚生

労働省でのコールセンターとかありますけれども、そういったところで副反応等の問合せをしっかり答

えていくというようなことに対応できるようにしたい。 

 それから、これも恐らく発生してくるのでしょうけれども、海外渡航するときに、行った先で接種証

明みたいなものを必要とされる。接種証明がないと、うちの国には入れませんみたいな話になったとき

に、そういったものを発行する上でも、この接種記録システムがあると役に立つのだよというようなこ

とが国の資料には書いてありました。 

 これを導入していこうというようなときに、１つはこの入力作業が手作業だと大変に煩雑になってし

まうということで、接種券のバーコードとかＯＣＲ、こういったことで自動で入力できるような形が望

ましいわけですけれども。昨日、報道でもタブレットを国のほうから４万１,０００台ぐらい配ります

ということでしたけれども、品川区として、１点目にお伺いしたいのは、接種券にバーコードとかＯＣＲ 
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の形での自動の読み取りみたいなものに対応ができているのですかというところの確認が１点目です。 

 それから、さっきちょっと触れたのですけれども、４万１,０００台ほど国としてワクチン接種記録

システムに使うタブレットを配付するということですが、これが当初予定の接種会場をおよそカバーす

るというようなことでの台数だということだったのですけれども、品川区に置き換えると、何台ぐらい

ということになるのか、どの程度の会場数をカバーできるということが、この４万１,０００台という

数から、品川区において、今、８会場が少なくともあるわけですが、今後どれぐらいの会場にこのタブ

レットが対応できるのかということで、その２点をお伺いしたいと思います。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  まず１点目のご質問でございます。区が発送するクー

ポン券のＯＣＲでございますが、印刷はいたします。ですので、使えるということでご理解をいただけ

ればと思います。 

 また、タブレットに関してですが、区の集団接種会場、要は、数をたくさんさばくような大きな会場

ではタブレットを導入していただこうというふうに考えておりますが、国から幾つというのは、まだ現

時点で、区のほうに幾つですというのはおりてきておりません。今後また調整が入るかもしれませんが、

情報をこちらから取りにいって、十分過不足ないようにしていきたいというふうに考えております。 

○塚本委員  ありがとうございました。続いてですけれども、この接種会場で入力した接種の結果、

誰がいつ、どのロットナンバーを打ったのだということを、そこでタブレットから入力されるわけです

けれども、その後、その入力された接種結果の記録というかデータ、これが国のほうのシステムに入る

わけですが、品川区がこの情報を共有するということができるのか、アクセスできるのか。なぜ聞くか

というと、品川区は品川区でコールセンターを持っているわけで、そこのコールセンターでの問合せ等

には接種結果のデータが必要になってくると思うのです。そのときに、１回の入力で済ませられるのか。

場合によっては、国は国でアクセスできるデータであって、それはちょっと使えないので、品川区は品

川区で接種結果をまた二重に登録しなければいけないみたいなことがあっては、いかがなものかという

ふうに思うので、そういったところの懸念についての現状を、答えられる範囲でお願いしたいと思いま

す。 

○豊嶋新型コロナウイルス予防接種担当課長  国のシステムから情報を取り出すことはできるようだ

ということで聞いております。ただ、こちらのほうで区のシステムで予約管理をするか、国の予約シス

テムで管理をするか、その辺りも、現在、調整して詰めて、効率がよい方法を考えていければというふ

うに考えております。 

○塚本委員  分かりました。これから調整していくということであろうとは思うのですが、我々もこ

の辺はスムーズな接種を進めていくという意味では、我々としても国に対しては、独自の我々としての

チャンネルを通じながら、区としてしっかりとスムーズな体制で接種できるように働きかけていきたい

というふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、住民票とか印鑑証明、課税納税証明ですか、コンビニ交付についてなのですけれども、大体今

の予算を見ると、全体の交付のうちコンビニ交付で見ているのは、１０％はいかない状況かと思います。

現状、このコンビニ交付、まだまだ行き渡っていないというか、もっとたくさんされてもいいのかなと

いうふうな思いもあるのですけれども、ここについてのお考えを、今どういう状況なのかと、認識をお

聞きしたいと思います。 

 あともう１点は、戸籍証明については、今年の１月か、コンビニ交付が始まっていると思うのですけ

れども、これが今年度の予算にはコンビニ交付の予算が載っていなかったのですが、それがなぜかとい
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う２点をお伺いします。 

○山本情報推進課長  コンビニ交付についてのお尋ねでございます。コンビニ交付の割合ですけれど

も、ここ数年一応伸びてはおりまして、昨年度ですと約５.８％、今年度は１月末時点で８.２％という

ところで、少しずつ伸びている状況でございます。引き続き周知等も図りながらコンビニ交付を伸ばし

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

○木村戸籍住民課長  戸籍証明に関するコンビニ交付の経費が載っていないというところでございま

すけれども、こちらについては、申し訳ございません、漏れでございまして、実際に今年の１月からス

タートをしておりまして、実際にもう交付を始めておるところでございまして、今後見ていきたいと思

います。よろしくお願いします。 

〔「漏れということはないのではないか」と呼ぶ者あり〕 

○塚本委員  訂正は、後日しっかりお願いしたいと思います。 

 それで、戸籍住民課の３階の窓口とかを見ていると、本当に人で混雑している時が結構目について、

こういうのを見たときに、こういったコンビニ交付というか、マイナンバーカードが普及するに伴って、

技術的には、マイナポータルというもので自宅でキャッシュレスで決済すれば印刷できてしまうよねと

いうのは時々聞く声でございますけれども、こういったことに対しての区のお考え、あまり時間がない

ので、お考えだけで結構ですので、ご答弁いただければと思います。 

○山本情報推進課長  マイナポータルを活用したコンビニ交付というところでございますが、今、コ

ンビニ交付の仕組みとしましては、国が実際運用しているというところで、専用のネットワーク等を使

いながら、コンビニと区役所間のデータのやり取り等を行っているところでございます。自宅等からマ

イナポータルを使ってということになりますと、一部インターネット等を使うことになりますので、そ

の辺がセキュリティ上の問題が少しあるのかなというふうに考えているところでございます。 

○渡部委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０６分休憩 

 

○午後１時１０分再開 

○渡部委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、せお委員。 

○せお委員  よろしくお願いいたします。８９ページ、入院助産費、１１３ページ、放課後子ども教

室等補助金、お時間ありましたら、１０１ページ、公園・児童遊園整備費をお伺いします。 

 初めに入院助産費です。こちらは、経済的に分娩費用を支払うことが困難な妊産婦に対し、出産のた

めの入院に要する費用を助成するものと認識しておりますが、国と都の入院助産費を利用して補助を受

けられた方は、毎年、何名くらいいらっしゃるのか教えてください。 

 また、こちらは児童福祉法に基づくものですので、対象となる方には確実に提供していただきたいの

ですが、入院助産の周知方法に関しては、現在どのように行っているのかお聞かせください。 

○三ッ橋子育て応援課長  入院助産の実績値でございます。まず、平成３０年度は５件、平成３１年

度（令和元年度）は７件、令和２年度は２件となっております。 

 また、周知方法でございます。こちらに関しましては、直接相談がある例えば保健センター、また、

生活福祉課などが、実際にそれぞれの妊産婦と相談をしながら、こちらの子育て応援課に入院助産とし

て引継ぎをしているところでございます。 
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○せお委員  大事な助成金ですので、毎年利用者が少なくてもお困りの方に確実に情報を届けられる

方法を検討いただき、妊産婦の不安を解消できるよう最善を尽くしていただきたいと思っています。 

 今ご答弁にありました、相談したらその情報をもらえるのではなくて、こちらから積極的に情報を発

信するべきかと考えます。母子手帳をお渡しするときなどの早期の段階の情報提供のほうが継続した適

切な支援につながりますので、周知方法にはその時期も検討していただきたいと要望します。 

 そして分娩の費用に関してですが、公益社団法人国民健康保険中央会の調査によりますと、出産費用、

ここでは出産のための入院にかかる費用ですが、東京都での平均は約６２万円ということです。品川区

内の主要な病院の分娩費用も６５万円以上、６７万円以上、６９万円以上と、東京都の平均よりも高い

です。先ほどの入院助産の対象の方に限らず、出産育児一時金の４２万円を引いた２０万円以上の金額

を出産の際に自費で出すというのは、一般的に考えても大変なことなのではないでしょうか。 

 そのような中、都立広尾病院は、安全に出産でき、分娩費用が４５万円と、比較的低費用でとても人

気があったのですが、コロナ専門病院となり、妊婦は他の医療機関への転院を余儀なくされました。そ

の際に品川区の妊婦からも、広尾病院以上の金額は出せない、どうしたらいいのかなどのお声がありま

した。そのような声を受けて東京都は、広尾病院からの転院先の出産費用のうち、出産育児一時金を差

し引いた額を支給するなどの支援を決定しました。ただし、これはコロナ対応の暫定的な支援ですし、

厚生労働省も出産育児一時金の来年度の増額は見送ることも決定しています。このような状況で出産を

と言っても、コロナ禍も加わって不安が大きいと思います。会派からは、代表質問において出産費用へ

の品川区独自の出産育児一時金の上乗せ給付を提案しました。私からも改めて要望いたします。 

 渋谷区ですが、ハッピーマザー出産助成金というものがありまして、１人の出産につき限度額１０万

円で、加入している健康保険から付加給付がある場合にはその額を控除して支給するというものがあり

ます。このように近隣自治体も少子化対策としての支援を行っていますので、ぜひとも前向きに検討し

ていただきたいと考えます。 

 代表質問でのご答弁では、東京都で実施される新たな出産応援事業等の動向も見ながらということで、

こちらは育児用品などの購入を補助するというものかと認識していますが、東京都の支援への品川区の

考え方も含めて、品川区独自の出産育児一時金の上乗せ給付の考え方を改めてお聞かせください。 

○三ッ橋子育て応援課長  様々近隣区が実施している出産育児一時金の上乗せ事業でございますが、

区は、代表質問でもお答えいたしましたように、東京都などの動向を踏まえ、また、近隣区の状況も踏

まえながら、区として研究してまいります。 

○せお委員  私は、昨年の新型コロナウイルスが蔓延して緊急事態宣言が出た頃から、国でもなく都

でもなく品川区でできることは何なのだろうと、国と都とは財源が違うし、事態が大き過ぎて、できる

ことはないのではないかと考えましたけれども、区市町村のような基礎自治体では、国や都が細部まで

行き届かないところで、心温まる、心を通わせる支援を行っていったらいいのではないかなと考えるよ

うになりました。 

 そういった視点で、衛生費でも質問する予定ですが、予算の使い道はこのようなところにあるのでは

ないかと考えていて、国や都のスタンスとは違った、痒いところに手が届く心通じ合える支援をぜひ品

川区が行っていただきたいと思います。 

 ここで入院助産費の質問は終わりますが、ご答弁いただいたのは子育て応援課でしたが、母子保健に

も大きく変わっている内容で、従来の縦割りではなく、一緒に考えて一緒に品川区をよりよくしていた

だきたいので、健康課や保健センター関連の方にもお残りいただきました。お忙しい中ありがとうござ
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いました。 

 次に、放課後子ども教室です。東京都の放課後子供教室運営費の中に、特別な支援を必要とする子ど

もの受入れに関する補助があります。予算見積書の中の運営費に、この特別支援に関する補助金は含ま

れていますでしょうか。お聞かせください。 

○廣田子ども育成課長  こちらの補助金については、区は委託料の中でまかなっている関係で、申請

をしておりません。 

○せお委員  今のそういったやり方を大きく変えるということは困難かとは思いますが、都からの補

助金はうまく活用していただいて、子どもたちの支援をしていただきたいです。 

 現状、発達障害や軽度の知的障害などのお子さんに関しては、比較的すまいるスクールで受け入れて

いただいているということをお聞きしていまして、大変ありがたく思います。ただ、医療的ケア児を含

めた支援が比較的多く必要なお子さんは受け入れていただけない状況にあります。 

 昨年の第４回定例会の一般質問で取り上げましたが、すまいるスクールは品川区の全児童放課後等対

策事業としていて、さらには第二期品川区子ども・子育て支援事業計画には、令和２年度から令和６年

度までの計画ですが、そちらにおいては、「希望するすべての児童が」と書かれています。もちろんす

ぐに希望するお子さんの全員の受入れをとは、安全面を考えても申し上げませんが、全ての児童と掲げ

ている以上、ビジョンがあると思います。そちらの答弁が一般質問にはありませんでしたので、改めて

全ての児童を受け入れるためのビジョンをお聞きしたいと思います。 

 また、現在では、午後６時以降は１年生から３年生のみの受入れとなっています。支援が必要なお子

さんは４年生以降も１人で自宅では過ごせません。まずは４年生以降の受入れの拡大も検討していただ

きたいのですが、見解をお聞かせください。 

○廣田子ども育成課長  すまいるスクールの受入れの考え方でございます。すまいるスクールにつき

ましては、就労家庭であったりとか、介護であったりとか、そういういわゆる学童保育の対象の子ども、

児童以外も受け入れる事業となっておりまして、全児童対策とさせていただいております。しかしなが

ら、条例規則の中で、集団生活ができること、また、医療的行為が必要なことに関しては受け入れられ

ないこともありますよといううたい方をさせていただいております。 

 今現在の状況ですけれども、なるべくニーズに合わせてお子さんをお預かりしたいというふうに考え

ておりまして、特別支援児の方も、大体１日２００名ぐらい預かっていて、特別支援学校からの受入れ

も十数名毎年お預かりをしているところでございます。そちらにつきまして、特別支援児であったりと

か、配慮が要るお子さんに関しましては、３人に１人加配、スタッフを配置している状況です。また、

集団生活ができることとはなっておりますけれども、小学校の活動の中でマン・ツー・マンに介助員が

つくようなお子さんを預かっている場合には、さらに加配をつけるなど工夫しながら、短時間であった

りとか、曜日を限定することもなくはないのですけれども、なるべくお預かりする方向では努力をして

いるところでございます。 

 しかしながら、学校の余裕教室を使うというところでスタートしたものではあるのですけれども、今、

学校の教室が大変不足している状況で、活動範囲も学校と協力しながらなるべく確保しようと思ってい

るところではあるのですけれども、限られたスペースの中で異年齢のお子さんたちが走り回ったりとか

するようなところで、なかなか医療的ケアを受けている方を受けるということは、安全確保面でも今現

在は大変課題が多いと考えておりますので、現時点で解消するということは大変難しいというふうに

思っているところでございます。 
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 今後どうできるかというところはあるのですけれども、今現在は、今いるお子さんたちに関しても、

どうしていくかというところが課題となっておりますので、その検討の中で考えていこうと思っていま

す。 

 ４年生以上の延長のお預かりについてなのですけれども、今は同様の理由で、３年生までで預かりを

するというところもぎりぎりのところでありますので、今後の課題と受け止めさせていただきたいと思

います。 

○せお委員  ありがとうございました。なかなか難しい状況もあると思うのですが、一方で、放課後

等デイサービスと、日中一時支援を利用すればよいというお声もありますが、それらの場所を毎日利用

するというのは私は方向性としては違うと思っていて、障害がある子とない子とを常に分けるという考

え方をまずは捨てていかなければならないと思っています。 

 さらに、まだまだニーズがある特別支援学校ですが、支援学校に通われているお子さんが、できるだ

け障害がないお子さんと交流する機会をつくるというのは、すまいるスクールのような場所が最適です

し、とても重要になってきます。このような考え方を取り入れていただいて、品川区の子育て支援が充

実した心温まるものとなるよう要望します。 

 最後に、１点だけ公園のところです。公園・児童遊園整備費の項目別の説明では、北品川公園と、大

井坂下公園の公園施設長寿命化とあります。そこで、北品川公園と大井坂下公園の改修においては、な

ぜ国庫補助金である防災・安全交付金の対象となるのか教えてください。 

 また、そのほかの公園も部分改修などが終了したり、これから予定のところもあると思いますが、こ

の補助金を使用する公園と使用しない公園の違いもお聞かせください。 

○髙梨公園課長  １０１ページの公園・児童遊園整備費につきましては、公園施設の長寿命化計画に

のっとった計画ということで、防災・安全交付金による国費をいただいているものでございます。 

 補助金を入れている、入れていないの違いでございますが、基本的には、要件に合致するものについ

ては積極的に申請をしていきたい、このように考えておるところでございますが、東京都と国と調整す

る中で、内示額等の状況を見ながら対象とする公園については絞っているというような状況になってご

ざいます。 

○せお委員  続きは土木費でお聞きしたいと思います。ありがとうございます。 

○渡部委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、９１ページ、個人番号カード交付事業、９７ページ、母子保健衛生

費、１１５ページ、高齢者社会参加促進事業をお聞きしたいと思います。順不同でお聞きいたします。 

 まず、母子保健衛生費に関連して、大きく２つお聞きしたいと思います。１つは、産前産後のサポー

ト事業、もう１つは、妊婦健康診査についてお聞きしたいと思います。 

 まず、産前産後のサポート事業ですけれども、現在、品川区における産前産後のサポート事業は、特

に産前については、母親のみか両親サポートが中心だと認識をしております。父親のみに対する産前サ

ポートというものが今後必要ではないかと考えているわけなのですが、現在は実施されていないと認識

をしております。その点、まず確認をさせてください。 

 それから、今や男性が育児に参加するのは当たり前の時代になってまいりました。そうしたことから

男性の育児参加の促進に伴って生じている妻の妊娠や出産、あるいは子育てに関しての悩みを持つ男性、

父親、こうしたことに対する産前産後のサポートが必要ではないかと考えるところです。現在、父親の

育児支援は、親育ちワークショップなどで実施しているのは認識をしておりますが、それはそれとして



－35－ 

 

大変に大事な事業であります。それと同時に、産前産後の特に産前期において、妻の妊娠や出産、子育

てに関して悩んでいる父親に対する支援が必要と考えますが、ご見解をお聞かせください。 

○柏木品川保健センター所長  初めに、父親に対してのそういうものの実施についてでございますが、

両親学級で今まで実施をしておりましたが、コロナ禍という影響で、現在は両親学級を父親学級に変更

しまして父親を対象とした事業を実施しているところでございます。 

 それと、子育てまたは産前の親の悩みを持たれる父親への対応ですが、それだけの事業というものは

実際のところはないわけではございますが、現在、妊産婦期のネウボラ相談に、コロナ禍になりまして、

夫婦で面談に来られる方が増えてきております。その中で父親のほうからの質問、あと、父親に対して、

妊娠または出産後の内容、またはご相談については、そういう場を通じて、今、実施しているところで

ございます。 

○こんの委員  両親学級が、今、コロナの関係で父親学級としてくださっていると。大変にありがと

うございます。 

 それと同時に、ネウボラ相談の中では、両親の方が相談に来られているケースを今伺いました。確か

にご両親そろってお二人で相談する、それも大変に大事だというふうに思います。ですが、母親には母

親の悩みがあり、父親には父親の悩みがあり、いわゆる妊娠初期、出産、それぞれ考え方があるという

のを、そこで両親そろって相談すると、なかなか言いにくいこともあったり、その言いにくいこととい

うのは、夫婦だから、両親だから、言いにくいと言うとちょっと語弊があるかもしれないですが、いわ

ゆるそれぞれの立場に立った悩みというものもあるというふうに考えたときに、それをクリアすること

によって、ご両親一緒にお互いを助け合う、こういう環境が大事かなというふうに思うところです。で

すので、父親に特化した、そうしたことが必要であると考えたわけなのです。 

 そこで、昨日の衆議院では、２０２１年度予算が通過したという報道がありましたけれども、厚生労

働省では、２０２１年度の予算に、出産や子育てに関して悩む父親に対する支援としての新規事業を計

上しております。これは産前産後の父親への相談支援や、同じ悩みを持つ父親同士の交流会などを実施

する市区町村に対して、国が費用の２分の１を補助するという事業を実施するというものです。 

 私はこうした補助金も活用して、産前産後における父親同士、父親に特化した、そうした相談する、

交流を持つ、こうした支援が必要ではないかと考えるわけですけれども、いかがでしょうか。 

○柏木品川保健センター所長  父親に特化したというところで、先ほどご答弁させていただきました、

現在、父親学級というところで実施をしておりまして、その中で区の補助事業と類似する内容が多く含

まれてございます。父親学級では体験や講義、あとグループワークを通じて、父親が妊娠、出産、子育

ての知識等を深め、育児に参画する意識を醸成して、また、父親同士が仲間づくりをすることによって、

父親同士の悩みの共有ですとか、情報共有を進めているところでございます。 

○こんの委員  今お答えくださったところは、コロナの関係で今だけなのかと理解をしてしまったの

で、国の予算も使って今後どうですかということを言いましたけれども、これからもコロナに関係なく、

そういう状況は品川区として体制を組むのであれば、それはそれでお願いしたいというふうに思います。 

 次に、妊婦健康診査についてお尋ねしたいと思います。 

 妊娠する場合に、多くの方が、単胎児、いわゆるお一人の妊娠ですが、中には、多胎妊娠の場合もあ

ります。こうした多胎妊娠の場合は、単胎妊娠に比べて、妊娠高血圧症候群や、早産あるいは妊娠中の

リスクが高くなる傾向にありまして、そのために通常１４回の妊婦健康診査に加えて、追加で受診する

健康診査が推奨されております。 
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 そこで、多胎妊娠の場合の健康診査について、妊婦の母体状況にもよると思いますけれども、おおむ

ね何回ぐらいの追加の受診が必要とされているのか。また、多胎妊娠の場合に対して、区としては何か

対応していることはあるのでしょうか。お聞かせください。 

○髙山健康課長  妊婦健康診査の絶対の回数という点で申しますと、２３週までには４週間に１回で

ありますとか、２４週から３５週にかけては２週間に１回、その後は、３６週以降は１週間に１回とい

うようなことで、おおむねの積み上げの数字が出てまいりませんが、その中での１４回ということで、

公費で支援させていただいているというところでございます。多胎に関しての特別な支援という点で申

しますと、やはり相談などを通じての支援などが考えられると思いますが、あとは出産後に関しては、

産後ケア事業の中でもそうしたものをカバーしている部分はあろうかと思います。 

○こんの委員  おおむねの回数を伺ったところですが、相談なども合わせてどれぐらいなのか、お分

かりになれば、お答えいただきたいと思います。 

 現在、１４回の妊婦健診に対する費用助成、今お答えいただいた公費助成があるわけですけれども、

多胎妊娠の場合の追加の受診、こうした費用に対しての一定額の助成、こうしたことも必要ではないか

と考えますが、この点は今どのような状況でしょうか。 

○髙山健康課長  国における新たな予算の中で、多胎児に対しておおむね５回程度の追加的な公費負

担が望ましいのではないかというようなことが示されております。こちらにつきましては、やはり必ず

しも品川区内で分娩出産をされる方ばかりでなく、他区の病院を使用する場合など、都内においては相

互に乗り入れるような仕組みも同時に必要になってまいります。そうした意味では、２３区共同して、

あるいは東京都と歩調を合わせて、できるだけそういった償還払いのような保護者の方の負担が少なく

て済むような仕組みをやはり構築する必要があるかと思いますので、そちらのほうは、また引き続いて、

令和３年度内に検討を進めてまいるということになろうかと考えております。 

○こんの委員  考え方として、今ご答弁いただいたような広域的に考えるということもあるのでしょ

うけれども、品川区で、いわゆる出産をされる方もいらっしゃる。そうした方への費用負担の軽減、こ

うしたことも考えていただくというのが大事かなというふうに思っております。 

 そこでちょっとご案内ですけれども、やはり国の来年度の予算で、多胎妊娠を対象に、単胎妊娠より

も追加の受診する妊婦健康診査に係る費用について補助をする市区町村に対して、経費の２分の１を補

助するという新規事業を国は始めます。ぜひこうした国の事業を区独自で活用して、そうした方への費

用負担軽減策を創出していただきたい、そのように提案するわけですけれども、いかがでしょうか。 

○髙山健康課長  委員ご提案の仕組みを品川区独自で構築するということになりますと、既に２３区

の中でも１つの区がそのような仕組みをとっている区もございまして、申請手続などを拝見しますと、

やはりいろいろ、かかる費用を証明するような書類を個別にご用意いただくとかということで、なかな

か事後の償還払いと申しますか、事後的にかかった費用を補塡するような形となりますと、やはり保護

者の方の負担もあろうかと思いますので、区でも同時に検討しつつも、やはり２３区の相互の乗り入れ

のような仕組みも同時並行で検討することで、手続の負担の省力化を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○こんの委員  繰り返しになりますが、今ご答弁いただいた考え方もあるのだろうということですが、

ぜひ今後の区民の方の、本当にコロナの中で出産をする、コロナがいつ終息するのか分からない、こう

した中での出産、安心して安全に出産ができる体制をという考え方をぜひ持っていただきたい、このよ

うに思います。 
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 次にまいります。 

 高齢者社会参加促進事業についてですけれども、これは都の補助金を活用して区で高齢者外出習慣化

事業として、シニア向けのパソコンやタブレットの講習会などを実施していると認識しております。事

項別明細書を見させていただきました。そこにはスマホ教室も含まれておりますが、これは新規事業な

のでしょうか。その点をまずご説明ください。 

○菅野高齢者地域支援課長  私からは、高齢者社会参加促進事業のうちのスマホ教室が新規事業かど

うかということのご質問にお答えさせていただきます。 

 こちらは令和３年度の新規事業ということで、高齢者の方が安心してスマホを利活用できるようにと

いうことで考えております。 

○こんの委員  今、スマホを所有していらっしゃる高齢者の方はだんだん増えてきているという中で、

スマホを使ったいろいろな社会参加、また、行政とのつながり、いろいろな情報、こうしたことからス

マホをシニアに普及していくということも大事なことだろうというふうに思っております。 

 そこで、現在、ガラケーからスマホに今すぐでも乗り換えたいなと思う人や、今すぐではないけれど

も乗換えを検討している方など、こうした方が相当数いると予測をいたします。一方、なかなか踏み切

れない高齢者の方もいると思います。こうした方々への、いわゆるスマホ、インターネットが使える、

こうしたものへの一歩踏み出す支援というのでしょうか、そうしたところも、このスマホ教室で行えた

らなと、このようなことを考えるわけなのですが、例えばスマホを実際に使っていらっしゃる高齢者の

方から、スマホの選び方とか、あるいは携帯電話業者へ行くときの心構えだとか、店員とのやり取りだ

とか、いろいろな相談に乗っていただくような交流会みたいなものもあったらいいのではないかと考え

るところですが、時間がなくなりましたので、こうしたことを今後、教室の中で入れていただきたい。

要望して終わります。 

○渡部委員長  以上で、品川区保健所、健康課の所管事項に係る内容を含む質疑が終了いたしました。

品川区保健所および健康課の関係理事者の方々は業務にお戻りください。ありがとうございました。 

 次に、木村委員。 

○木村委員  私からは、４９ページの一番上の特別区税からの質問です。 

 この特別区税がマイナス１８億２,８００万円余と大きくなっていますけれども、品川区民の人口は、

ピーク時より２,０００人ほど減っているということをお聞きいたしました。人口減少も影響している

と思いますけれども、区税とは、所得税や住民税のことでしょうか。お聞かせください。 

○伊東税務課長  区税と特別区税というくくりでございますけれども、その中には特別区民税、軽自

動車税、そして特別区たばこ税、これが入っておりまして、その総称として特別区税と申しているもの

でございます。 

○木村委員  人口が減っているからということで、やっぱりかなりのダメージがあろうかと思います

けれども、頑張っていただきたいと思います。 

 下から２行目にあります、１９款諸収入は前年比５億１,８００万円余の伸びですけれども、この諸

収入とはどのような種類で、売上はもちろん伸びたのでしょうけれども、これの種類というものを教え

ていただきたいと思います。 

○品川財政課長  諸収入の件でございますけれども、正に今現在出している歳入項目の中で、該当し

ない部分等について、この諸収入のほうに入れているものでございます。 

 例えばという点では本当にいろいろあるのですけれども、予算書の１４２ページからずっと書いてあ
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るとおりというところではあるのですが、例えば、宝くじの当選金で各自治体に配付されるものとか、

そういったものなどがございます。それから、前年度との比較で５億円程度上がっているというところ

ですけれども、こちらの排水工事関係の受託収入が昨年度よりも上がっているというところで、大きく

伸びているというところでございます。 

○木村委員  ありがとうございました。いろいろなものがあろうかということであります。 

 次に、同じページの一番下でありますけれども、歳入合計ですが、前年度に比べて５８億４,５００

万円の減額を見込んでいますけれども、やはりコロナ以外に減額の大きな要因というものが何かあるの

でしょうか。お聞かせください。 

○品川財政課長  歳入面の減額のところでございますが、全体としまして、大きくは特別区民税のと

ころです。こちらのところは、先ほど税務課長からも少しお話があったかと思いますけれども、納税義

務者等の減少と、いわゆる区民所得が、令和２年度、非常に落ちていると想定されます。そういったと

ころでの住民税額の減というところを見込んでおります。 

 あとは、特別区財政調整交付金、これにつきましては、法人住民税の関係が、企業業績、それから法

人住民税の国税化等によりまして、大分国に吸い上げられているという点もございまして、そういった

ところから前年度よりも金額は落ちております。全体として大きいところとしては、歳入面の減額とし

ては、そういうところの要因かというふうに思います。 

○木村委員  次に、５２ページの一番上の特別区たばこ税、前年比８００万円の減の見込みになりま

したけれども、原因はどのようなことが考えられるか。また、区内でのたばこ店や販売機が大分減って

いるということも前にお聞きしたことがあったのですが、そして、灰皿の撤去なども大きな要因になっ

ているのか、お聞かせください。 

○伊東税務課長  たばこの売上げ本数が減っているという点でございますけれども、この間、やはり

健康志向の高まりですとか、あとは外的に、喫煙できる環境がなかなか狭まれているというような状況、

吸いにくいような状況になっているということ、あとは単価的に、この間、値上げとかもされてきてい

まして、結構な値段になってきているというところもありまして、そういうものが複合的に絡み合いま

して売上げの減少につながっているのではないかというふうに考えております。 

○木村委員  たばこを吸わない人には大変迷惑なたばこになるわけで、（吸う人は）肩身の狭い思い

をしながら喫煙をするわけですが、販売者側はそのようなことは関係なく、商品が売れると大きなメ

リットがある。そして、本区には約３０億円もの税収が入ってくるわけであります。何となく複雑な気

持ちですが、この３０億円の使い道ですが、以前にもお尋ねしましたが、これといった使い道は決まっ

ていないということで明らかにしてくれませんでした。過去にはどのようなことに使われてきたので

しょうか。差し支えない程度でお聞かせいただければと思います。 

○品川財政課長  特別区たばこ税のところでございますが、基本的には一般財源分という形になりま

すので、幅広く利用ができるということになります。 

 一例と申し上げますとなかなか難しいところもあるのですが、これまでの区の事業の中で、特別区た

ばこ税の収入を使って様々な点で事業に活用させていただいていると、このような状況でございます。 

○木村委員  なかなかこれといったことは示せないのかもしれませんが、私は喫煙をしませんので役

に立ちませんけれども、１箱でも多くのたばこが区内で売れることを願うものであります。本区の特別

区たばこ税（の歳入）は将来的に現在より減っていくのか。どのように推移をしていくのかというもの

が、何となくたばこを吸わない目で見ていても気になるところでありますけれども、ここのところ、ど
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のようなお考えでしょうか。 

○伊東税務課長  たばこの今後のことでございますけれども、売渡し本数に関しては、ずっと右肩下

がりで来ております。平成２１年当時では８億８,０００万本ほどの売上げがあったところですけれど

も、令和元年で見ますと５億９,２００万本という形で激減をしているところです。 

 一方で、税収というところで見ますと、今言った平成２１年当時は２９億円あったところですけれど

も、令和元年の決算でいくと３３億６,０００万円余というところで、逆に若干増えているというよう

な結果があります。これにつきましては、委員ご存じのとおりでございますけれども、何年かに一度ぐ

らいのペースで税率の引上げが行われてきたということでございます。 

 ですので、今後、売渡し本数に関してはもうしばらく減る傾向は続くのかと思っておりますけれども、

その後の税率の改正等々があれば、また盛り返すというような状況で、３０億円は何とか死守していき

たいというふうに思っているところでございます。 

○木村委員  ありがとうございました。コロナが、今、世界中で猛威を奮っていますけれども、もし

コロナワクチンが間に合い鎮静化、落ち着いた場合に、スポーツの祭典であるオリンピック・パラリン

ピックが行われ、海外からのお客さんも来日が多く見込まれ、また多くのお金を使ってくれることが想

定されます。たばこの売上げだけではなく全てに影響が出てくることも考えられます。少しでもワクチ

ンへの希望を持った場合、我々にも以前のような生活が返ってくることと思いお聞きいたしますけれど

も、たばこの売上げアップや、ワクチンも含めた全てのことに対して、区のお考えを最後にお聞かせく

ださい。 

○品川財政課長  このコロナ禍の中で、現在のところの歳入の状況ということでお出しをしておりま

す。今、非常に大きな動きとしましては、やっぱりワクチン接種がございます。これがどういう方向に

動くかというところはまだ見えないところはございますが、いい方向に向いてくれれば歳入のほうもま

た変わってくるのではないかと思いますので、それに応じて、また適切に区としては事業を進めていき

たいと、このように思っております。 

○渡部委員長  次に、小芝委員。 

○小芝委員  よろしくお願いします。私からは、１０７ページの生活保護の件でお聞きします。午前

中にも質問がございましたので、二重の答弁をいただかないよう質問させていただきたいと思います。 

 昨年１年は、コロナ禍によりまして生活が苦しくなり、厚生労働省の統計によれば、生活保護受給を

申請する方が増えたと聞きます。特に非常事態宣言が始まった４月の申請件数は、国全体で見ますと、

前年同月比で２４.８％増えたということでございました。 

 品川区で昨年１年を振り返りまして、まず、どの月が最も申請件数が多かったのか。また、その前の

年、前年同月比でどのくらいのパーセンテージだったのか教えてください。 

○櫻木生活福祉課長  令和元年度で最も申請件数の多かった月ということでございますと、令和２

年３月が４８件という形で一番多い数字になります。前年同月比ということですと、まだ３月が来てお

りませんのでお答えしかねるところではございますが、平均的には１０％程度増えているかというとこ

ろでございます。 

○小芝委員  昨年４月からの緊急事態宣言による、例えば非正規職員の雇い止めなど、失業された方

がすぐに生活保護の受給を申請されたわけではないと考えておりますが、区のほうで生活保護の相談に

来られた方には、どういった対応をされてきたのでしょうか。教えてください。 

○櫻木生活福祉課長  基本的に生活保護のご相談に来られた方に関しましては、ご事情をよくお伺い
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しまして、生活保護の要件に当てはまる方には速やかに申請の手続をご案内するということになってお

りまして、生活保護にまで至らないという方々に対しましては、暮らし・しごと応援センターのほうで、

生活保護以外の様々な活用できる手段等をご案内して一緒に考えていくということを行っております。 

○小芝委員  また、そのほかにも例えば社会福祉協議会への案内とかもされていたのでしょうか。 

○櫻木生活福祉課長  暮らし・しごと応援センターの中で、社会福祉協議会の、特に緊急小口資金で

あったり、総合支援資金等のご案内も丁寧にさせていただいております。 

○小芝委員  それでは、生活福祉課のほうから社会福祉協議会への紹介の割合というのは、例えばそ

の１か月で相談に来られた方のうち、大体どのくらいの割合であったのか、教えていただければと思い

ます。 

○櫻木生活福祉課長  すみません、ちょっと割合という意味ですと数字はございませんが、基本的に

暮らし・しごと応援センターに来られる方のほとんどが住居確保給付金の申請ということでございまし

て、その時点で一定の困窮度合いであるということでございますので、こちらのほうで住居確保給付金

のご案内と同時に社会福祉協議会の制度もご案内をしているという意味では、ほぼご案内できているの

かと思っております。 

○小芝委員  緊急小口資金や、またそのほか総合支援資金といったものが、コロナ禍では１つのセー

フティネットの大きな役割を果たしてきたのかなという認識をしております。 

 一方で、生活保護を受ける側ではなく、そういった方々を支える役割を担っていますケースワーカー

についてお聞きいたします。 

 まず確認ですが、品川区のケースワーカーの方は、今現在、何名いらっしゃるのでしょうか。 

○櫻木生活福祉課長  ２月１日時点の数字でございますが、４４名でございます。 

○小芝委員  ケースワーカーというのは、午前中の質疑を聞く限り、例えば、大学などで社会福祉主

事の任用資格を持っていなくとも任用されるという認識を持っておりましたが、行政職の方でも人事異

動でケースワーカーになるという認識で合っていますでしょうか。 

○櫻木生活福祉課長  委員ご指摘のとおり、福祉職以外に、いわゆる事務職の職員もケースワーカー

として携わっております。 

○小芝委員  新聞報道によりますと、社会福祉法というのは都市部では生活保護世帯８０に対して

ケースワーカー１人の配置を標準数として定めております。しかしながら、最近では、８０世帯を超え

てしまっている自治体が全体の７割から８割近くに及ぶというふうに聞いております。午前中の質疑で

ケースワーカー１人当たり１０３世帯を受け持っているということを把握いたしました。人数が法定の

標準数に達しないことでケースワーカー１人の負担は大変大きいものと考えます。社会福祉法の求める

数はあくまで標準数なので、マストではないのかもしれませんが、人事異動を検討する際に、例えば、

あらかじめケースワーカーの数を法定の標準数８０名に近い枠で設定することもできそうに思いますが、

いかがでしょうか。 

○黒田人事課長  まず、職員数でございますが、職員の総数については条例で上限を定めている関係

がございまして、その中で全体的にどのような部門に何人配置できるかというところは、毎年、所要人

員調査をしているところでございますので、そういった中で、人員配置については、行政全体の業務を

執り行えるというところで配置しているところでございまして、あらかじめそのケースワーカーの人数

も含めて所要人員調査の中で確認しているというところでございます。 

○小芝委員  確かに午前中の質疑では高齢の受給者世帯に会計年度任用職員を活用しているとのお話
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を伺っておりましたが、例えば２年前にケースワーカーが担当の受給者から日頃から脅迫を受け、結果

として事件に加担したという痛ましいニュースがございました。ケースワーカーは時として危険な場面

にも接するという中で、この会計年度任用職員には、やっぱり経験者が必要とも思います。現在の会計

年度任用職員の採用に際して、どのような基準があるのか教えてもらえますでしょうか。 

○櫻木生活福祉課長  会計年度任用職員でケースワークに携わっている高齢者世帯自立支援員という

名前がついておりますが、その方々には、社会福祉の豊富な経験もしくは高度な専門性を持った方とい

う要件がございますので、それに沿って採用を行っているということでございます。 

○小芝委員  その経験豊富な方も会計年度任用職員として登用して、最初は１０３世帯とおっしゃっ

ていましたけれども、たしか、こういった会計年度任用職員の方も含めると９０世帯弱ということで、

この法定の標準数８０になるべく近づくように取り組んでおられることは認識しておりますので、今後

ともこの標準数に近い数に近づくよう、また、これが生活保護の適正化にも資すると考えますので、ご

検討いただければと思います。 

○渡部委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  よろしくお願いいたします。私からは、９３ページ、子ども・子育て支援体制整備総合

推進事業費、９５ページ、子ども・子育て支援事業費補助金、１３７ページ、教職員研修についてお伺

いいたします。 

 １点目に教職員研修についてをお伺いいたします。 

 一般質問でもお伺いいたしましたが、児童虐待に関する学校と教育委員会の取組について詳細をお聞

きします。研修の頻度と対象についてなのですけれども、答弁でも様々研修を実施しているということ

がありましたけれども、例えば何年目の養護教諭のみ、また、管理職のみなど、対象を分けて数年ごと

に研修サイクルを回した結果、４年間で通告率が上がったけれども、その研修サイクルをやめてしまう

と、３年で元に戻ってしまったというお話を伺ったことがあります。児童虐待対応に関する研修の対象

と頻度について具体的に教えてください。 

 また、令和元年５月９日付の「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」では、「通告先としての

児童相談所、市町村（虐待対応担当課）のほか、当事者たる保護者に対応することなどがあり、管理職

が前面に立った組織的対応、関係教職員によるチームとしての対応とすることが大事です」とあります

が、管理職とは校長という意味でよろしいでしょうか。 

 教育総合支援センターの統括指導主事が虐待対応に関して造詣が深いことや、校長などの管理職に一

定程度以上の理解がある学校について、組織としての対応力が高いことを評価しております。学校が警

察、医療機関など複数の関係機関と継続的に連携して対応するためには、初期段階から管理職のリー

ダーシップのもと、組織として対応することが重要とありますが、副校長のみが把握し、校長が知らな

いということでは、組織としての児童虐待対応力の向上にはつながりません。組織としての児童虐待対

応力の向上について、現在の状況と教育委員会のお考えをお聞かせください。 

○矢部教育総合支援センター長  委員のご質問で、まず研修の対象と内容でございます。 

 教育総合支援センターとしても、東京都からも多く通知文が参りますので、その都度、学校に注意喚

起の通知を送っております。 

 また、校長会でも、回数等は申しませんが、年に３回程度は話題にして注意喚起をしてございます。 

 また、生活指導主任会でも子ども家庭支援センターの職員からの講話を受けてございますが、それ以

外にも、生活指導主任会の中では、情報交換の中で虐待案件も出てございますので、生活指導主任が研
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修をしてございます。 

 管理職については、校長および副校長を管理職と呼びます。 

 また、管理職同士の情報連携もとても大切でございますので、今後、研修方法の検討とともに理解を

進めてまいります。 

○横山委員  ありがとうございました。学校組織において、教員個人の判断に任されがちで、組織や

仕組みとしてきちんとピックアップできていないという課題があるかと思いますが、全ての学校におい

て、早期段階において、組織として、把握、議論、方向性の判断ができるように、引き続き研修等の工

夫などをよろしくお願いいたします。 

 次に、日本子ども虐待防止学会第２６回学術集会いしかわ金沢大会での臨床心理士の村瀬嘉代子先生

のお話をご紹介したいと思います。虐待された子どものケアというのは、ささやかなものを見つけて、

それをどう伸ばすかという仕事。どう実感を送ることができるか。自分が生きているような感覚で、軽

易、分かりやすく、正確で親身な日本語を使っていく。心の底からあなたはよしと思えないでいるとい

う話がありました。 

 また、３０代になって、やっと自分なりの生活を取り戻してきた方々のアンケートの結果として、自

分を精神的に支える人に求めるものとして、以下の５つの共通点があるとのお話がありました。１、随

分勝手なことを言ってきたが、ばかにしないで自分の話を聞いてくれるかどうか。２、口だけ、椅子に

座っているだけではなくて、一緒に行動するという気持ちがある人かどうか。３、生きていく上で、少

なくとも３つ以上の本当に役に立つと思われるような方向を示すことができる人。４、時熟、待つこと

ができる人。自分のペースで早く早くとしない人。５、真面目、優秀、有能だけではなく、ユーモアが

あり、ちょっとずっこけているチャーミングな人。また、保護者が自分の子どもを見てもらいたいのは、

職に就いて５年から１５年くらいの人。その理由としては、ある程度の基礎が分かっていながら、向上

心を失わないで、いつも新鮮な気持ちで勉強しているからということでした。 

 そして、次、子ども・子育てのほうの質問に移りたいと思います。保育のガイドラインと虐待対応の

ガイドラインについてというところでお伺いをしてまいります。 

 園独自で虐待防止に関する研修を実施したり、虐待対応マニュアルがある園についてインセンティブ

があるとよいと考えますが、保育園のご案内や区のホームページで公表してはいかがでしょうか。のび

しなプロフェッショナルスクールについて、品川区の乳幼児教育の理念の浸透と理解度や、各保育園の

保育士のスキルの状況を区として把握し、定期的にチェックする仕組みが重要だと思いますが、チェッ

クリストなどはありますでしょうか。 

 また、現状把握、進捗の確認、必要な園に関しては適宜サポートを実施していただきたいと思います

が、確認の頻度とチェック方法について、ご説明をお願いいたします。 

 プレスリリースには、苦手分野の研修を受講というふうにありますが、スキルアップのためには得意

分野を伸ばすことも同様に大切だと考えます。得意分野を伸ばして専門性を高めることができるような

研修内容となっていますでしょうか。 

○立木保育課長  保育の研修の件についてでございますが、まず、インセンティブの部分に関してで

すけれども、虐待対応ですとか、あと研修の中身につきましては、これは必ずやっていただきたいとい

うところがありますので、インセンティブというよりは、各園こういう取組をしていますというような

形でＰＲをしていただくという形になろうかと思います。 

 各園の案内パンフレットを保育課のキャビネットのほうでもお持ち帰りいただけるように用意してご
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ざいます。あと、保育園を選ぶ際も、いろいろな情報発信につきましては工夫をさせていただきたいと

思っております。 

 次に、研修の件でございますけれども、スキルを把握するための仕組みといたしましては、専門性の

実行チェックリストというものを用意しております。結果のほうは保育園ごとに集約いたしまして、保

育課で集計して把握しているところです。頻度は年に１回、これは年度当初にやっておりまして、その

年の研修の推奨とか、研修内容のところに生かしているところです。項目としましては９０項目ほど用

意してございます。 

 それから、伸ばす保育という部分で、伸ばす研修というところでございますが、スペシャリスト養成

というような形の研修内容も用意してございまして、乳児保育、幼児教育、特別支援リーダー、サブ

リーダーなどというような得意分野を伸ばすような研修も用意しているところでございます。 

○横山委員  それぞれありがとうございました。情報発信の工夫をぜひお願いしたいと思います。 

 研修につきましては、確認できました。安心いたしました。 

 都内のある保育園では、現場で子どもと向き合うために必要なこととして、保育士で言葉の意味の共

有化を図っているというふうにお聞きしました。「心とはなんですか」、「信頼って何」、「愛すると

はどういうことですか」など、心、信頼、愛という漠然としていて個人によって解釈が異なる言葉につ

いて事前に共有化を図っています。今後、区の虐待対応ガイドラインを更新する際にも、言葉の意味の

共有化を行っていただきたいというふうに思います。 

 また、一般的にマニュアルなどを作成する側は、最低限記載の内容を遵守してほしいと考えて作り、

受け取る側は記載の内容のみを守っていればよいだろうと理解するということが起こり、現場対応力が

低くなってしまうということがあります。言葉の意味を共有し、関係機関で認識のずれが起きないよう

に運用していただきたいと思いますが、区のお考えをお聞かせください。 

○崎村子ども家庭支援センター長  虐待対応ガイドラインの言葉の意味の共有化といったご質問でご

ざいます。区の児童虐待対応マニュアルにつきましては、この間、児童福祉法等の改正や組織改正など

もございましたので、令和３年度に改定をする予定でございます。 

 改定後については、各関係機関に配布し、要保護児童対策地域協議会の地域分科会ですとか、あと、

学校や保育園などについては個別にもご説明、案内、周知をしていく予定でございます。 

 ご指摘のとおりマニュアルを作成、配布して終わりではなくて、マニュアルをそれぞれの関係機関が

対応力の向上に努めていただけるように、共通理解の促進に努めていきたいと思っております。 

○渡部委員長  次に、おくの委員。 

○おくの委員  私からは、７７ページ、区営住宅使用料に関わって、区営住宅の浴槽風呂釜、つまり、

浴槽と給湯設備について質問いたします。 

 この問題については、共産党の石田ちひろ委員が平成２９年の予算特別委員会でも取り上げました。

区営住宅に入居するときや退去するときに、浴槽と給湯設備を設置し、また、撤去することが自己負担

とされているけれども、これを区の負担で行うことを求めて質問いたしました。これに対して当時の区

は、区営住宅に新たに入居する方を対象に、区の負担で浴槽等を設置する考えは現在のところございま

せんという答弁でした。品川区は、今も区営住宅の入居者が自己負担で浴槽と給湯設備を設置し、また、

退去時に撤去すべきだというお考えなのでしょうか。まず、この点からお伺いいたします。 

○森住宅課長  区といたしましては、令和元年度からでございますが、退去された後の原状回復時に、

国のほうで風呂釜の設置を進めております。２年間で１３戸新たに設置をしたところでございます。 
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 また、撤去につきましては、これまで自己の所有物ということで、退去者の方に処分をしていただい

たり、次で使っていただいたりということをしておりましたが、令和３年度から、新たな予算として、

撤去時の風呂釜の撤去費用というものも区のほうで支出するということで、今回ご提案をさせていただ

いているところでございます。 

○おくの委員  設置、撤去について、区が負担することになったということで、これは私たちの会派

も求めていたことですので非常に歓迎いたします。 

 では、居住者の交代がなくて、同じ居住者のもとで浴槽、給湯設備が故障したり、壊れた場合に、修

繕したり、あるいは取り替えたりした場合にはどうなのでしょうか。これは依然として自己負担のまま

なのでしょうか。これもお伺いいたします。 

○森住宅課長  令和元年度から区のほうで設置をしておりますけれども、それ以前に自己負担で設置

をされた方のものについて修繕が必要だということについては、自己の財産でございますので、それぞ

れの居住者の方にやっていただいているというところでございます。 

○おくの委員  自己の財産で自己負担だということなのですけれども、さきに紹介した石田ちひろ委

員の質問への答弁の中で、当時の住宅課長は、区営住宅の多くは都営住宅から移管されたものだと答弁

されています。その都営住宅に関して昨年新しい動きがありました。居住者の費用で設置した浴槽、風

呂釜などの取替え工事を都が試行実施するというものです。 

 それは２つありまして、１つは、故障した場合の個別取替とされるもので、「現在、ご自身の費用で

設置した浴槽・風呂釜等を利用し、かつ故障により使用できず、浴槽・風呂釜本体の取替が必要と判断

した場合、個別に都の費用負担により浴槽・風呂釜の取替を行います」というものです。もう１つは、

住棟単位の取替とされるもので、「東京都で対象となる住宅・住棟を選定し、計画的に浴槽、風呂釜の

取替を行います」というものです。昨年そういう試行実施がありました。 

 都営住宅における昨年のこの動きをご存じでしょうか。また、区営住宅においても、こういうことを

やってみるべきではないかと私は思ったのですけれども、いかがでしょうか。お伺いします。 

○森住宅課長  都営住宅の居住者の方に、毎月、都のほうからお知らせをしている「すまいのひろ

ば」のほうにも、令和２年６月から８月にかけて、それぞれ申込みを受け付けますという表現がされて

おります。試行期間ということで、どのぐらいの規模で、どのぐらいの申込者があったかということは、

住棟単位についても、区のほうでは把握できておりませんけれども、区の状況を聞きながら、使用者の

声がどのように生かされていて、どのぐらいの付け替えがされたのかということは、都のほうとも情報

共有していきたいと思っております。 

○おくの委員  区営住宅のほうで、やるべきではないかという点については、どうお考えでしょうか。 

○森住宅課長  失礼しました。区では、基本的には、区のそれぞれの居住者の方が設置されたものに

ついては、基本的にはそれぞれの方で修理をしていただくということで今のところは考えております。

都のほうでも３０年以上住まわれた方でというような方で一応線を引いているというところもございま

すので、区では、基本的には、今のところは、それぞれの方に処理していただくということで考えてお

ります。 

○おくの委員  区営住宅に入居してから年月が経てば、浴槽、給湯設備、老朽化は当然進みます。故

障の可能性も高まりますし、交換の必要性も当然高まってきます。他方、居住者の高齢化も進みますし、

もともとの古い浴槽の高さが高くてそのまま使い続けている住宅ももちろんあります。高さが高くて深

い浴槽はちょっと危ないのです。もう少し低い浴槽への必要性が高まってきます。区営住宅は、言うま
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でもなく住宅に困窮する方の低所得者向けの公営住宅であって、そういう低い浴槽が必要であっても、

その負担は、そういう方々にとっては非常に重いものとなります。しかも、今では、民間の賃貸住宅で

は、今問題になっているこの浴槽、給湯設備は、付いているのが一般的で、必要不可欠な当たり前の住

宅設備となっています。区営住宅も同じ賃貸住宅である以上、付いているのが当たり前、このような認

識を前提にしてするのが当然だと私は思います。だからこそ、冒頭に課長も言われたように、設置や撤

去、これが民間の賃貸住宅と同様に区の負担で行われるように、令和元年、令和３年となってきている

のだと私は思います。ですから、区営住宅でも、民間賃貸住宅と同様に、浴槽、給湯設備は一般的で必

要不可欠な住宅設備だという認識を前提にして、居住者の費用で設置した浴槽、風呂釜などであっても、

区の負担で修繕や取替えを行うことに何とか踏み出していただきたいのですけれども、もう一度いかが

でしょうか。 

○森住宅課長  区のほうで風呂釜の設置をする前の段階におきましては、例えば社会福祉協議会の生

活福祉資金貸付事業のあっ旋でありましたりとか、生活保護受給の方でも、住宅の維持費等も支給され

るというところもございまして、それをご案内しているところです。 

 基本的には、壊れた部分について補修をするとか、そういったものについては、それぞれの財産でご

ざいますので、これからもお願いをしていくことで、区のほうで今住んでいる方に対して取替えをして

いくということは今のところ考えておりませんけれども、先ほどご紹介いただきました都営住宅の動き

なども含めて、他区の動きも注視していきたいというふうに考えております。 

○渡部委員長  次に、湯澤委員。 

○湯澤委員  よろしくお願いいたします。私からは、１４０ページ、ふるさと納税寄附金、それから

時間があれば、１３３ページの都議会議員選挙費と衆議院議員選挙費について質問させていただきます。 

 まず、ふるさと納税に関しましては、私を含め、会派の同僚も一般質問を何度かさせていただきまし

て、それなりに回答もいただいておりますが、ふるさと納税による流出が増える一方、コロナの影響に

よって税収減もありますので、改めて質問させていただきたいと思います。 

 まず、ふるさと納税による流出についてなのですけれども、一昨年の流出額は２３億円でありました

が、年々増加する傾向を区はどのように考えていらっしゃるのか。国の制度であるため流出はやむを得

ないというところもありますけれども、それに対して品川区はどのような対応を行っているのかをまず

お聞かせ願えればと思います。 

○伊東税務課長  今、ふるさと納税による流出というお話がありましたけれども、先ほど委員ご指摘

の令和元年度で２３億円の流出、令和２年度で２４億４,０００万円というところで、少し伸びている

という形です。過去を遡りますと、この伸び率は少し落ち着いたかなというような感覚があります。そ

れは税制改正がありまして、返礼品のところにちょっと制約がかかったということも１つあるのかなと

いうふうに思っております。 

 ということで大きな金額でございますので、我々も何とかというところを思っているところでござい

ますけれども、根本的には、制度改正をしないことにはなかなか難しいというところがあります。ただ、

我々のできることは、こういう事実を皆様に公表して判断していただくというところ、それと一方で、

若干の返礼品もこちらのほうで考えまして、こちらのほうにも目を向けてもらう、そのような努力をし

ているというような状況でございます。 

○湯澤委員  品川区としても努力をされているということは分かりました。現在の制度変更がない限

り、流出を食い止めるのは不可能と言ってもいいのかもしれません。流入にはさらに力を入れて財源確
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保をしていかなければならないと思います。 

 現在、品川区は、ふるさとチョイスと、それからふるさとパレット、２社を活用して、１３品目に

よって寄附を募っていると思いますが、様々な理由から、登録サイトを増やし、費目も増やし、そして

金額設定に高額なものも入れるべきかと考えております。ふるさとチョイスは利用者が一番多く、ほと

んどがまかなえている。そして、登録サイトを増やせば手数料がかかるというご回答は伺っております

が、例えば、楽天ふるさと納税、こちらのほうは、楽天カードユーザーが利用すれば最大３１％のポイ

ントが還元されるために、かなりの人気になっております。また、２３区で寄附金総額の多い墨田区で

は、ふるさとチョイスへの出展数が３４４品目で、寄附額が５,０００円から８０万円。渋谷区で

は、１１０品目で５,０００円から１６０万円と、幅広いニーズに沿った品目と、高額納税者も視野に

入れた設定をしております。また、ふるさとチョイスで「江戸切子」と検索をすると最高額５０万円。

「屋形船」と検索すると、こちらも５０万円からとありました。現在、品川区の最高額は５万円なのか

と思っておりますが、品川区にある魅力的な高額寄附をいただくことも十分可能で、財源確保にもつな

がると思っております。 

 また、品川区の返礼品で１点気になるところがありまして、ふるさとチョイス、それから、ふるさと

パレットのどちらのサイトにも、シナモロールのぬいぐるみが品切れ、売切れというふうに表示されて

おりました。大変人気があるからなのかなとは思うのですけれども、それならばなおさら切らせるべき

ではないかと思っておりますが、どのような状態なのか。 

 以上、登録サイトを増やすこと、品目を増やすこと、金額設定、品切れについて、４点ご意見をお聞

かせいただければと思います。 

○伊東税務課長  サイトを増やすべきというお話ですけれども、我々、この間、平成２８年度だった

かと思いますけれども、最大規模だということでふるさとチョイスを入れてやってきた経過があります。 

 その後、単なるサイトということではなくて、東急沿線の広告媒体等、ちょっと別の部分でのＰＲが

可能だという観点で、ふるさとパレットを令和元年度だったかと思いますけれども、導入してきたとい

う経緯がございます。 

 サイトを増やすことによって目につきやすくなるということはあるのかとは思うのですが、サイトに

入っていく方は、一般的に、皆さん、返礼品を目当てに、返礼品がどのようなものがあるかなというと

ころで入っていっているのかなということがありますので、どちらかというと、サイトを増やすという

よりは、先ほどご提案ありましたけれども、魅力的な返礼品を増やしていくことがいいのかなというふ

うには思っているところです。 

 一方で、我々は、返礼品競争には乗らないというような当初のスタンスを持っているところでござい

ます。今、返礼品等やっているのは、先ほどシナモロールの品切れということもありましたけれども、

これは２００体作って、それが終わってしまったというところで品切れ、同じシナモロールのオリン

ピック・パラリンピック応援のコラボ３体セットは、まだ在庫があるというところでやっているところ

でございます。 

 ということで、サイトに関しては、この間、体験型という返礼品を加えて、それが結構、それぞれの

サイトに活用していただいて申込みいただいたということもございますので、当面はこの状態を続けて

いこうかというふうに思っているところです。 

○湯澤委員  今、シナモロールは、１つのほうだけ切れているということでありましたけれども、ふ

るさとパレットのほうを見ると、２つ切れているような状態であったと思いますので、やっぱり返礼品
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が品切れというのはどうかと思いますので、在庫数を増やすとか、あとは、寄附者に返礼品が遅くなる

という旨を伝えて受注生産するなどすべきかと思います。そのほかについては、それぞれぜひ前向きな

検討をしていただければと思います。 

 また、流出額８０億円で全国２位の名古屋市は、コロナで苦しむ事業者を支援したいという観点から

も、目標額を２億円と掲げて返礼品の募集を行っていくと先月の読売新聞に掲載がありました。なかな

か目標額を決定するというのは難しいとは思いますが、結果を出すために目標設定をするということは

大切であるとも思いますが、いかがでしょうか。 

 また、本区で高い達成率を出しているガバメントクラウドファンディングは、品川区民でもふるさと

品川に寄附ができますので、しあわせ食卓事業のほかにも、医療従事者への支援、区にゆかりのある建

物の建設や修繕、そしてコミュニティバスの運営など、共感いただけるメニューを複数増やすのはいか

がかと思いますが、ご見解をお知らせください。 

○伊東税務課長  ガバメントクラウドファンディングの活用という点で申しますと、この間もコロナ

支援という形でガバメントクラウドファンディングを活用させていただいたところでございます。子ど

もの関係で、去年、おととし、２年にわたって使ったという。それぞれ目標設定をしまして、コロナ関

係の支援に関しては目標額に若干達しなかった部分はあるのですけれども、子どもに関しては達成して

いるというような状況でございます。当然、目標設定というのは、設定して、それに向かっていろいろ

ＰＲ活動をしていくということでございますので、それは重要なことだというふうに思っております。 

 ガバメントクラウドファンディングの今後ですけれども、ガバメントクラウドファンティングに関し

ては特定の自治体の事業に対してやるものですので、それぞれいい事業がございましたら活用していき

たいというふうに考えております。 

○湯澤委員  ２３区でも墨田区などは４億２,０００万円の流入があるということでありますので、

様々知恵を出しながら、本区においても財源確保に向けた施策を期待しておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○渡部委員長  次に、くにば委員。 

○くにば委員  よろしくお願いします。本日は、１５７ページ、雑入の公園内自動販売機設置運営事

業収入、併せて、区有施設の自動販売機設置運営について伺います。残りの時間で、１５１ページ、広

告料収入の広報しながわについてお伺いします。 

 自動販売機の設置による収入は、当区においても着実な税外収入の確保の１つとして定着しており、

適切な管理運営が望まれます。 

 まず、区立公園の自動販売機設置台数と、それらによる区の収入額をお聞かせください。区有施設の

自動販売機についてもお伺いしたいのですけれども、区民センターは地域活動課、文化センターは文化

観光課、体育館はスポーツ推進課など、各施設の所管課がそれぞれに自動販売機の設置運営を管理して

いることが多く、区全体としての把握はなかなか難しいとのことでしたので、庁舎内の自動販売機等を

所管している総務課が把握している範囲内で数字を教えてください。自動販売機設置運営に関しての収

入は月額固定の設置料のみを徴収する方法、販売本数に応じた売上げ分配金方式、その２つを組み合わ

せた方式など、契約内容によって様々ありますけれども、公園、区有施設においての契約内容について

は、どのようになっていますでしょうか。お伺いします。 

○髙梨公園課長  区立公園内の自動販売機の状況についてご説明をいたします。 

 区立公園におきましては、１５公園におきまして全３９台の自動販売機を設置しております。 
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 収入額は、令和元年度の実績額になります。電気代の使用光熱水費を含め８８３万円余の収入をして

おります。 

 なお、収入につきましては、利益分配額を受け取るというような形で契約をしておりまして収入をし

ております。 

○東野経理課長  区有施設に設置の自動販売機のうち、入札により設置しているものにつきましては、

地所賃貸料のところに含まれております。こちらを所管しておりますのが経理課になりますので、経理

課のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、予算につきましては各課で計上しているものでございます。庁舎でいきますと、庁舎内では５

台ほど設置しておりまして、この中に６３８万５,０００円ほど計上しているものでございます。 

 また、使用光熱水費の電気料のところに、電気料といたしまして９万２,８００円、５台分を計上し

ております。 

 また、契約内容でございますが、入札によりまして決めておりますので、こちらは月額を決めた上で

事業者との契約という形を行っております。 

 それからあと、入札によるものなのですけれども、庁舎のほかに、あと１６施設、庁舎を含めます

と１７施設で２６台ほどございます。その２６台につきましては経理課のほうで実績などを把握してい

るものでございます。 

○稲田土木管理課長  それと、設置許可で許可をしている自動販売機がございまして、公園内が１８

台、年間１１万５,１２８円。それから、自転車駐輪場が１か所あるのですが、そこに５台ありまして、

それが年間２万３,７４８円です。 

○くにば委員  それぞれありがとうございました。まず、その公園内に設置しているものに関してで

すけれども、先ほどおっしゃった数字と、プラスアルファで、あと福祉団体が管理している自販機があ

るというふうに伺ったのですけれども、そこに関しても併せてご答弁をお願いします。 

○髙梨公園課長  先ほどご説明しました１５公園３９台の内訳でございますが、私のほうで収入額を

申し上げた、飲料事業者によるものが２１台でございます。そのほかの１８台につきましては、区内の

福祉団体による設置ということになってございます。 

○くにば委員  お伺いした数字の中で、公園課のほうで管理している売上金額と、福祉団体のほうで

売り上げしている金額、その中で区のほうに入ってきている金額の中で、やっぱり福祉団体のほうに相

当な金額が入ってきていると思います。それに関しては、お話をお伺いした中で、やはり長年、昔から

の契約の中で綿々と置いていると。新たに福祉団体がここに置かせてほしいということがあったら、改

めてその許可をしているというお話だったのですけれども、そこに関してお伺いする限り、公園の中に

さらに自動販売機を設置するということが物理的には可能なのかと。例えば、１つコカ・コーラの自動

販売機が置いてあったら、その横にアサヒ飲料の自動販売機を置くであるとか、そういった形で様々な

メーカーの自販機をプラスでどんどん置いていくということも可能なのかというふうに考えますけれど

も、そこに関してご見解を伺います。 

○髙梨公園課長  公園内の自動販売機は、まず、公園利用者の方にしっかりとサービスとして、便益

施設として使用していただくというのが目的でございますので、まず、公園の中に自動販売機の需要が

どの程度あるのか、今置いている自動販売機が足りないかどうかといったところをしっかりと見定めて、

自動販売機の追加設置等については考えていきたいと、このように考えております。 

○くにば委員  それでは、次に、併せまして、災害対応型自動販売機、こちらについて伺います。 
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 公共施設における自動販売機の設置意義については、収入確保、利便性向上にあわせて災害対応の側

面もあります。災害支援型自動販売機、災害救援自販機、災害対応自動販売機など、メーカーによって

様々名称がありますけれども、これらは災害時、停電時に、蓄電バッテリーに切り替えたり、充電用ハ

ンドルを回すことによって自販機に電力供給するなどして、自販機内の在庫の商品を被災者などに無償

で提供することができる機能を有している自販機です。こちらはコカ・コーラ社の事例によりますと、

東日本大震災の際には約４００台が稼働して８万８,０００本以上の製品の無償提供が行われたとのこ

とです。充電用ハンドルを内蔵したタイプなどでは、携帯電話やラジオ等の非常用電源としても利用で

きる製品もあり、発災時の簡易電源としても機能します。また、Ｗｉ－Ｆｉ機能を搭載した自販機では、

災害時の通信インフラともなります。町なかで見かける自動販売機に関しては、このような災害対応型

の自動販売機がまだまだ多くありませんけれども、自治体としては、このような災害対応型自動販売機

の導入を積極的に推進することが重要だと考えます。 

 現在、本区が管理している自動販売機のうち、災害対応型の割合について、また、今後、災害対応型

自動販売機の導入についての方針やスケジュールを教えてください。 

○東野経理課長  先ほど私のほうからお話しさせていただきました入札による１７施設の２６台の自

動販売機につきましては、８社と契約してございますが、全て災害時における自動販売機の無償提供に

関する協定書を締結してございます。こちらにつきましては、災害時の協力要請がすぐにとれるという

形で協定を結んでいるものでございまして、今後も、新規に設置する場合につきましては、同様に災害

時の備えを行ってまいりたいと思っております。 

○髙梨公園課長  公園内自動販売機につきましては、飲料事業者が設置している１１公園２１台につ

いては、全て災害対応用のベンダーという形になっております。災害発生時は、公園は火災等から逃げ

てくるような場所になりますので、災害対応用ベンダーがしっかりと整備されているということは、防

災の面でも非常に大きな意義があると、このように考えております。 

○くにば委員  それぞれありがとうございました。 

 広報誌しながわについて、最後に少し時間がありますのでお話しします。 

 これは昨年の予算特別委員会、そして決算特別委員会に続きましてこれで３回目です。広報しながわ

は、税外収入ということで約２８０万円の広告収入があるのですけれども、１日号、１１日号、２１日

号と、月３回のうち１号しか載せていない。前回答弁いただきました内容が、スペースがないというこ

とでご答弁いただきました。ただ、私のほうで毎号取り寄せて隅から隅まで見ています。スペースがな

いということを頭に置きながら見ているのですが、どう考えてもこれスペースありますよねという、こ

こをスペースがないというふうに考えるから、スペースがあるから無駄にイラストが大きく載っている

であるとか、この写真のスペース、どう考えても広告に置き替えられるなというところがたくさんある

のです。もう毎号、１日号、１１日号も全て持ってきても、ここは入りますよねというのも、全部お見

せしたいぐらい、すごい腑に落ちない部分があるのです。それで、そこのスペースがないという部分に

ついて、以前も編集方針により、そこの部分はどうにでもなるというふうに申し上げましたけれども、

そのスペースがないという部分について、もう一度改めてご答弁ください。 

○大澤広報広聴課長  詰めれば入るということだと思うのですけれども、やはり区報は見やすさとい

う観点も重要でございますので、現在のところ、広告スペースを増やす考えはございません。 

○くにば委員  スペースを詰めればというよりは、スペースがあるから、この広告を入れたい、すみ

ません、また総務費でやります。 
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○渡部委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  お願いします。私からは、６５ページ、区民活動交流施設使用料についてお聞きします。 

 品川区は、令和３年度施政方針の中で、区長より、３つの政策分野の１つ、地域について、「人のつ

ながりによる豊かなコミュニティの創出をはじめ、誰もが文化・芸術・スポーツを楽しむ環境づくりや

活気あふれ魅力あるまちづくりを目指す」、「人と人のつながりへの支援」、町会・自治会の方々への

コロナ対策物品の購入の引き続きの支援、また、「子育ての孤立を防ぐため、地域で活動する子育て支

援グループに対し、相談や交流の場に対するの活動経費の助成を開始」すると、大変力強いお言葉があ

りました。品川区では、令和元年７月に４０万人を超え、区民の９割が住み続けたいとの声には、私も

生まれ育った町として大変誇らしく思っております。 

 そこで現在の品川区の人口、今、コロナ禍ですけれども、どれだけ増えて、今後どのような推移を見

込んでいるのか教えてください。 

○佐藤企画調整課長  区の人口の動向でございますが、委員、今ご紹介ありましたように、令和３

年１月１日と、１年前の令和２年１月１日を比べると４,７００人増加しているところでございます。

しかしながら、この間、マスコミ報道されておりますけれども、２３区等で、コロナの影響で、９月か

ら６か月間減少傾向がありまして、その減少に関しましては２,０００人ほど減っているというところ

です。今後、３月、４月、転入も増える時期もありますので、その動向を見極めていきたいと思ってお

ります。 

○松澤委員  少しずつでも増えている、コロナ禍でちょっと減少がありますけれども、ますますにぎ

わっていくと思っております。我が町品川の発展は大変うれしい限りであります。 

 昨年からの質問になりますが、全国の自治体でも課題となっています町会・自治会の加入について質

問いたします。 

 町の活力の源の１つは、町会・自治会が元気であるということが欠かせません。昨年の質疑の中で、

町会加入の促進活動で、促進チラシや申込みはがきの配布、ＱＲコードによる電子申請など、大変努力

していただいておりますが、町会・自治会の加入率は、ここ数年で、どのような推移をたどっているの

か教えてください。 

○川島地域活動課長  区では、品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例の施行以来、

様々な町会・自治会活動の活性化支援策を導入してまいりました。転入者を対象にシナモロールのデザ

インの町会・自治会加入申込みはがきを配布しているほか、加入促進のために、町会が配布する物品、

町名名入の手拭いやパンフレット等を購入する際にかかる経費に対する補助金を交付するなど、様々な

支援策を行ってまいりました。 

 過去３年間、町会・自治会加入率の推移ということでございますが、平成３０年度が５９.８６％、

令和元年度が５９.９６％、令和２年度が５８.３４％と、約６０％で推移しているところで、ほぼ横ば

いの状況という認識でございます。 

○松澤委員  加入率は６０％のほぼ横ばいの状態であるとお聞きしました。この数字は、区の支援の

下支えによって何とか横ばいを保っているのではないでしょうか。この町会・自治会加入については、

ネットなどでも取り上げられ、必要、不要と賛否両論の意見が上がっております。２０２０年に内閣府

が行いました社会意識に関する世論調査では、望ましい地域での付き合いの程度を聞いたところ、「住

民全ての間で困ったときに互いに助け合う」と答えた人の割合が３５.９％、「気の合う住民の間で

困ったときに助け合う」が２９.４％で、６割を超える人たちが何らかの形で困ったときに助け合いた
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いというニーズがあることが分かります。 

 これはまた別の若い世代だけをターゲットに、なぜ町内会に入らないのかという大学生が町会・自治

会加入の参加ポスターを作るためにとったアンケートのものですが、「そもそも町会ってなんですか」、

「何をするの」、「魅力が分からない」、「高齢者しかいないんでしょう」という意見が大半を占め驚

きました。本来、町会・自治会は、住民の交流を図ったり、地域の安心・安全の確保など住民ニーズの

受皿になるはずですが、現状では、その役割は十分に認知されているとは言いがたく、このミスマッチ

が町会加入率の低下の一因になっているかと考えられます。多くの人が町内会に加入していた昭和のや

り方を、今の時代や住民のニーズに合わせて変えていくことも必要ではないでしょうか。私も議員とし

て、町会・自治会のメリットをしっかりＰＲしていく広報マンとして頑張っていきたいと考えておりま

す。 

 そこで、変化という部分で、品川区では、若い世代の取り込み、町会・自治会の内容を知ってほしい

と、町会ホームページ作成支援をしていただき早くから対応に感謝しております。この支援による町会

ホームページ作成の進展具合をお聞かせください。 

○川島地域活動課長  町会・自治会ホームページの支援につきましては、明治大学と協定を締結しま

して、大学のサーバー借用を含めましたホームページ作成支援とフォローアップをしてもらっておりま

す。区の支援でホームページを作成した町会が２３町会、そのほか、独自で２１町会がホームページを

立ち上げております。令和３年度は３町会が区の支援でホームページを新設する予定で準備をしており

まして、１つの町会がホームページをリニューアルする予定でございます。 

 ホームページ作成支援の課題としましては、維持管理や更新作業の担い手がいないと更新がされなく

なってしまうことでございます。定期的なメンテナンスや更新がなかなか難しい状況にあるという町

会・自治会が少なくないということで、担い手の確保につきましては非常に難しい課題でございますが、

現在やってございます町会・自治会活動活性化促進調査の結果などもしっかり活用して、新たな支援策

も検討してまいりたいと考えてございます。 

○松澤委員  数字を聞きますと、やっぱりなかなか進んでいないように思います。更新や管理をする

担い手不足は大変大きな課題と認識いたしました。担い手不足が課題となることに対して、これはなか

なか、お話を聞いていますと、やっぱり手を打ちづらいのかなと思います。確かにおっしゃるとおり、

有効な支援策があればどこの自治体も困らないような、これは大変難しい課題と認識しております。 

 さて、区長は、町会・自治会をとても大切にされていまして、この助成金メニュー、ほかの自治体と

比べても、とても豊富に準備していただいております。先ほど言いました条例の施行から毎年支援が充

実していることは大変ありがたいことであります。逆に充実し過ぎて少し分かりづらいという声も多少

あるようですが。 

 そこで区民の皆さんの地域の問題を解決したい、地域の魅力をもっと高めたいという思いを実現する

ための施設整備に対して支援助成を行い、防犯防災、多世代機能、環境など、分野を問わず、コンテス

ト形式にして助成金を採択するやり方をご提案いたします。区民の皆さんが主体となってアイデアを出

し、共感する人を集め、議論して提案をまとめ、見事、審査を通過した後には、地域の方と一緒に汗を

流して整備する。戸越銀座や武蔵小山など商店街を中心としたイベントだけではなく、地域全体から声

を上げてイベントを起こす。それが近隣の町会・自治会の活性化にも寄与するものと考えます。 

 横浜市などでもこのような取組を始めていますが、これは横浜市のＹｏｕＴｕｂｅを見たのですけれ

ども、本当に皆さんすごく楽しそうで、私が見ていても、とてもいい取組だなと、本当に感動しました。



－52－ 

 

そういったような取組も品川区でぜひやっていただきたいと思いますが、ご見解をお聞かせください。 

○川島地域活動課長  ただいまの委員のご指摘の事業と、なかなか全てに似通っているというところ

ではございませんが、類似の事業といたしまして、品川区の取組としましては、町会・自治会トップラ

ンナー事業というものがございます。町会・自治会が実施する事業のうち、先進的かつ魅力的な取組を

トップランナー事業と認定いたしまして、その事業を広く周知しまして、町会・自治会への加入促進に

つなげることを目的としているものでございます。地域振興基金を活用しまして、地域振興基金活用推

進会議の審査を経て採択された事業に補助金が支給されるものでございます。 

 残念ながら採択の実績はまだまだ少なくて、令和元年度が１件、令和２年度は、新型コロナウイルス

感染症の影響で、採択は０件という状況でございます。なかなか町のほうでもイベントが打ちづらい状

況にあるということでございます。引き続きこの制度をしっかり活用していきまして、創意工夫を凝ら

しました町のイベントを実施してもらい、その活動を地域で共有しまして、地域の元気の源になります

町会・自治会活動の活性化をしっかり支援していきたいというふうに考えております。 

○松澤委員  ただいまの答弁では、トップランナー事業補助金という制度がこれに近いとのことでし

た。まだまだ１件と少ない実績数で、もう少しこの支援が拡充すればいいかなと思っております。町

会・自治会の中でも、確かに企画イベントの充実もさることですが、今後はやっぱり協働団体やＮＰＯ

などを含めた地域を構成する団体との協働、これも視野に入れていただいて、やっぱり若い世代が町

会・自治会に興味が持てる取組や、円滑な町会・自治会の世代交代につながるような支援をしていただ

きたいと思っております。 

 人を動かす動機という部分におきまして、何々しなさいとか、何々しなければならないという受け身

の昔のような考え方ではなく、やはり若い世代の何々したいという自発的な考え方を確実に引き出して、

時代の変化を注視し、これからもますます活気あふれる品川区になるよう要望して質問を終わります。 

○渡部委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、１１５ページの特別養護老人ホーム運営費に関わって、特養ホームの増設

について伺います。 

 さきの一般質問で、共産党の特養ホーム申請者の８６％が入れない実態は改善が必要だと考えないの

かとの質問に、区は、在宅生活を支える支援を充実させていきますが、今後、要介護状態の重度化も想

定されることから、施設の整備を総合的に行うと答弁しました。これはどういう意味でしょうか。特養

ホームを増設するということでしょうか。伺います。 

○寺嶋福祉計画課長  第八期の介護保険事業計画におきましても、様々なニーズに対応するよう特養

ホームを含めた施設整備全般を検討していくという意味でございます。 

○のだて委員  特養ホームを含めたということですけれども、今後、重度化が想定されるということ

で、そういった含めた整備も行っていくということですけれども、この重度化が想定されるというのは

どういう意味でしょうか。これまでも重度化してきた人がいたと思うのです。これまでと何が違うのか

伺います。 

○寺嶋福祉計画課長  高齢者の人口のうち、いわゆる７５歳以上の後期高齢者の割合が今増えている

という状況にございます。当然ながら、高齢化に伴って要介護度の状態も重度化していくという傾向が

見受けられます。そういった意味で、今後、重度化が進むという認識を持っているということで申し上

げたところでございます。 

○のだて委員  高齢化が進んで、それで重度化が進んで、それで必要だということなのですけれども、



－53－ 

 

つまりは特養ホームも増設していくということでよろしいのか伺います。 

○寺嶋福祉計画課長  特養ホームを含めた様々なサービスの提供に努めていくということでございま

す。 

○のだて委員  この間、小山台住宅跡地に２９ベット、また、八潮南特養の増築と、特養ホームを増

やす計画が示されておりますけれども、この計画は歓迎しております。さらなる増設計画はあるので

しょうか。ぜひつくっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○寺嶋福祉計画課長  現在予定されているものとしましては、今、委員からありましたとおり、こ

の２か所でございます。また、地域密着型サービスの整備ということも併せて検討しているというとこ

ろでございます。 

○のだて委員  地域密着型も検討しているということで、今、何か所か検討されているところがある

ということでしょうか。 

○寺嶋福祉計画課長  まず、施設の整備にあたりましては、用地の取得、それから事業者の参入と

いった、こういった要素がございます。ですから、こちら側で一方的に数目だけを計画として出しても、

それがなかなか実現するというのは、これは大変難しい要素も兼ね備えているところでございます。そ

ういった意味で、予算としましては、地域密着型サービスの事業者の参入があった場合の助成金といっ

たものも毎年計上させていただいておりまして、年度によって、それが実現する年、しない年というも

のがあるわけでございます。 

 そういった意味では、来年度、これは歳出のほうになりますけれども、特養ホームの基本計画という

ことで２か所、先ほど申し上げました八潮南、それから小山台の計画を進めていくという、今こういう

方向性になっているところでございます。 

○のだて委員  地域密着型については、まだ具体的にはなっていないということだと思います。 

 そして、今回、八潮南特養の増築が示されたわけですけれども、なぜ増築することになったのか、理

由を伺います。 

○寺嶋福祉計画課長  特に大規模な特養ホームの整備につきましては、まず何といっても用地の確保

が一番の重要なポイントとなってくるところでございます。この間も様々、地域密着型、いわゆる特養

も含めた地域密着型サービスの進捗も含めまして、特養ホームの整備についても、この間、検討はして

きたところでございますけれども、ご案内のとおり、平成２８年５月に平塚橋、それから平成２９年６

月に上大崎ということで、一定程度の公有地の取得が可能になった場合には、大きな特養も整備するこ

とができたという、こういった実績がございますけれども、なかなか、その後、まとまった土地の取得

ができるという状況になかった中で、今実際にあるところの資源も含めて庁内で検討を進めてきたとこ

ろ、１つ候補として考えられたのが八潮南の特養ホーム、こちらにつきましては、実は学校のグラウン

ドの部分が今あるのですけれども、実際に全体の敷地の中で、いわゆる使われていないデッドスペース

といいましょうか、活用されていないスペースがございまして、そこら辺をうまく組み合わせたときに、

一定程度敷地内に増設をした上で、現在の機能も損なわないように整備が可能なのではないかという案

が庁内で浮上しました。こちらをもとに検討を進めたところ、八潮南特養で一定程度増設が可能だとい

うところで、今、方向性が見えてきましたので、来年度基本計画ということで予算案に計上させていた

だいたと、こういう流れでございます。 

○のだて委員  様々検討はしていただいた中で八潮南が上がってきたということですので、やはりそ

ういった計画を進めていっていただきたいと思うのですけれども、区はこれまで地域密着型を中心に整
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備すると説明してきましたが、今回、八潮南特養ホームを増築し、この間の説明ですと、校庭を使って

増築するということですので、結構大きなものになると、先ほども大規模だということで言われており

ました。３０ベッド以上に増えると思っています。地域密着型は２９ベッド以下ですけれども、これま

での方針を変えたということでしょうか。伺います。 

○寺嶋福祉計画課長  これまでの方針に関しては全く変えておりません。特養ホームにつきましては、

先ほど申し上げたとおり、用地の取得が一番困難で、これは計画をしてもすぐに実現できるといったも

のではなく、それからもう１つ、地域密着型サービスというのは、平成１８年度から国のほうで示され

た制度でございまして、これは、各区市町村、いわゆる保険者が指定権を持って指導権を持っていると

いったもので、区の施策に合わせて整備をしていくということが非常にやりやすいということ。それか

ら、一定程度、比較的小さめな用地でも整備は可能だという、こういったメリットがありまして、それ

から様々なニーズに応えられるといったことも含めて、地域密着型サービスの整備を力を入れて進めて

きたところですけれども、特養ホームにつきましては、先ほど申し上げたとおり、適地が見つかった際

には、この間も整備をしてきたというところで、今回も改めて先ほど申し上げたとおりの考え方が１つ

浮上したということで、増築という計画を打ち出そうというところになったことで、全く方向性として

は今までと変わったものではございません。 

○のだて委員  方針としては変わっていないということですけれども、やはりさらなる増設を進めて

いくということが必要だと思うのです。濱野区長は、区長選挙で、特養ホームと老健施設をつくったこ

とを成果として宣伝していましたけれども、増やした分を入れても、品川区は特養ホームと老健施設の

合計整備率は２３区で最低でした。こうした中でやはり増設をしていくということが、区の福祉環境を

向上させていくということで重要だと思います。 

 昨年２月の申請で４７１人が申込みをして、介護度５の人も、１００歳以上の人も入れない

と、８６％の方が入れないという状況を、さきの一般質問でも示させていただきました。まず、今年

の２月と、昨年８月の申込み数を伺います。 

○宮尾高齢者福祉課長  私からは、特別養護老人ホーム入所申請の数についてお答えをいたします。 

 昨年８月にお申込みをいただいた申込者の数ですが４４５人、その半年前の２月の時点でお申込みい

ただいた方が４７９人とそれぞれなっております。 

○のだて委員  今年２月の申請の申込数が分かりましたら、あとでご答弁いただければと思います。 

 申込数が約５００人前後というところで、こうした状況が長く続いていると区も説明をしております。

こうした新しい特養ができても状況は変わっていないということになっています。区は、申請者が大き

く変化していないことをどのように捉えるかが大変難しいと説明していますが、申請者が変わらないと

いうのはなぜかと考えると、特養の待機者が５００人前後いらっしゃるもとで申請を諦める潜在的待機

者がたくさんいて、月日が経つにつれて在宅介護ができなくなるなどで新たな申請者があふれている、

こういった状況だと思います。まだまだ特養ホームの増設が必要だと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

 また、方針は変わらないということでしたけれども、都のほうでも計画をつくって、やはり待機者が

たくさんいらっしゃるという状況のもとで、３０人以上の大規模な特養についても補助金を出すという

ことでやっております。やはりそうした大規模な特養を増設していくということが、待機者が入れるよ

うにしていくためには必要なのではないかというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○寺嶋福祉計画課長  繰り返しの答弁になりますけれども、今現在、高齢者の人口がまだ増え続けて
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いる時期にあるということでは、一定程度の施設整備が必要だと考えております。その際の施設整備と

いうのは、大型の特養に限ったことではなく地域密着型も含めた施設整備です。 

○宮尾高齢者福祉課長  今年２月末でお申込みをいただいた方の数でございますが、速報値でありま

すので、若干人数が変更する可能性はございますが、２月末時点で４１３人の方から申請をいただいて

おります。 

○のだて委員  直近でもやはり４１３人ということで、申請者が依然多い状況だということになって

おります。申請をしても入れないという方が待っていらっしゃるというわけですから、ぜひ増設を進め

ていっていただきたいというふうに思うのですけれども、区は、この待機者を正しく定義すること、数

を正確に把握することは大変困難ということも説明しておりますが、やはり潜在的な待機者もいるわけ

ですから、申請者全員が入れる増設をすることが必要だと思います。申請者は入所が必要な方だという

ふうに考えていらっしゃらないのか伺います。 

○宮尾高齢者福祉課長  申請をいただいた方には様々な状況の方がいらっしゃいます。その方一人一

人に対して、私どもはしっかりと丁寧に説明をさせていただいて、いろいろなご提案をさせていただい

ております。中には、詳しくご説明をされると、いろいろな選択肢があるということを、そこで改めて

お知りになる方もいらっしゃいます。もちろん全ての方に対して我々真摯に受け止めて対応させていた

だいております。 

 残念ながら入所がかなわない方も出てしまっておりますが、そこで決して終わりということではなく、

我々のサポート、支援というのは、そこからもずっと続いていくものと考えているところでございます。 

○のだて委員  先ほども言いましたけれども、８６％の方が入れないという状況なわけです。そうし

た中で、やはり入れるように増設をしていくということが必要だと思います。区も、再度入所申請して

いる方が４割と説明をしています。こうした方々がずっと申し込み続けているわけです。その方々が入

れないということで、区の認識でもこういった方々は本当に必要な方だというふうに思うのですが、認

識を伺います。 

○宮尾高齢者福祉課長  私どもは、これまでずっと可能な限り住み慣れた自宅での生活をしていただ

く、これを大きな課題として捉えております。ですので、必ずしも施設にお入りになることだけが、そ

の方にとって本当に幸せなことなのかということも含めて、そういったことも含めてトータルにいろい

ろなところで相談に乗らせていただいております。ですので、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれ

ども、施設入所がかなわなかった、そこで決して我々の支援、サポートが終わるわけではなく、そこか

らどうやって次につなげていくかというところも、ふだん非常に大切にして業務に当たっているところ

でございます。 

○のだて委員  入れない方が数百人単位でいるわけですから、土地がないというのであれば、民間に

土地を募集などもして増設する計画をつくっていただきたいと思います。 

○渡部委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは、１４７ページ、歩道橋維持費収入、５６ページ、交通安全対策特別交付金、

時間があれば、７１ページ、障害児者総合支援施設使用料で質問させていただきます。 

 まず、歩道橋維持費収入で関連をしまして、南品川青物横丁交差点と、京浜急行北品川駅前の２つの

歩道橋について伺います。 

 国道１５号と都道池上通りが交差をする青物横丁交差点には、３方向に横断ができる歩道橋が設置さ

れております。しかし、幅が狭く急傾斜のため、高齢者の方、障害者、ベビーカーの利用等に困難があ
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り、やむなく広い第一京浜の自転車専用通行帯を横断する歩行者がいらっしゃる。これは私も何度も見

ております。というところで、これはエレベーターの設置、もしくは横断歩道の設置の実現は、議会の

方はご存じだと思うのですけれども、２０年近く前からの地元要望であり、区から国へ要望を上げてい

ただくように、私も委員会での質問や直接国へも、これは陰にも陽にも何度も取り上げてきた悲願の一

つです。もちろん私だけではなくて、地元町会、複数の町会からの要望でもありますし、区のほうにも

何度も申入れをして、国のほうにも申入れをしているということなのですけれども、品川区としてどの

ように考えているのか、改めてお聞かせください。 

○鈴木都市計画課長  青物横丁の歩道橋につきましてのご質問でございますが、こちらの歩道橋につ

きましては、昭和４０年代当初に完成しまして、もう築５０年が経過しているものでございます。今ご

紹介いただきましたように、やはり広幅員の国道を渡るということで、それを通行する方もいると、バ

リアフリー対応のエレベーターもついていないというところで、地域から、以前より強い要望をいただ

いているところでございまして、区としましては、これまでも継続して様々な機会を捉え、私が都市計

画課長に就任してからも、２０１８年には直接国道事務所のほうに行きまして、地域の現状と要望を伝

えてまいりました。区としましては、実現に向けてこれまでも働きかけをしているところでございます。 

○あくつ委員  それはよくよく存じ上げておりますし、本当に動いていただいているとは思うのです

けれども、国が道路管理者で、なかなか思うように動いていただけないという現状があります。 

 そこで国会議員にお願いをしまして、先週の金曜日、２月２６日の国会の予算委員会で、地元の要望

として質問で取り上げていただきました。衆議院の予算委員会で質問に立ったのは公明党の高木美智代

衆議院議員で、答弁には、我が国の道路行政のトップの国土交通省の道路局長が答弁に立ちました。事

前に秘書にもいろいろ状況をお伝えして、資料提供等もさせていただきましたが、その答弁の概要は、

国道１５号は１日６万台の交通量がある交通の大動脈であり、横断歩道の設置には、交通の円滑化や歩

行者の安全確保の課題がある。また、想定される規模のエレベーターの設置には歩道を切り回すための

用地が必要であるとしたものの、国として地元からの長年の要望であるとの認識があるということ。ま

た、歩道橋は青物横丁駅や商店街に近接していることから、１日当たりの利用者数が約９,０００人と

非常に多いことから、バリアフリー化については必要性が高いと認識している。そこで今後は、国、東

京都、警察、学校関係者など関係機関にも意見を聞いて対応方針を検討していくと前向きなご答弁をい

ただきました。 

 この質疑の模様は衆議院のインターネット中継アーカイブでどこからでも見られますけれども、所管

課長である都市計画課長もご覧になったと思うのですが、国交省道路局長の答弁をお聞きになっての感

触、いかがでしょうか。 

○鈴木都市計画課長  ご紹介いただきました国の予算委員会でのやり取りにつきましては、私も確認

し、承知してございます。区の受け止めでございますが、やはりこれまでも国から説明のあった、歩道

が狭いですとか、様々な課題についての発言がありましたが、非常に前向きな発言を道路のトップの局

長が国会の場で発言していただいたと、前向きな答弁として、第一歩ということで、前向きに強く受け

止めているところでございます。 

○あくつ委員  この答弁に対して高木代議士からは、エレベーター設置の技術も進歩していて、以前

はエレベーターの設置が不可能と言われていたほかのＪＲ浅草橋駅というところでも、ご自身が携わっ

て設置が実現されたという実現事例なども挙げながら、用地取得なども含めて努力をするようにという

ことで重ねて要望していただきました。今までもご努力をしてきていただいたのですけれども、答弁に
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あったように、国、東京都、警察、学校関係者、エレベーター設置の実現に速やかな協議をしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 時間の関係で、北品川駅の前の歩道橋について、これも国道１５号です。第一京浜ですけれども、こ

れは国会で質問していただくことはできなかったのですが、こちらも長年の地元要望です。コロナ禍の

前、私も朝、街頭演説で立っていると、電車が停車をするたびに物すごい数の生徒たちが改札から出て

こられて、大混雑で押し合いへし合いしながら歩道橋を上って品川女子学院に通っておられる。第三北

品川病院に通院する方も、やはり高齢者、中には病人の方もいらっしゃいますけれども、ベビーカー、

自転車等の方は当然それを上らなければいけない。あそこの辺りは信号がないものですから、結構遠回

りしなければいけない。この歩道橋に関しての区のお考えと、国への要望状況、また課題等があれば、

お聞かせください。 

○鈴木都市計画課長  北品川歩道橋につきましても、青物横丁歩道橋と同様、昭和４０年代当初、

築５０年以上が経過している歩道橋だということで、地域からは、老朽化に伴う建て替え、それから、

やはり駅前にあって横断するための一番身近な横断施設ということで、その地域からの要望についても

非常に多いところで、青物横丁歩道橋と同様に、区としましては、これまでも強い働きかけを国にして

まいった次第でございます。 

○あくつ委員  両歩道橋に関しましては、国への働きかけと要望を一層強めていただければと思いま

す。 

 続きまして、交通安全対策特別交付金、関連をいたしまして自転車活用推進計画についての策定の進

捗状況を確認させていただきます。 

 １年半前になりますけれども、２０１９年９月の一般質問で、自転車活用推進法が国で制定されるな

ど、自転車の利用に関する環境が変化をしてきたということに合わせて、品川区も独自の自転車活用推

進計画を策定してはどうかという質問をさせていただきましたら、区長からは次のようなご答弁があり

ました。 

 自転車の活用について地域公共交通としての位置づけや環境負荷の軽減、観光振興等の視点から、区

の自転車活用推進計画の策定について検討していく。 

 その後、様々な議員からも同じことで、この件については、請願・陳情の審査等にあたっても質問が

ありました。その中での私の理解では、令和２年度中には東京都の計画の改定が進んでいる。国も今、

改定をしているのですけれども、いよいよ令和３年度から新たな計画がスタートするので、品川区では

令和３年度から計画策定に着手をされるというように私は理解をしていました。 

 そこで、品川区はそういう上位計画の動向を見据えながら策定されるということだったのですけれど

も、東京都等の自転車活用推進計画の改定状況をつかんでいれば教えてください。 

 また、品川区の当初予算で、今日は歳入（の審査）ですけれども、土木費の都市計画費辺りには、策

定経費が計上されていないのですけれども、それはどこかに溶け込んでいるのか、どこに含まれるのか

教えてください。 

○鈴木都市計画課長  自転車活用推進計画の東京都の策定状況でございますが、１月に東京都におい

て検討会が開かれて、現在、３月中旬頃までパブリックコメントが実施されている状況でございます。

東京都に確認しましたところ、４月か５月ぐらいには公表・策定の予定だというところでございます。

国のほうは多少当初の計画から遅れているところもございますが、来年度早々に公表していきたいとい

うところで伺っているところでございます。 
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 それを踏まえての区の状況でございますが、年が明けて、両計画とも、骨子案あるいはパブリックコ

メントが提示されてございます。そうした中で、これまでもご答弁申し上げたところでございますが、

この両計画の中身を、区としてはしっかり確認をして、区の認識としましては、やはり自転車活用推進

計画、様々な面で計画の策定の必要性については強く思っているところでございます。来年度の予算に

あたっては、単独で策定に向けた予算を計上させていただいているということは今現在ございません。

この計画の中身をしっかり確認をして、一方では都市計画のマスタープランの改定も行います現計画は

どちらかというと自転車について明示しているところはございませんが、マスタープランの改定検討は、

やはりハード的なところで、自転車のネットワーク的なところの基本的なところは、マスタープランの

ほうでもしっかり考えていきたいというところもございますので、国、東京都、両計画の中身をしっか

り把握して、再来年度以降の予算要求の方向性についてしっかり検討していきたいというところでござ

います。 

○あくつ委員  率直に言うと、来年度予算に計上されなかったのは少しがっかりしたというところは

ありますけれども、今ご答弁あったように、計画ありきではないので。１年半前にこの話をしたときに

一番大事だなと思っていたのは、品川区においては、いわゆる違法駐輪のことでしか自転車というもの

の位置づけがなかったので、これから今いろいろな環境が変わってくる中で、新しい活用の位置づけを

ぜひお願いしたいので計画をというお話だったので、それはしっかりと検討していただきたいと思いま

す。 

 今、新たに整備推進計画も一緒に東京都なども案を出していますけれども、その中には品川区という

のは２か所ぐらい含まれています。観光の施策の上で大井、これは都内で１２か所しか指定されていな

いのですけれども、なぜか品川区では大井が指定をされている。また、８か所だったか、広域のネット

ワークというところで、品川から大田というところのネットワークも、都内の中で有数の場所として指

定をされていて、優先的に整備をするというような内容になっていますので、これらもしっかりと、こ

れから来年度すぐに恐らく発表になると思いますので、そこはよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、障害児者総合支援施設に関連しまして、指定管理者の選定について伺いたいと思います。 

 今回、指定管理候補者が議案に付されまして、先日の厚生委員会で審査されました。審査の過程でも

詳しく申し上げましたけれども、利用者満足度が非常に高かった現指定管理者が選考過程の中で引き続

き候補者に選定されなかったことに関しては率直に残念に思っています。総括質疑でも取り上げたいの

で、厚生委員会での質疑の繰り返しになるのですけれども確認をさせてください。 

 まず、選考会の冒頭で、現指定管理者からはどのような発言があったのか。また、年末年始にかけて

現指定管理者に関する様々な報道がありました。そのことは、確認が、いわゆる外部委員の方、また委

員の方からはあったのか。また、それが審査に影響をしたのかどうか、そのことについて教えてくださ

い。 

○築山障害者施策推進担当課長  審査会での冒頭の発言でございます。応募団体からは、私たちは考

え方を変えてまで区の意向に沿った提案を行うことは本意ではないと考えている。区の考える指定管理

施設や運営の在り方や障害福祉事業とは異なっている部分も多々出てくるかもしれないが、そのことも

含め審査をしてほしいという表明がされまして、そのことが応募団体の大事なスタンスとして説明がご

ざいました。 

 次に、報道されている件でございますが、こちらにつきましては、審査委員から確認をさせていただ

きました。また、確認につきましては、報道されている内容ではなくて、共同事業体の中で訴えている、
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訴えられているという関係性の中で、今後、共同事業体がスムーズな連携がとれるのか、審査会、選定

委員会で懸念の声が上がったというところで、一体的な管理運営は難しいのではないかといったような

ご意見が出たというところでございます。 

○あくつ委員  今回の議案審査にあたっては、私どもも現指定管理者、複数ありますが、その複数か

ら、また、今回候補者になっております福栄会からも会派としてしっかりお話を伺いました。今後の考

え方というか、意向も伺った上で、冒頭申し上げた、いわゆる継続を求めたいというお声が非常に利用

者の中に多かったというところと、ただ、今回の議案の賛否が必ずしもリンクをしないというところで

私どもも検討させていただいています。 

 そして最後、今回、品川区における指定管理者制度の課題が、今回は、かなり浮き彫りになりました

ので、指定管理者制度については、明後日の総務費で伺いたいと思います。 

○渡部委員長  次に、あべ委員。 

○あべ委員  私からは、７５ページの自転車駐車場、それから７７ページの情報公開手数料、９１

ページ、個人番号カード交付事業、９３ページの生活困窮者支援、時間があれば、１４９ページの諸収

入、特別区競馬組合配分金についても少し触れたいと思います。 

 まず、駐輪場ですけれども、大森駅水神口の地下駐輪場の利用率は現行でどの程度になっているで

しょうか。 

 それから、情報公開手数料、この１,０００件の内訳を教えてください。どのような積算でこの金額

になっているでしょうか。 

 それから、個人番号カード、マイナンバーカード交付率が２０％を超えているということですけれど

も、先日のご答弁で、１日２００人程度という処理数であるということ。これが週末まで毎日発行して

も、割り返すと、丸々２年以上かかってしまうのではないかと思うのですけれども、こういう体制でい

いのかどうかということをまずお伺いします。よろしくお願いします。 

○川口交通安全担当課長  大森駅水神口の自転車駐車場についてのお尋ねでございます。それぞれの

場所別でご案内をさせていただきます。 

 本年の２月末現在での平均の利用率でございますけれども、こちらにつきましては、まず日立大森ビ

ル前のところ、こちらにつきましては１１９.９％、また、大森駅の駅前住宅、これの南側、こちらに

つきましては５３.８％、また、大井水神公園の地上の当日利用スペースでございます。こちらにつき

ましては９７.５％、また、公園内にあります機械式の地下の駐車場、こちらにつきましては４４.７％

となっております。 

○大澤広報広聴課長  情報公開手数料の内訳でございますけれども、閲覧にかかる手数料の３００円

掛ける１,０００件と、あとコピー代として、１０円掛ける２万４００枚ということで、大体

月１,７００件の計算で出しております。 

○木村戸籍住民課長  個人番号カードのお問合せでございます。現状では、ご案内したとおりでござ

いますけれども、４月以降、職員の増員、それから、いわゆる発行する体制を強化すること。それから、

予約の枠、発行の枠を拡大する。それから、出先施設での取扱いを始めるというところで、スピード感

を持って対応してまいりたいというふうに思っております。 

○あべ委員  ありがとうございました。 

 大森駅駐輪場と一口で言っても、かなり利用率の差があると感じております。その中で、やはり地下

駐輪場は非常に規模が大きいところですけれども、これがまだ利用率が４０％台ということで一番低く
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なっている。この地下駐輪場ができた経緯から考えても、この住宅前の駐輪場、こちらについては撤去

の方向で考えたほうがいいのではないかと思いますけれども、その見通しを教えてください。 

 それから、情報公開手数料です。これ、もう既に多くの自治体が閲覧自体は無料となっております。

都道府県は全て無料になりましたし、都内の自治体でも中央区が閲覧無料にしましたから、区内では品

川区だけ、市部でも昭島市だけになっていますけれども、コピーは品川区よりずっと安いのです。なの

で、品川区のこの３００円が物すごい突出した状況になっているかと思うのですけれども、本来、品川

区の持つ行政の情報は区民のものです。ある意味、閲覧でお金を取るというのは、ホームページを見た

ら課金されてしまうのと同じような状況なのです。これはやはり今の時代に合わないと思うので、見直

しをされるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 個人番号カードのほうです。体制強化してということで、私もマイナンバー自体、非常に使いにくく

て伸びないのはよく分かるのですけれども、とはいえ、昨年末にはデジタルトランスフォーメーション

計画が閣議決定しました。三層分離の見直しなども進んでいるということで、これからまたマイナン

バーがどうなるか分からないのですけれども、とにかくこれも進めないわけにはいかないことだと思っ

ておりますので、こちらはよろしくお願いいたします。ご答弁をお願いします。 

○川口交通安全担当課長  大森駅の駅前住宅の駐車場の関係でございます。こちらにつきまして、こ

のたび、北側部分につきましては集約化ということで一部撤去をいたしました。また、現在南側と日立

大森ビル前ですけれども、先ほどご説明したとおり、まだ利用率が高い状況でございます。そして大森

駅の水神口の地下機械式駐車場ですけれども、委員ご存じのように、あちらのほうは定期利用という設

備となっております。ですので、現在、利用率の非常に高い部分は当日利用となっておりますので、今

後、利用状況等も見ながら検討してまいりたいというふうに考えております。 

○大澤広報広聴課長  情報公開の閲覧の手数料につきましては、都区の状況は把握しているところで

す。また、現在、国のほうはまだ同じように閲覧の手数料を取っているというふうに認識しております。

一部の方への労力の提供ということでは受益者負担という考え方で、今のところ、閲覧の手数料はいた

だくということで実施してまいりたいというふうに考えております。 

○あべ委員  駐輪場は、地下が使いにくい、使われにくいから余計に上の利用率が上がるという面も

あると思いますので、バランスも含めて考えていただければと思います。 

 情報公開の考え方は、それはもう古いです。区全体で考え直していただいたほうがいいのではないか

と思います。なぜほかの区がそのような形にしているのか、情報公開というのは民主主義のスタートラ

インですので、ぜひ前向きにご検討をいただければと思います。 

 生活困窮者支援ですけれども、本年度、セカンドハーベスト・ジャパンと連携した食材提供の事業と

いうのがあったと思うのですけれども、どこにもご案内も出てこなくて予算も出てこくなて、どうなっ

ているのかなと。実績を教えていただきたいのと、令和３年度、どうなっているか教えてください。 

○櫻木生活福祉課長  ご質問のものが暮らし・しごと応援センターで配布しております食料のご支援

の件でございますが、実績としましては、今年度につきましては９件の実績がございます。９件で、お

おむね３か月程度ご利用いただいているという状況でございます。来年度につきましても同じような形

で継続したいと思っております。 

○あべ委員  この事業、一応制度設計の段階では年間５０件で、少ないところから少しずつというこ

とだったと思うのですけれども、９件というのは、これ、知っている方はほとんどいないと思います。

議員の間でもこの事業でぴんとくる方ほとんどいないのではないか。チラシも見たことないです。必要
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な方は大勢いらっしゃると思いますし、予算もかけているわけですし、ある程度質の高い食材を提供し

ているということから、こういうものがあるから相談に来てねというためにできた事業だったと思いま

すので、たまたま来た人にご案内をするのではなくて、これを契機にご案内できるように、ぜひ運用方

よろしくお願いしたいと思いますが、一言よろしくお願いします。 

○櫻木生活福祉課長  基本的に制度としては、様々な制度を含め周知をしていくことは大事なことだ

と思っております。あとは、この事業の性質自体が、ある程度お話を伺った上で必要な方にご紹介する

ということもありますので、その辺りを見ながら適切な周知は考えていきたいと思っております。 

○あべ委員  繰り返しになりますけれども、なかなかご相談に来られない方に、こういうものもある

から、ぜひ区に相談に来てねというのが、より効果的な使い方だと思いますのでご検討ください。 

 時間がなくなってしまいましたけれども、冒頭だけ触れます。特別区競馬組合の配分金、特別区競馬

組合は２３区でつくる一部事務組合です。人事・厚生事務組合や清掃一部事務組合に比べても、公開情

報が非常に少なくて、どのような組織であって、どういう人が、どのように運営しているのか、予算、

決算、組織など、ほとんど分からない状態であると思います。まず、自治体が運営して、品川区もその

利益の一部を受け取っている以上、十分な情報公開をすべきだと思っております。これを構成する一自

治体品川区として、今後どのように情報公開を進めていくのか。併せて、そこで働いている多くの方々

の生活環境というのは誰が関心を持つのか。ぜひ品川区としても取り扱っていただきたいと思います。 

○渡部委員長  会議の運営上、暫時休憩します。 

○午後３時３０分休憩 

 

○午後３時４５分再開 

○渡部委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。鈴木真澄委員。 

○鈴木（真）委員  ５０ページ、第１款特別区税、それから５３ページ、第２款の地方譲与税の中の

森林環境譲与税、これは児童相談所の新築分に絡んでです。それから第１３款で国庫支出金、民生費補

助金の、９３ページ、母子・父子家庭自立支援給付金事業補助金。その中から質問をさせていただきま

す。 

 まず、児童相談所の新築についての関係です。 

 平成３１年３月に「（仮称）品川区立児童相談所設置基本方針」が策定されまして、その中で基本理

念「子どもの笑顔をみんなでつなぐまち・しながわ」を目指し準備を進めていらっしゃいます。 

 その中で、現在、児童虐待の未然防止ですとか、早期発見をはじめ、区内の全ての子どもの健やかな

健康、健やかな育ちを守ってもらうことを期待しておりますが、コロナ感染症の問題で児童虐待が増え

ているという報道が大分出ていますが、品川区における実態等、確認をさせてください。 

 それから、母子福祉関係です。母子・父子自立支援については、ひとり親世帯臨時特別給付金が支給

されまして、ひとり親家庭福祉協議会の会員の皆さんからも非常に喜ばれる声も大分聞いております。

その中で、これもコロナの影響を受けたことから大分支給も増えたと思うのですが、その支給の金額の

実態等、世帯数とかを確認させてください。 

○崎村子ども家庭支援センター長  虐待相談におけるコロナの影響というご質問でございます。報道

等でコロナによる児童虐待が増えているというニュースもございます。今年度、１月末現在ですけれど

も、虐待相談の件数、子ども家庭支援センターでは、今、５２０件取り扱っているところです。これ、



－62－ 

 

令和元年度が５１０件でございましたので、２か月を残して前年度を上回る件数を、今、受理、対応し

ているところでございます。 

 一方で、コロナにより増えているかといったところなのですけれども、近年の児童虐待の死亡事例等

の件もありまして、社会的関心が大分高まっていて区民や関係機関からの通告が増えている状況がござ

います。 

 また、令和元年１０月から都の児童相談所と区市町村の基本ルールが変更になりまして、児童相談所

から区のほうに虐待事案が送致されるといったこともございまして、平成３０年度から令和元年度にか

けましてが大体２００件ぐらい増えている状況でございます。今年度が、今、約１００件ほど増えてい

る状況ですので、一概にコロナにより増えているとは言えないかとは思っているのですけれども、一方

で、コロナによって生活への不安ですとか、在宅が続くことでのストレスなどで家庭環境が大きく変化

したことによって、子どもを怒鳴ってしまったですとか、子どもの目の前で夫婦げんかをしてしまった

というようなご相談を受けているところでございます。 

○三ッ橋子育て応援課長  ひとり親世帯臨時特別給付金に関しましては、２月末日の支給済み額でご

ざいますが、基本給付は１,８４４世帯、追加給付は８４０世帯、再支給分は１,８４１世帯、合

計４,５２５件で２億６,９００万円となっております。こちら、申請の締切りが２月２６日となってお

りまして、まだ最終確認をして審査をしている部分がございますので、最終的にはもう少し件数が上が

ると思われます。 

○鈴木（真）委員  虐待の件数はストレスとか、コロナの影響はあると思うのですけれども、１件で

も少なくなっていただきたいという、相談の中で早くクリアしてもらいたいなという希望がありますの

で、その辺、これからも十分対応をお願いしたいと思います。 

 新築する児童相談所の関係ですけれども、一時保護所も併設になってきますが、これが品川の保護所

で品川の子どもを全て保護するのかどうか。以前も質問したと思うのですが、その辺が非常に気になっ

ています。事件の状況とか、子どもの内容によって、やはりばらばらにしなければいけない。その辺の

ところで、今、先行して３区がもう実施されておりますが、そこも一時保護所が対応していると思うの

ですけれども、現状どのような対応をしているか、その辺についても教えてください。 

 それから、ひとり親の今の手当の関係ですけれども、総額でお話しいただいたのですけれども、１世

帯当たりの金額をもう１回確認させてください。お願いします。 

○加島児童相談所移管担当課長  一時保護についてですが、原則は自らの一時保護所で対応いたしま

す。ただ、保護者の居住地と離れた地域で子どもを保護する必要がある場合などについては、要件を定

めて、東京都、または特別区間で一時保護所の相互利用を可能とする協定を締結しております。設置区

では、この協定に基づき、自区の子どもを他自治体の一時保護所に受入れをお願いし、また、他自治体

の子どもを自区の一時保護所で受け入れていると聞いております。 

○三ッ橋子育て応援課長  支給金額でございますが、基本給付は１世帯当たり５万円、第二子以降

は１人当たり３万円。追加給付でございますが、１世帯当たり５万円でございます。再支給分は、基本

給付と同様で、１世帯当たり５万円、第二子以降、１人当たり３万円となっております。 

○鈴木（真）委員  一時保護所が相互利用というお話を今いただいたのですけれども、例えばその連

携についての費用的なものというのはどのような。例えば品川のお子さんが別の場所に行ったときには、

その分の負担とか。あと、問題は責任体制、責任問題です。例えば、品川でほかの区のお子さんをお預

かりしたときに、その対応は非常に難しいものもあると思うのですが、そこら辺についてはどのように
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考えていらっしゃるのか。 

 それから、相互利用するための組織的なもの、新たな組織をつくるということは私は非常におかしい

と思いますので、どういう体制をもって相談をやっていくのか、その点について教えてください。 

 それから、母子・父子の関係ですけれども、坂井市との連携でお米をたしかプレゼントしたことが

あったと思うのですけれども、今後の見通しと、坂井市だけなのか、新たな形を考えていくのか、ぜひ

続けていってもらいたいのですが、その辺のお答えをいただければと思います。 

○加島児童相談所移管担当課長  まず最初に、一時保護所の相互利用に関する費用の関係ですけれど

も、品川区が児童相談所を設置し、品川区の子どもを他区の一時保護所にお願いした場合、子どもにか

かる費用は品川区が負担することになります。 

 それから、他区の一時保護所で品川区の子どもが仮に事故、けが等があった場合の責任問題といいま

すか、責任の所在についてですけれども、こちらにつきましては、依頼元、依頼先併せまして相互に協

力して調査した上で対応していくようなことも協定の中に定められております。 

 最後に、こちら、入所の仕組みについてですけれども、現在、東京都が一時保護所の入所状況を集約

いたしまして、先行区含め、入所状況の周知、配付に努めているところです。 

○三ッ橋子育て応援課長  坂井市とのお米の協力でございます。こちらはガバメントクラウドファン

ディングによって、坂井市がふるさと納税による「きふと」というものを実施しておりまして、坂井市

にふるさと納税すると、品川区のひとり親世帯にお米が届くという制度でございました。こちら、その

頃、かなりお米が少なくて、品川区としても本当にありがたいと思っておりました。今年度につきまし

ては、なかなかお米については対応できないのですけれども、来年度、品川ロータリークラブがお米の

寄附をしてくださる予定になっております。 

○鈴木（真）委員  一時保護所の関係は、何しろ事故が起きないのが一番気になるので、その辺は十

分な対応、まだ先ですけれども、出来上がった際には、ぜひその辺のところは十分注意していただきた

いということを先にお願いしておきます。 

 それから、改築工事が間もなくスタートすることになっていますが、建築費、一時保護所は国から２

分の１の補助があるということが、いろいろな条件の中で出てきていました。ところが、令和３年度の

予算の中には、その補助金は直接計上されていないと思うのです。その辺がどういうふうになっている

のか教えてください。 

 それから、建築費総額が約３０億円ですけれども、基本方針の中には、財源として３種類の国庫補助

金、その辺も出ていたのですけれども、あとこれからどのような補助金が対象になってくるのか、その

辺も確認させてください。 

 それからもう１つ、養育費のほうの関係ですけれども、子ども、母子・父子の中で養育費が新しく今

度制度が始まってきますけれども、その中で、その相談する方の中の家庭相談員の方を使って、いろい

ろこれから申請もしていくと思うのですが、家庭相談員の役割的なもの、ちょっと聞いている話ですと、

かなりいろいろご相談していただいている、内容もよく理解していただいて、相談していただいている

ようですが、その辺の役割と今後の活用について教えてください。 

○加島児童相談所移管担当課長  一時保護所の整備に係るハードの補助金についてですが、こちらは

施設設備のスケジュール等調整の関係から、補正および当初予算の編成中に国との協議が整わず、予算

書への記載に間に合わせることができませんでした。ですが、一時保護所、こちらは最大で約２

億４,０００万円、点数に基づき交付を見込んでおりまして、工事期間の３か年にわたってこれを収入
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する計画です。 

 それから、国庫補助金のその他のものの関係についてですけれども、こちらは施設に入所した子ども

にかかるお金に充てるような国の補助としてございます。また、児童相談所のほうで弁護士の配置です

とか、そういったものに対する国庫補助のメニューなども今後活用として想定されるところです。 

○三ッ橋子育て応援課長  養育費の支援における家庭相談員の役割でございます。こちら家庭相談員

につきましては、令和２年度から採用した家庭相談員に関しましては、家庭裁判所の調査官をちょうど

定年退職して、４月１日からこちらに会計年度任用職員として対応しております。 

 こちらは本当に知識や経験が豊富で、離婚の前後の相談、また、親権者の相談、様々、かなり丁寧で、

リピーターの方も多いです。 

○鈴木（真）委員  相談員の方、これからもまだ、あまり多くなることは望まないのですけれども、

その中でご相談があったときには、いろいろな対応をよろしくお願いします。 

 児童相談所のほうは、いろいろ資金的なものもあると思うのですが、ぜひいいものが出来上がること

を期待しております。 

 最後に、特別区税に関して確認だけ。先ほど来、お話が出ている中で、当然減収になっている。理由

も人口減とか所得減というのは十分分かっておりますが、今度、長期基本計画との関係でもう１回改め

て見てみたのですけれども、そこでも大分長期基本計画と比べると数字も変わっている状況になってい

ます。その長期基本計画の委員長でした青山先生のお話の中にも出ていたのですけれども、総合実施計

画というのも出ておりました。ただ、それが今後どういうふうに。この状況ですから非常に難しい状況

と、それから区の財政全体を今後どう見るかも考えていく中で、考え方だけ確認させてください。 

○佐藤企画調整課長  実施計画の作成の見込みでございます。現在、委員ご紹介のとおり、新型コロ

ナウイルス感染症の影響から、適切に成果指標を設定することがなかなか難しい状況です。新型コロナ

が収束に向かいましたら、また策定作業を始めまして、財政面も含めて適切に対応したいと思っており

ます。 

○鈴木（真）委員  十分その辺は分かりますので、ぜひお願いしたいと。 

 ただ、予算上ですと、今年は計上してないのかどうか、ちょっとそこが分からなかったので、予算上

のどこかに出ているのかどうか、予算は要らないのかどうか。 

○佐藤企画調整課長  今年度、実施計画の策定に係る予算は計上はしておりません。 

○渡部委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  ９７ページ、社会資本整備総合交付金、この交付金は、品川駅南地域周辺まちづくり事

業にも、２分の１、６００万円が充当されております。関連して、この品川駅南地域の再開発計画につ

いて伺いたいと思います。 

 まず伺いますが、区はこの間、品川駅南地域のまちづくり検討に予算をつけて委託してきましたが、

総額幾ら予算をかけてきたのか、累積額を伺います。また、いつからこの検討経費が予算化されたのか

も伺います。 

○中道まちづくり立体化担当課長  今までに品川駅南地域におけますまちづくりに計上についてでご

ざいますが、平成２４年度から計上していまして、令和３年度を含めますと、合計１０回計上してござ

います。歳出の合計金額でございますが、令和２年度予算額、令和３年度要望額としまして、合計金額

が約１億１,５００万円あります。 

○安藤委員  １０年にわたり１億円を超える予算がつき検討されてきたということです。今回、既に
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成果物として提出されております昨年度の品川駅南地区におけるコーディネート業務委託報告書を情報

公開で取りました。しかし、これも広町調査検討報告書を彷彿とさせますが、丸々非公開というページ

が９３ページありまして、公開されたとしても黒塗りがあるところが３７ページ、合わせて１３０ペー

ジが全体の３８％、４割近くが非公開、黒塗りということでした。黒塗りの部分も、地域まちづくりの

方向性案の取りまとめなど、肝腎な部分はもちろんですけれども、活動団体の事業概要、活動利益と

いったところ、あるいは、なぜか意見交換会の会場のところが黒塗りになっております。 

 伺いますけれども、予算を組んで区民の税金を使って検討されたものです。こうした資料の内容は隠

さず公開されて当然だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 また、区民の代弁者として区民から送り出されているのが議員だと思います。一定の調査権もありま

す。議員に対しては、情報公開によらずとも資料請求されれば公開すべきだと思うのですけれども。ま

た、黒塗りや非公開などの処理をせずに公開すべきだと思うのですけれども、議員から出してと言われ

たら出していただけるのでしょうか。伺います。 

○中道まちづくり立体化担当課長  情報公開についてでございますが、区としましては、行政の情報

等は公開が原則ということは認識してございます。ですが、一方で、今回、委員が開示請求されました

資料ですが、コーディネート業務といたしまして地域が行っていますまちづくりについて、検討状況で

あったり、今回は区民アンケートを取ったものを集計、または、その整理をしてございます。そうした

個人情報等の観点から、一部、情報を非公開としてございます。 

○安藤委員  今回、私、情報公開で取ったのですが、情報公開しなくても、議員ですから、区政を監

視する役割もありますから、出していただけるのでしょうかという質問もしたのでお答えください。 

 また、一部と言いますけれども、まちづくりですから、どういうまちをつくるかという検討する資料

出さないというのは、私はおかしいなと思っていまして、政策形成過程だからこそ情報は公開すべきな

のではないでしょうか。別にアンケートに誰がどう答えたかと個人名出せと言っているわけではないし、

そういったところは当然公開しないわけですけれども、そういう政策形成過程だからこそ情報を出さな

いと、その情報がなければ、まちづくり方針の過程に住民が参加できないと思うのですけれども、いか

がでしょうか。 

○中道まちづくり立体化担当課長  情報公開、または、そのまちづくりの途中での開示ということで

ございますが、そこのまちづくりの検討中のまだ素案の段階になりますので、そうしたまだ決定でない

情報につきましては、やはり今後どうなるか、地域の方がそれを見たときに、まだ確定でないものを不

安に思ってしまう、そういった観点から、一部情報は非公表にさせていただいてございます。 

○安藤委員  くどいようですけれども、議員が出してと言ったら出せないのかというところはお答え

ください。 

 それと、不安に思うと言いますけれども、水面下で一部の人たちが、しかも、開発企業の方と一緒に

勝手にと言うとあれですけれども、水面下で着々と検討している、よっぽどそちらのほうが不安ですよ

ね。何が不安なのかなと思って。やっぱり素案の段階だからこそ、決定でない段階のものを出せないと

言いましたけれども、決定されてから出したのでは遅いですよね。区はまちづくりの検討、しかも税金

も相当使っていますよね。これだけの大きな区としては位置づけが高い事業について、その過程を公開

しないというのは、私はこれはまちづくりに住民の意見を入れるつもりがないというふうにしか思えな

いのですけれども、いかがでしょうか。 

○多並都市開発課長  まちづくり全般ということで私のほうからお答えいたします。 



－66－ 

 

 まちづくりを進めるにあたっての事業にあたりましては、検討の段階におきまして、議員の皆様に建

設委員会であったり、常任委員会の中でご説明しながら、ご意見をいただき、熟度を上げながら整備し

ているところでございます。このようなところで今後も議会の皆様のご意見を伺う場面については、適

宜段階的に行っていくということで進めているものでございます。 

 また、その熟度に応じてというところでお話ししましたけれども、要するに、地元の方と一緒につく

り上げている素案の段階のものですので、いろいろな熟度がまだ未熟な段階のものをお出しすると、な

かなかどれが最終的な案なのかというものが分からないところもありますので、そういういろいろな段

階に応じて、区としては、見極めながら情報は開示しながら議会のほうとも進めていきたいと考えてご

ざいます。 

○安藤委員  住民と一緒にまちづくりをしていこうという姿勢がないと言わざるを得ないと思います。

しかも議会と言いますけれども、議会の報告もまともに行われていないのです。今回、私、質問したい

と思って情報公開したからこういう情報が出たのですけれども、建設委員会には２０１４年５月のまち

づくりビジョン公表前の報告以来、７年近くも報告されてない。だから、私が２０１５年にまた議会に

戻していただいたのですけれども、そこからずっと１回もないのです。この間には、２０１９年１

月、２月には、住民まちづくりアンケートも行われるなど報告すべき動きもありました。このアンケー

トはもちろん税金で実施されています。しかし、建設委員会にも報告がないと、なぜ品川駅南地域につ

いての委員会への報告がなかったのか。住民参加、議会に説明というのは建前で、なるべく水面下で検

討を進めて、開発協力企業など一部の意向でまちづくりをしたいからではないのでしょうか。伺います。 

○中道まちづくり立体化担当課長  今現在のまちづくり状況でございますが、まだ素案の段階の前で、

まだ建設委員会のほうに報告すべき段階でないというところでございます。建設委員会のほうに報告す

べき段階、素案等を決定しましたら、その段階で建設委員会のほうには報告いたします。 

○安藤委員  かなり大がかりにアンケートも１,０００人を対象にやっていたわけですから、そのア

ンケートが基礎材料となって、どういうまちづくりを進めるかというのをそれは建設委員でも議論すべ

きでしょうと思うので、それは、これまでのやり方を改めてきちんと建設委員会に報告してくださいと

述べたいと思います。 

 検討の中身について隠すのは大問題ですから、公開するよう改めて求めたいのですが、しかし、少な

くとも、どういう方々が検討しているのか、どういう企業が検討のバックアップを担っているのかはお

知らせできるのではないかと。伺いますけれども、このまちづくり検討の中心の品川駅南地域の未来を

創る推進協議会と、品川浦周辺地区再開発協議会の事務局はどこか、それぞれ伺いたいと思います。 

○中道まちづくり立体化担当課長  品川駅南地域の未来を創る推進協議会、または品川浦周辺地域再

開発協議会の事務局でございますが、地域の方々の町会長ならびに商店街、または代表者といった方々

で構成されてございます。 

○渡部委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  まず、先ほど議論になっていました区営住宅の給湯器と浴槽ですけれども、これ、設置

するようになったというふうにご答弁ありました。ただ、自費で設置した方で壊れた場合は自分で直せ

という、これはちょっと私は理解できないなと思ったので、その考えをもう一度確認させてください。 

 そして、次、６０ページの使用料です。このコロナ禍で、今、集会所、会議室を借りると、２分の１

の人数なのです。２分の１なので、やはり大きい部屋を借りるということが起きています。そうなった

場合、これ、減額という処置はできないだろうか。やっぱり相当な金額を支払って会議をしたりという
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ことになってしまっているので、そこは、このコロナ禍のことも考えると、少し減免といいますか、減

額ということも考えてもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 そして３８０ページの予備費なのですが、５億円になって２億円プラスされました。これはどういう

ときに使われるのでしょうか。使う考え方というか、どういう場面でというところを教えてください。 

 それからもう１つ、指定管理者制度、これは歳入全般になると思うのですけれども、指定管理者制度

を使っていて、この利益、歳入のところは全く発生しないという仕組みなのでしょうか。歳出のところ

を見ますと、利用料金収入見込額になって出ているのです。なので、これはモニタリングの評価を見る

と、結構利用料とかというので高額になっている部分があって、そこでの利益分というのは、品川区に

全く計上されないものなのか、その仕組みを教えてください。 

○森住宅課長  区営住宅の風呂釜の設置についてでございますけれども、先ほどお話し申し上げまし

たけれども、入居されるときには区の負担でつけるような形を令和元年度からとっておりまして、目的

といたしましては、引っ越しの際だとかに敷金を納めていただくということもございますし、基本的に

一時的にかなり高額の費用が入居者にかかってくる、それを少しでも低減させようというところの目的

で行い始めたものでございます。また、撤去時につきましても、残念ながらお亡くなりになった方に対

して、遺族の方がそれぞれ費用をかけて残置物の処理などをされるということもございますので、基本

的には、その部分を少しでも低減させようというところでやっているところです。ご自身でつけられた

ものにつきましては、それぞれ補修をしていただいてということで、そこについてはそれぞれの対応を

していただくということで考えております。 

○川島地域活動課長  区民集会所の件でございます。令和２年６月から区民集会所を定員を３分の１

に制限してということで、こちら１人４㎡程度になるような形でということで、新型コロナウイルス感

染症対策ということで制限をしているものでございます。 

 こちらは、集会所の貸し出しの考え方としましては、使用料を何時間で何平米の広さの部屋をお貸し

するかというような形で料金設定をしているものでございまして、定員で何人使用したから幾らという

形ではないものですから、今のところ、その考え方を変更するという予定はございません。 

○品川財政課長  予備費の件につきましては、例年３億円で計上するようにしているのですが、来年

度につきましては、やはりこのコロナ禍の中、状況がどう動くかは分かりません。早急に予算的な対応

をするためということで２億円増やさせていただいております。 

○佐藤企画調整課長  私からは、指定管理料に関する区への歳入についてご答弁いたします。 

 まず、指定管理料ですけれども、運営費をたたずまいとしてまず考えまして、それから利用料収入を

引いて、残りがまだ費用が発生する場合は区から委託料で支払うという形になっております。ですので、

利用料が想定よりも多い場合は、当然区への歳入も発生しますし、インセンティブ等の考慮もしながら、

そういうような仕組みになっているところでございます。 

○西本委員  区営住宅ですが、やはりちょっと納得いかないです。仕組みがよく分からないです。結

局、給湯器、それから浴槽のことについては、令和３年度から事業として始めますということになって

いるわけですから、では、令和３年度からそれを適用して、その方々が、例えば故障したといった場合

は誰が払うのですか。区が払うのですか、それとも個人になるのですか。そこをお答えください。 

 それから使用料については、平米数、それは分かっています。分かっていますが、今はコロナ禍で半

分にしてくださいねと言われているのです。３分の１から半分ぐらいにしてくださいねと言われている

のです。だから、通常の人数で利用しようと思ったら大きい部屋を借りなければいけないのです。本来
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であれば、それで十分まかなえるのに、対応として、通常の収容人数の半分、３分の１にしてください

と言われているから、それでやっているわけです。必然的に料金が高くなるのです。ですので、それを

考慮していただけないでしょうか。検討をぜひお願いしたいと思いますので、もう一度ご答弁ください。 

 予備費は分かりました。 

 指定管理者制度の件ですけれども、今回の予算書の中には入っていないということですか、入ってい

ますか。それ教えてください。 

 それから、コミュニティバスのほうの中で、今度、収支率というのが出てまいりました。収支率。要

は、経費に対してどのぐらいカバーできているかによって評価をしていくという、そういう動きになっ

てきて、これは新たな考え方の１つなのかなというふうに思って私は歓迎しているのですけれども、こ

の指定管理者制度についても、予算書の中を見ても、その評価があまりよく分からないのです。モニタ

リングの評価書を見ればということで、あれも本当に経費がどれだけかかっていて、どういうものにと

いう細かいものまで載っていないので、本当にどれだけもうかっていて、どれだけ区に入ってきている

のかというところの流れがよく分からないところがあるので、今後の考え方として、やはり指定管理者

制度の収支が分かるようにということ、それから収支率みたいな考え方、これも予算書の中で分かるよ

うな状況があると助かるというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○森住宅課長  区営住宅の風呂釜についてでございますけれども、平成３０年度までは、ご自身でつ

けられて、ご自身でつけられた財産ですので補修してくださいという形で、これまでもやっていただい

ております。令和元年度からにつきましては、原状回復に応じて区のほうで設置をさせていただいて、

それは区のほうで設置をするので区の財産ですので、区のほうで補修をしていきます。その後、令和３

年度からは、それぞれご自身でつけられたものに対しては、もし撤去してよいということであれば、そ

の撤去費用は区のほうでも負担しますよということとして進めていきたいというところでございます。 

○川島地域活動課長  区民集会所の料金の減免でございます。こちらは、これが感染症対策であると

いうことを丁寧に説明させていただきまして、ご理解の上で今ご利用いただいておりますので、今のと

ころ、引き続きこの形で進めていきたいと思ってございます。 

○佐藤企画調整課長  指定管理に関わる区への歳入でございますが、例えば１５３ページの下から２

つ目の品川産業支援交流施設運営収入というのが利用料が多いところで、区に還元があったというとこ

ろでございます。 

 あと２点目の収支を予算書等に反映してはというところでございますが、今、常任委員会のほうで報

告を毎年させていただいているモニタリング評価等で、様式の変更が可能かどうかも含めて考えていき

たいと思います。 

○西本委員  区営住宅はやっぱり理解できません。壊れたら設置してあげればいいではないですか、

と思います。 

 それと、集会所については、コロナ禍の状況で、そういう仕様になっているのです。だから、その分

お金がかかっているのです。だから、それは前向きにぜひ検討していただきたい。ここだけお願いしま

す。 

○川島地域活動課長  繰り返しの答弁になりますが、現状の料金はそのままという形で考えさせてい

ただきたいと思います。 

○渡部委員長  次に、高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  よろしくお願いします。６１ページ、区民斎場使用料、なぎさ会館、６７ページ、
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八潮北公園スケートボード場について質問させていただきます。 

 まず初めに、なぎさ会館、区民斎場使用料のことなのですけれども、新型コロナウイルス感染症の対

策に伴い、令和２年４月１３日から利用制限をかけているということです。利用者は１日１組というこ

となのですけれども、当然、今はまだコロナ禍なので、現況をお知らせいただきたいと思います。 

○木村戸籍住民課長  今年度に入りまして１月末現在での稼働率でございますけれども、約３４％と

いう形になっております。昨年度は約４０％ということでございますので、ご利用される方の減少傾向

がございます。感染症拡大防止のために家族葬など葬儀を小規模化するような動きがあるというところ

でございます。 

○高橋（伸）委員  どうもありがとうございました。３４％の稼働率ということで、民間の葬祭場も、

やはり今課長のご答弁ありましたように、本当に家族葬、あるいは、もうそのまま見送って葬祭をやら

ないというのが現状だと思います。令和２年度の決算ですと、多少は数字はあると思うのですけれど

も、２４０件に対して、来年度、令和３年度の予算は３００件ということで、これ、１日１組というこ

とでやっていると思うのです。それで、今この状態で、解除されても、見込みとして、どういうふうに

お考えになっているのかお願いします。 

○木村戸籍住民課長  実際のコロナ禍のこれからの状況に応じて、ある程度そういう３密みたいな部

分での動きが解除されるような形になりましたら、基本的には元通りの２組というような形に戻して、

もちろん感染症対策も行いつつ行っていきたいというふうに考えておるところです。 

○高橋（伸）委員  これ、本当にコロナが終息しても、今後の葬祭の在り方というものが物すごく加

速すると思うのです。当然これ、区民斎場なので、協定の葬儀制度とかもある中、今後どういうふうに、

取組というか、現状のままやっていくのか、あるいは、なぎさ会館を今後どういうふうに展開していく

のかだけお聞きしたいと思います。 

○木村戸籍住民課長  斎場でございますので、人生最後の儀式を執り行う施設として、余裕があれば、

本来の在り方という部分はしっかり運営していく必要があるということと、災害時には東京都のほうで

遺体安置所の指定をしておると、そういう有事に関しましても機能を果たせるような施設として。 

 ただ、その中でも、委員ご指摘のとおり、稼働率という部分が課題になってくると思います。特に友

引の日は基本的には使われないというようなこともございますので、地域に根づいた施設というところ

もございまして、これは民間でございますけれども、桐ヶ谷斎場のほうでもやはり同様の状況がござい

まして、地域の方々に使用されない時間帯をご活用いただけないかというようなところのお話もいろい

ろ出てきているということも聞いております。今後、地域の皆様のそういう需要を踏まえながら活用を

考えてまいりたいというふうに思っております。 

○高橋（伸）委員  これ、ホームページに、授乳室の使用の記載があるのですけれども、「葬儀が執

り行われていない時間帯は、斎場利用者以外の方にもご使用いただけます」と書いてあるのですけれど

も、実際に利用されている方はいらっしゃるのですか。 

○木村戸籍住民課長  現地では、のぼりも立ててご案内をしているところでございますけれども、外

出自粛の影響もあると思うのですが、現在はほとんどご利用がないというような状態でございます。引

き続き、ご案内、ご活用いただきたいというふうに考えております。 

○高橋（伸）委員  防災の観点からも、今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 続いて、６７ページ、八潮北公園スケートボード場についてお伺いします。 

 ２０１７年にオープンした公共のスケートパーク、インターネット上でも、東京都のスケートパー
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ク・スポット一覧として、本当に最新鋭のセクションを備えていて、公園の管理パークで、夜の９時ま

でやっているということで、とても高評価をいただいております。私も、このスケートパーク、本当に

高く評価をしております。 

 その中で、先日の広報しながわの中で、初心者対象スケートボード教室が、今月、３月２７日にある

ということなのですけれども、これは当然、（緊急事態宣言が）解除された後のことだと思うのですけ

れども、２０人ということで、ある程度希望者がいる中、実際、解除してからやるのか、今現在募集中

なので、今の進捗、どういうふうな状況になっているか教えてください。 

○髙梨公園課長  初心者対象のスケートボード教室についてのお問合せでございます。今年度は、コ

ロナウイルスの対応もございますので、通常であれば毎月最終土曜日ということで年１２回実施してい

るところでございますが、令和２年度につきましては、年６回ということで予定をしております。現在

まで、８月、１０月、１１月と、今年度は３回の実施をしております。 

 ご案内がありました３月１日号の広報しながわでご案内しています３月２７日のスケートボード教室

は、委員ご案内のとおり、緊急事態宣言の動向を見ながら、解除されてできるような状況になれば、ぜ

ひ開催をしたいというふうに考えております。 

 毎回、定員２０名のところ、約３０名の応募をいただいて、大体１.５倍ほどの倍率でやっていると

ころでございます。今年度もコロナ禍ではありましたが、３０名弱のご応募をいただいていますので、

今回も同等程度のご応募があるものとして考えてございます。 

○高橋（伸）委員  これ、令和元年の決算を見ても２,４５８回、令和２年の決算３,１４８回という

ことで、数字的にも利用者がすごく多いのが見受けられます。 

 それで、今後、もっともっとスケートをやる若者たちに知らせるために、区として、ＰＲ強化をこれ

からどういうふうに展開していくのかどうかだけお知らせください。 

○髙梨公園課長  現在までもスケートボード場のＰＲとしまして、ホームページや、デザインを工夫

したポスターの作成などに取り組んでまいりました。今後についてですが、やはり訪れる方は若者、若

年層の方が多いということで、若年層の方が多く使うＳＮＳを中心とした発信を来年度から行う予定で、

現在、準備をしているところでございます。 

○渡部委員長  次に、若林委員。 

○若林委員  ５６ページの特別区交付金から入っていきたいと思います。 

 来年度予算３８８億円が計上されて、残念ながら前年度比２２億円、５.４％の減というところで、

この減の要因としては、法人住民税が要因ということで、既に答弁が繰り返されております。今回の予

算特別委員会の資料の中に、都区財政調整フレームが今回も配付されておりまして、その中身を見ます

と、確かに、全体フレームですけれども、法人住民税が全体としては２１％の減というふうに資料には

載っておりまして、それから調整税等の総額としては３.６％の減ということになっております。 

 ここで確認したいのは、都区の全体フレームでは３.６％の減ということになっているのですが、区

の先ほど紹介したのは５.４％の減ということになっていまして、区のほうが２ポイント弱、減が多く

なっている。このことについて確認させてください。 

 もう１つは、この法人住民税の影響を小さくするには、今後どのようなことが考えられるのか教えて

いただきたいと思います。 

○品川財政課長  まず１点目の全体のフレームの減額と、区のほうの減額との違いというところで、

財調ですので、全体の中から２３区の配分が決まってきます。その２３区の配分の中で、いろいろ、こ
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の予算と同じように、総務費、民生費、衛生費とかと分けて財調の計算をしているのですけれども、割

と品川区、土木関係の費用等、財調のほうにうまく補助を得られているような形等もございます。そう

いった部分で、各区の配分の中での減額率の状況を見ると、財調としては、品川区のほうである程度大

きく取れている部分もございますので、そういった部分で減額の率が大きくなっているということでご

理解いただければというふうに思います。 

 それから２点目の法人住民税のほうですけれども、この国税化については、なかなか品川区独自で動

いても対国となりますと厳しい状況がございますので、２３区連携して、このことについては東京都と

も連携して、やはり国のほうに声を上げて、何とかしてこの法人住民税の国税化を少しでも止めていき

たいというふうに考えております。 

○若林委員  ということは、全体としては、ここでは５.４％の減となっているけれども、そのほか

については、いわゆるやりくりして、プラスマイナスちゃんといただいているということで理解いたし

ます。 

 一部国税化のお話もありましたけれども、やはり一方で、法人のいわゆる業績悪化ということも大き

く響いていて、国税化がこの中で何割の影響で、いわゆる業績悪化による法人所得が何割でというのは、

もし分かれば教えてください。 

 この法人所得割、いわゆる法人の業績の悪化によって、法人住民税も一方で下がっていくということ

が大きく影響していることは、これはもう確実でございます。 

 そこで、本会議の一般質問でも会派からもやりましたけれども、今回、国の緊急事態宣言の影響緩和

に係る一時支援金の詳細についてが、経済産業省から３月１日時点版として発表されました。その日

に、３月８日から、この一時支援金の申請の受け付けを開始しますというふうに公式に発表されました。

この対象としては、飲食店の時短営業とか、外出移動自粛による直接的な影響を受けた事業者であると

か、また、その対象となり得る事業者としての具体例も細かく例示されて、いわゆる人流とか物流も含

めた幅広い業種というふうに確認をさせていただいております。 

 ただ、要件として、今年の３か月、１、２、３月までのうちの一月の売上げが、前年比、また前々年

比といいますか、２０１９年、２０２０年度の比で５０％以上減少をしていることということが要件と

してあります。 

 実は３月１日の衆議院の予算委員会で、このことについて公明党の国会議員より取り上げさせていた

だきました。要するに、時短要請以外の事業所も人流が少なくなり売上げが減少している。３割、４割

減ったら事業継続は大変な状況なのだと、こういう訴えです。このような事業者に向けた対応策、地方

創生臨時交付金の活用も含め、国の強い対応を求めさせていただきました。これは本当に国内の多くの

事業所、また、私たち地方議員も皆さんから聞いている声を代弁していただいたというふうに理解をし

ております。 

 政府のほうからは、時短に限らず、中小企業の切実な声も聞いていますと、確かに５０％にならない

事業所の声もあります。国は地方創生臨時交付金１兆円を用意しました。それぞれの地方で、国で手の

届かないところをきめ細かく対応してもらいたいといった旨の担当大臣の答弁がありました。 

 そこで、この地方創生臨時交付金が積まれている第三次補正予算分の、このスケジュール、これにつ

いて分かるところがあったら教えてください。 

 もう１つは、今の大臣答弁にありました国で手の届かないところ、これを自治体でしっかり対応して

いただきたいと。こういった観点を、区はどのように受け止めているか。２点についてお伺いいたしま
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す。 

○品川財政課長  まず１点目、法人住民税のほうでございますが、国税化の分と、それから企業業績

の分で、どれぐらいの割合かというところです。具体的な割合というのは非常に難しいところはあるの

ですが、まず、国税化のほうが非常に影響が大きいというところでございます。 

 それから２点目の事業所のほうの対策ということで、非常に今、景況調査等も見ますと、区内事業所

は、もうほぼリーマンショック時と同じぐらいの厳しい状況であるというところでございます。令和２

年度から、具体的に言えば、もう去年の３月ぐらいからですか、融資を大分力強く区のほうでは対応し

て支援を行ってきております。もう一部、何年かは返済をしなくていいとか、そういうような対応もし

て、何とか企業に頑張っていただきたいというような形で対応をしてございます。 

 そういう中で、地方創生臨時交付金が、来年度以降、出てきてございます。今、一次、二次と交付を

受けまして、三次が、国からいろいろ金額等も、このぐらいだというところまでは出てきているところ

なのですが、その活用方法、それからスケジューリングについては、ちょっとまだ未定というところも

ございますので、いろいろ使い方等もコロナウイルス関係に関しては相当柔軟に使えるところですので、

そういうところを活用していきたいと、このように思っております。 

○若林委員  本会議でも、我が会派以外にも複数会派というか複数議員から、こういった観点でのお

話、また、今回の予算特別委員会でも、複数の委員からも様々現場の声をもとに声を上げているという

ことを私も耳にいたしております。 

 先の地方創生臨時交付金については、今年度内に交付が決定されると、これはもう当たり前なのです

けれども、地方で繰越しとすることも可能としているというふうに柔軟な対応も可能となっております。

先ほどの公明党からの要請に対しての大臣答弁、国で手の届かないところを自治体でしっかり対応して

いく、そのための交付金であるということを重々踏まえながら、今のご答弁もありましたけれども、今

後ともよろしくお願いいたします。 

○渡部委員長  次に、本多委員。 

○本多委員  １２９ページの防災区民組織育成費について質問します。 

 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金ですけれども、３か年計画ですけれども、２０１

町会・自治会への普及について、制度の利用状況、これまでと、これからについてそれぞれ教えてくだ

さい。 

○中島防災課長  地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金に関してのお尋ねでございます

が、こちらにつきましては、今年度の９月補正で、今年度事業としてお認めいただいたものでございま

して、地域の防災区民組織の電源確保、災害時の初動対応で電源確保ができるように、資機材の購入費

用の一部を助成するものでございます。 

 今年度につきましては、当初８０組織に対しまして予算を考えていたのですが、今、途中の集計段階

ですと８６組織からご申請いただいております。そちらのほうに非常用発電機あるいは蓄電池をご購入

いただく予定となっております。 

 来年度につきましては、今年度と同様の８０組織に対して事業を進めていきたいと考えているところ

でございます。 

○本多委員  ３か年計画ですので、おおむね３か年で全ての町会・自治会に回るのかなというふうな

感じだと思います。 

 それで、今も答弁でありましたが、ガソリン式発電機ですとか、ポータブル電源など、この補助対象
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というのが、思い当たるものが１１種類ぐらいあります。読み上げますと、ガソリン式発電機、カセッ

トボンベ式発電機、乾電池式充電器、ソーラー式充電器、自転車チャージャー、空気電池、ポータブル

乾電池、マルチチャージャー、手回し充電器、充電コード、コードリール等々が対象になると思うので

すけれども、３年前に北海道胆振東部大地震で、私も何人かと一緒に被災をしまして、あのとき本当に

電気がなくて、本当に電気が欲しいな、どうして発電機を使っていなかったのだろうか、札幌市にいま

したけれども、備えがなかったということが分かりまして、全国的にも、東京都も、品川区もこうした、

これは東京都の補助制度でありますけれども、そういった必要性というか備えということがどんどん機

運も上がってきて、取組も増えてきてというところで、この対象になるものどれもあの時にあったら、

どれだけ、暗いので明かりがあったり、暖がとれたり、携帯電話ですとかスマートフォンの充電が、こ

の対象になるものを見るとすごく網羅できているなと感じます。ここにも空気電池というのがあって、

主に補聴器の電源確保になると思うのですけれども、さらにきめ細かくいろいろなものが対象になって

いるなと思うのです。それで、今、実績が、まだ始まって日も浅いので、８６件の申請があって８０件

ということですけれども、主にこの８０件というのが、先ほどの答弁でもありましたけれども、発電機

ですとか、その辺が中心だということだと思うのですが、ほかにどういったニーズがあるのか、その現

況を教えてください。 

○中島防災課長  今年度、地域のほうからお申込みいただいたものは、今、手元にある数字ですと、

カセットボンベ式の発電機が８０台、あと、ガソリン式の発電機が４４台、それと、太陽光を活用した

蓄電池が４６台です。そのほかにも充電器ということで、充電できる機械が８２台、あと、コード類

が１２６台、ソーラーパネルが２３台、それとコードリール２８台となっております。やはりカセット

ボンベ式の発電機が、今回の申請では一番数が多かったような状況でございます。 

○本多委員  分かりました。カセットボンベ式の発電機が一番なのですね。ガソリン式の発電機かな

と思っておりましたが、分かりました。 

 それで、燃料を使うもの、ガソリン式の発電機であったり、ディーゼル式の発電機もありますけれど

も、主にガソリン式の発電機などを使う場合に、この管理する町会・自治会の貯蔵するガソリンなどの

量については、どのような対応をされているのか。例えば、町会・自治会に区が貸与しているポンプが

ありますけれども、ポンプそのものは区が貸与だと思うのですが、それにも伴うガソリンの燃料とか、

その辺の貯蔵については、どのように把握をされているのでしょうか。 

○中島防災課長  ガソリンに関しましては、消防法の危険物の取扱いということの中で４０ℓ未満と

いうのが基準となってございます。こちらの範囲内で備蓄をしていただくことになりますが、先ほど委

員からご指摘ありましたポンプの燃料につきましては、同様にガソリンを使うものでございますが、こ

ちらについては区のポンプなのですけれども、燃料は町会・自治会、防災区民組織のほうに管理はお願

いしておりまして、ガソリンを適切に管理をしていただいているところでございます。基本的に燃料な

ので危険なものでありますので、その基準の範囲内で管理はしていただくように考えております。 

○本多委員  ４０ℓぐらいまでが目安なのでしょうか。容量がある程度、一定量を超える場合の貯蔵

に対する有資格者の設置の義務ですとか、あまり量が少なくてもいざというときに何十時間か使えない

と備えにもならないのですが、あまり量が多くても、逆に危険過ぎるというところで、４０ℓを超える

場合の有資格者の設置義務ですとか、その辺についてはいかがでしょうか。 

○中島防災課長  基本的に４０ℓを超えますと、まず、消防法令に基づいた基準の建物とか構造物の

中に保管しなければいけないとか、あと消防署への届出が必要になるとか、少しハードルが高くなって
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きますので、区といたしましては、やはり地域の方にはその基準の範囲内の４０ℓ未満で保管はお願い

したいと考えております。 

 といいますのも、４０ℓで、発電機の大きさでありますとか、つなぐ電源にもよると思いますが、大

体１日から３日程度、４０ℓ程度あれば発電機が動かせるのではないかと考えておりまして、今、被害

想定でいきますと、大体二、三日ぐらいで電気が多くの地域で回復するという見込みでもございますの

で、４０ℓ未満というのが保管量としては適切ではないかというふうに考えているところでございます。 

○本多委員  分かりました。４０ℓを、やっぱり線を引いて、おおむね４０ℓを超えないぐらいの貯蔵

が望ましいということです。仮に４０ℓを超える場合は、危険物取扱の設置が必要ということで、分か

りました。４０ℓぐらいで大体貯蔵ということで。 

 それでこれ、町会・自治会のどなたも取扱いできるようになってもらいたいと思って質問しているの

ですけれども、限られた人しか取り扱わないというのでは、いざというときに不備ということがあって

もいけないと思いますので、スマートなマニュアルというのでしょうか、例えば昔の混合ガソリンの古

い発電機とかがあって、取扱者が限られたりしているものだと、なかなか取扱いの方が限られてしまい

ますので、できればそういったものを整理をして、ガソリン式発電機とか、誰もが取り扱えるようなマ

ニュアルを。これをやるのは町会・自治会の自主的なものですけれども、ある程度、区もその辺、誰も

が使えるような、そのように考えていただきたいと思います。 

○渡部委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  よろしくお願いします。１４０ページ、減債基金繰入金、それから、１４４ペー

ジ、諸収入の貸付金元利収入です。 

 まず、１４０ページの減債基金繰入金についてお尋ねします。 

 以前から減債基金の充当先についていろいろお尋ねしてきました。これまで空欄でありました。ほか

の基金は充当先が記載されておりました。分かりやすい予算書ということをお願いするという観点から、

説明欄には充当先を記載してくださいということをお願いしてきました。令和３年の予算書には、空欄

ではなく記載されたということで、ありがたく思っています。昨年の予算特別委員会で、財政課長が

ちょっと工夫させていただきたいというご答弁だったので、工夫していただいたのだと思います。あり

がとうございました。 

 そこで、１４１ページに、充当事業で起債償還元金と起債利子とあります。幾つかお尋ねするのです

が、令和３年度の繰入金額は、これまでの繰入金額よりも１桁多いのです。平成３０年度は７

億３,０００万円、平成３１年度は５億８,０００万円、昨年は約４億８,０００万円、千円台まで出て

いますが、令和３年度は１１億４,７００万円余ということで１桁増えています。一方の公債費、償還

額は大きな変化がなく、平成３０年から１５億円、１３億円、１２億円、そして令和３年は１１

億９,４２７万円ということです。この辺りのご説明をお願いします。 

○品川財政課長  減債基金のお話になりますが、通常、今回金額が上がっているというところのご質

問のお答えになるのですが、例年は、減債基金から繰り入れている部分が、ちょっとこれは古い話にな

るのですが、平成１０年代ぐらいのときの減税補てん債をほぼ毎年発行していた経過がございます。こ

の辺の部分の元利の返済に、この減税補てん債を例年充てていたということでございます。 

 ただ、来年度、やはり歳入の状況がかなり厳しいというところがございます。これに対して、令和３

年度につきましては、一般の起債の返済分も減債基金のほうでまかなっていくという対応をしている関

係から、前年度よりも金額が上がっているというものでございます。 
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○高橋（し）委員  事項別明細書の中にも今の減税補てん債、そちらをずっと償還してきたというこ

とが書いてありまして、それ以外の部分に関して、ほかのところからというか、減税基金から繰り入れ

なければいけなくなっていると、歳入状況も含めてということでご説明ありがとうございます。 

 とすると、令和３年度に起債償還元金と、一時借入金の利子を除いた起債利子、その合計は１１

億９,４００万円ぐらいなのです。減債基金というのは、見込額が７５億円強です。繰入額より公債で

支払うというか、償還する金額が４,７００万円少ないです。減債基金のほうは７５億円もあるので、

どうしてぴったりというか、その４,７００万円分に減債基金繰入金を充当していないのか、そこが

ちょっと分からないのです。すみません、細かいですがお願いします。 

○品川財政課長  ぴったりというところで、必ず合わせるというようなやり方というところでもござ

いません。繰入金というところで、歳入歳出のバランスを見て、どのぐらい繰入れをするべきかという

ところの金額から、その後に各基金のほうの配分を決めていくというような形をとっておりますので、

そういった中での計算上の結果ということでございます。 

○高橋（し）委員  バランスをとっての計算上ということで、また別の機会にもお尋ねしたいと思い

ます。 

 以前からお尋ねしていることでもう１つ、一般財源のお話なのですが、この減税基金繰入金は、充当

先が今みたいに起債の償還元金と利子に置いています。それなのに一般財源扱いになっているというこ

とです。減債基金は、財政調整基金と同じように地方財政法第４条の３第１項、それから第７条第１項

に基づく資金として、自治体の財政調整のうち、特に区債の償還財源を確保するとともに、負債の適正

な管理を行うために設置された積立基金であるというふうに認識しています。つまり、財調の基金と同

じような性格なので一般財源としているという、これまでの課長のご答弁にもありましたが、そういう

認識でよろしいのでしょうか。財政の専門家というお立場で教えていただきたいと思います。 

○品川財政課長  基金ですので、それぞれに条例化しまして、基金の使い方というものを定めており

ます。そういう中で減債基金につきましては、先ほど委員のほうからお話があったように、基本的には

起債の部分に対して返していくところで活用していく。財政調整基金については幅広く活用ができると

いう基金になっておりますので、そういう中での一定のルールに基づいた繰入金の額を今回の令和３年

度の予算として計上しているというものでございます。 

○高橋（し）委員  それで、目的というか、繰入れ先が決まっているけれども、一般財源扱いという

これまでのご説明は、今、私のほうで幾つか地方財政法のお話をしたのですが、それによって一般財源

という扱いになっているという、特定財源という言い方をするとあれですけれども、その辺りは、も

う１回確認でお願いします。 

○品川財政課長  一般財源扱いかというところでございますが、使い方というところに関しては、幅

広く使えているので、そういうところの部分と解釈しても構わないかということは考えております。減

債基金のほうにつきましては、当然限定されていますので、そういった部分での活用ということになっ

ております。 

○高橋（し）委員  またそちらも別の機会にお伺いします。 

 先ほどご説明にあった減税補てん債なのですけれども、今年度の予算にはもちろん見込みには書いて

おりません。先ほど、１０年から数年にわたって行ったというのですが、この減税補てん債について、

簡単にご説明いただき、そして今年のような税収の見込み、あるいはそれが厳しい状況の中で、起債に

ついて、そういった見込みはあるのかどうかというところもお尋ねします。 
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○品川財政課長  減税補てん債につきましては、遡ること平成１１年から大体平成１８年頃まで、毎

年、起債をかけております。そういう中で、そろそろ各年度の償還が来てございます。例えば、平

成１３年に起債したものにつきましては、令和３年度分で起債を償還というような形になっております

ので、これから毎年どんどん償還していくというような流れになってございます。 

 それから、現時点で、歳入状況は非常に今厳しい状況ではあるのですが、減税補てん債を上げていく

という方向性の考えは、基本的にはございません。 

○高橋（し）委員  財政状況資料集にも、品川区は過去に起債されていた減税補てん債は令和８年で

完了するというふうに書いてあります。今後も適切に基金の積立てと繰入れを行うようにお願いいたし

ます。 

 また減税補てん債についても、機会があればお尋ねしたいと思います。 

○渡部委員長  次に、大倉委員。 

○大倉委員  お願いいたします。７９ページ、住民基本台帳証明手数料、６０ページ、総務使用

料、７５ページ、自転車駐車場について伺います。 

 住民基本台帳証明手数料についてですが、昨年の１０月１日から、交通系ＩＣカードによる手数料徴

収、キャッシュレスが始まりまして、目的としては、住民票や印鑑証明等の発行手数料の支払いを

キャッシュレスで行えるように、区民の利便性の向上、新型コロナウイルス感染防止を図るために入れ

ましたということで、住民票の写し、印鑑証明書の発行手数料、マイナンバーカードの再交付手数料な

どを交通系ＩＣカードで支払いができますということです。この活用の現況について教えてください。

また、これが導入されて気づいたこと、また、課題があったり、感想などがあれば教えてください。 

 次に、総務使用料のところから集会所使用料、文化センター使用料、公園運動施設使用料について、

支払い方法と利用までの流れについて伺いたいと思います。 

 文化センターなどの施設においては、登録をしてから事前に１回使用料金の支払いをして、その後、

当日、使用をするためにまた来るという、２回来なくてはいけないという形です。これは、地域セン

ター、区民集会所等も同じ流れになっているかと思います。一方、公園運動施設については、現金払い

で、利用日の１週間前までに支払うこと、利用日前日までに支払う以外に口座払いというのがあって、

翌月末に１か月分の引き落としということで、口座でお支払いができるようになっております。こうし

た支払いの違いで、できれば利用者としては、利便性向上のために、２回行く必要がなくて１回で支

払って利用ができるというのが非常に重要だと思いますが、この点の違いについて、課題等があれば教

えてください。 

 最後に、自転車駐車場ですが、駐車場の、ここでは徴収の料金について書かれておりますが、関連し

てなのですが自転車駐車場台数の推移と違法駐輪の推移が分かれば、教えてください。東京都の駐輪場

のデータを見ると、駐輪台数が増えれば違法駐輪が減っていくというようなデータもありました。その

辺の確認をさせていただきたいと思いますので、お願いいたします。 

○木村戸籍住民課長  キャッシュレスでの収納のお問合せでございます。利用率といたしましては、

全体を１００といたしますと、約１割ぐらいのご利用という形になっております。当初は４割、５割ぐ

らいいくのではないかなという見立てではあったのですけれども、現在、住民異動係という引越しの手

続を行うところで１台で行っておるところでございます。 

 実際には、やはり現金を持ち歩かないというような方も、特に若い方なのですけれども、いらっしゃ

るというところで、ご利用のニーズはやっぱりあるだろうなというところ。ただ、少し今のオペレー
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ションといいますか、こちらは内部的な話になりますけれども、そちらでいろいろ運用上の課題も正直

ございまして、こちらも踏まえて、来年度の予算の中でキャッシュレス決済拡大という形を打ち出して

おりますけれども、その課題を克服してまいりたいというふうに考えております。 

○古巻文化観光課長  まず、文化センター等の使用料の支払いにつきましてでございますけれども、

従前からのやり方ということで、現在いろいろお願いをしている部分がございます。施設予約システム

等の関係もございまして、すぐに何か変えられるといったものでございませんし、いろいろなことも含

めて、その辺は今後の研究課題とさせていただきたいというふうに考えております。 

○中元スポーツ推進課長  公園運動施設の使用料につきましては、委員ご指摘のとおり、登録団体で

あれば口座振替に対応しているところでございますが、当日空いていれば使えるというところもありま

すので、その場合など、それ以外、口座登録されてないところは現金払いという現状になっています。

こちらについては、やはり利用者の年代が幅広いというところで、なかなかキャッシュレスへの対応、

また、システムとの関係等も課題がございます。学校施設使用料は納付書で金融機関に支払うというこ

とで、こちらも学校施設は団体利用が多いものでございますので、現在それでやらせていただいている

ところでございます。 

○川口交通安全担当課長  自転車駐車場等の収容および放置状況のお尋ねでございます。まず、区営

の自転車等駐車場におきましての収容台数でございますが、現在、自転車とバイクも収容できることに

なっております。この台数につきましては、現在、合計で８,６２３台となっております。 

 また、放置状況でございますが、こちらは令和元年度ということで、品川区のほうから東京都へ報告

した台数でございますけれども、こちらにつきましては１,２０６台となっております。こちらも合わ

せて自転車とバイクを含めた数でございます。 

○大倉委員  戸籍住民基本台帳証明手数料のほうは拡大していくということで、ぜひ本当に若い人な

どもそうですが、キャッシュレスはかなり進んできて、小銭を持たないみたいな方がたくさん増えてき

ているというところでは、ぜひ進めていっていただきたいのと、今、交通系電子マネー、ＩＣカードし

かできないのですが、今後拡大というのは、それ以外の支払いの方法についても拡大ということなのか

確認をさせていただきたいのと。 

 総務使用料の文化センター等の予約システムの関係でということで、たしかこれ、予約システムは数

年前に見直しがかかっていて、そのときには検討されなかったということなのだと思うのですが、今後

ぜひ、事前に申込みをしたときにまた支払ってということがないように工夫をしていただきたいと思い

ますが、要は、二度手間にならないように、１回申し込んで、せっかくインターネットで予約ができる

のに、１回現場に行って支払いをしないと、次に使えないということは非常に手間がかかりますし、区

民の利便性、利用者の利便性を考えると、そこが改善されるといいなと思っていますので、ぜひ改善し

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうかということ。 

 台数、ありがとうございます。よく分かりましたが、多分これ、推移を伺ったのですが、減ってきて

いるのかなと思っています。コロナの関係等もあるので、外に外出をしない人たちも増えてきて、そう

いった中では減っているのだろうと。一方で、品川区も頑張って今、駐輪場をつくっているのだなとい

うふうに思っているのですが、八潮北保管所、不動前保管所の状況について、違法駐輪が減ってきてい

るので、これも減ってきているのかなと思うのですが、教えてください。 

○山本情報推進課長  窓口のキャッシュレスにつきましては、交通系ＩＣカード以外のキャッシュレ

ス決済サービスも対応できるように、今、検討を進めているところでございます。 
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 それから施設予約システムの部分に関しましては、その辺りの機能開発というところは事業者ととも

に協議していきたいというふうに考えてございます。 

○川口交通安全担当課長  失礼いたしました。先ほどの推移関係でございます。こちらにつきまして

は、徐々に減っているという状況でございます。 

 また、この減っている原因ですけれども、やはりコロナの影響によりまして、令和２年４月、５月と、

非常に利用の状況等、放置も併せて減っている状況でございます。 

 また、各保管所の収容台数につきましては、現在、八潮北保管所が４,５００台のキャパシティがご

ざいます。こちらは平均で、収容台数なのですけれども、１,１０８台の２６％、不動前保管所

は５５.３％となっております。 

○渡部委員長  次に、須貝委員。 

○須貝委員  私は、ちょっとページ数が分からないのですが、河川下水道課、排水施設建設費収入に

ついて、その中の戸越幹線工事についてお聞きしたいと思います。 

 東日本高速道路では、調布市の住宅街で道路の陥没や地下の空洞が相次いで見つかっている問題で、

地下でトンネル掘削工事を行っています。謝罪の上、地下のトンネル掘削工事との因果関係を示すメカ

ニズムを明らかにするとともに、補償の考え方や範囲を示しています。去年１０月に道路の陥没が見つ

かって以来、先月にかけて、地下３か所で空洞が見つかって、原因に関する調査の最終報告を発表して

います。 

 それによると、トンネルを掘削する円筒形のシールドマシンと呼ばれる大型機械が、地盤の土の固さ

によって動かなくなることがあり、機械を動かすために薬剤を注入した際に、機械とトンネルの上の地

盤に隙間ができたことなどから地盤が緩み、その緩みが地表面まで及んで空洞や陥没ができたと結論づ

けています。そして、周辺での地盤の緩みが生じている可能性があるとして、その範囲の陥没や空洞が

見つかった場所を含む南北４００ｍほど、幅１６ｍほどの部分と認定しております。 

 周辺の住民への補償については、工事による家屋の損傷に対してだけでなく、病気を引き起こした場

合の治療費などについて補償を行う方針を明確に示しております。 

 東日本高速道路では、工事前の住民説明会では、４０ｍ以上の大深度地下工事なら地上への影響はな

いと説明してこの工事を始めたわけですが、この前提が崩れたことになりますが、それについてどのよ

うに見解をお持ちでしょうか。 

 ということは、品川区も、豪雨時の浸水対策に備えて、戸越幹線などの雨水貯留管を何本も造ってい

ます。そして工法も同じシールド工法を使って地下を掘削していますので、トンネルの大小はあります

が、調布市と同様の工事内容なので、今後、地盤の沈下や隆起や空洞が発生する可能性がこの品川区に

もあるということですか。教えてください。 

○松本河川下水道課長  今、私たちでは、第二戸越幹線という幹線工事を実施してございます。今、

委員からありました調布市で発生した事故については認識しているところでございます。 

 まず、第二戸越幹線につきましては、事故が発生した地盤条件とは異なり、特殊な地盤性ではないと

いうことは確認しているところでございます。併せまして、施工にあたっては、土砂を取り込み過ぎる

ことがないように、マシンの進み具合だとか、シールドマシンにかかる土圧、水圧、あと掘った土の量

を、日々厳格に管理しているところでございます。併せまして、シールドマシン直上の道路上では測量

を行い、路面状況を確認しながら施工事業者とともに協力して陥没を発生させることのないように施工

を進めているところでございます。 
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 併せまして、家屋につきましては、影響する範囲につきましては事前の家屋調査をしているところで

ございます。 

○須貝委員  東日本高速道路ですが、ここは大きな会社ですよね。やるにはしっかり専門家の意見も

聞いて進めているわけです。そこがこういうふうにトラブルを起こした。こういう事故が発生したとい

うことは、シールドマシンの大小はあるにせよ、この品川区でも起きておかしくないのではないですか。

ここは絶対安全だと言えるのですか。これをつくるにあたって、品川区は地下３５ｍですが、この幹線

工事を進めてきましたが、何を根拠に、今、課長はおっしゃっているのですか。こういうことがあるか

ら絶対大丈夫だと言えるんですか。その辺についてお聞かせください。 

 あと、同様に、既に区内において何ルートつくり、幹線の長さの合計は、実際、今、何㎞ぐらいある

のですか。教えてください。 

 そして、これらの工事の後で、地盤の沈下、隆起や空洞の測定や検査をしているのですか。教えてく

ださい。 

 さらに、継続して調査しているのでしょうか。教えてください。 

○松本河川下水道課長  まず、絶対大丈夫かということにつきましては、土木工事ですので、絶対と

いうことはないのかなというふうに思っているところでございます。しかし、この下水道工事の受託事

業につきましては、昭和６２年から実施してございまして、おおむねトンネル工事と言われるシールド

工事につきましては、約９㎞やっているところでございます。この９㎞の中で今までこういった陥没が

発生したということは聞いてございません。シールドにつきましては、土木学会等で標準仕様書という

ものが示されておりまして、その基準に則って工事の設計等を行っているところでございます。 

 検査につきましては、今回の第二戸越幹線で言えば、路面の測量を進めながら、原則１０ｍピッチで

直上の道路の両端をシールドが到達する１週間前から測量を行って、前方４０ｍ、後方６０ｍを毎日測

量することとしております。併せまして、シールドが通過した３か月後までは、毎月１回測量して、６

か月後までは目視で点検することで検査をしてございます。 

○須貝委員  地下は実際に見えないですよね。そして、現に今まで絶対こういうことが、事故が起き

ないということで日本中が工事を進めていたわけです。実際今、品川区も確かに浸水対策としては、そ

れは立派です。やって成功しています。ですけれども、やっぱりそこに住んでいる人がいるのです。そ

この地盤、地表には、まして戸越とかその付近には木造家屋も多い。もしこれで万が一のことがあった

らどうするのですか。学者も言っています。絶対の安全はないのだと。なぜなら、地中には水脈があっ

て、もしシールドマシンでも踏み込んでどんどんトンネルを造っていけば、その水脈の流れが変わる。

そして、実際、下水道ですら、様々な沈没が、日本で３,０００か所もそういうふうに事故が起きてい

る。そういう事例がありますよね。そうしたら、そこは地表に対して、今、半年でもう調査は終わりと

いうことですが、そこに住んでいる方は、もうそれで大丈夫なのですか、安心できるのですか。もし何

かあったら、それは区で補償してくれるのですか。そして今回これをやってもいいと認可したのはどこ

なのですか。その辺を教えてください。 

○松本河川下水道課長  今、下水道工事で３,０００か所陥没があるというようなお話がございまし

たが、こちらにつきましては、このシールド工事で発生したというものではなくて、下水道管が個宅か

らつながっている取付管が、過去のものですと、陶管といわれる古い管ですと、それが壊れたことに

よって、そこに土砂を取り込んだことによって陥没が起きるということはあります。ですので、この

シールド工事で発生するようなことは、今回の事故においても、特殊地盤であること、あとシールドマ
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シンに支障が生じて土砂を取り込み過ぎたことによって発生したところでございますので、今回そう

いったことがないように、しっかり管理をしていきたいと考えているところでございます。 

○須貝委員  我々みたいな素人が考えても、地下にシールドマシンで穴を掘り続ければ、地下にある

水脈が変わる。それは誰が考えても分かります。そして、それが絶対安全だというのは、地表に見えて

いたら、その部分が真上から地下を見えるなら分かりますけれども、見えない状態で、どんどん造って

いますよね。片や浸水にはいいかもしれない。だけど、その上に住んでいる方は大変ですよね。やっぱ

りいつ何が起きるか分からない。でも、それはちゃんと事情は、何かあるかもしれないということは説

明しているのでしょうか。それで、ちゃんとチェックシートは区で渡して、何かあったら連絡してくだ

さい。それから、家屋調査もちゃんとしているのも分かります。ですけれども、これは実際に継続して

調査をしなければいけないのではないですか。だって、地下をどうやって保障できるのですか。できな

いのではないですか。保障できるなら言ってください。 

 そして、もし賠償問題になったときは、これは回答がありませんでしたけれども、責任はこの品川区

にあるということですか。その辺について教えてください。 

○松本河川下水道課長  まず、地中の工事でございますので、これにつきましては、マシンにセン

サー等が設置してありまして、その中で水圧とか土圧をしっかり管理するようなことでやってございま

す。併せまして、先ほどの繰り返しの答弁になりますが、今回はあくまでも土砂を取り込み過ぎたこと

によって陥没が生じることが多いということでございますので、そういった土量の管理を日々やってい

きたいと考えてございます。 

 あと賠償問題につきましては、瑕疵が施工事業者のほうに本当にあるという場合になれば、請負者の

ほうの補償になるかというところでございますし、原因がはっきりしないというか、原因が特定できな

いとかという場合には、発注者である品川区、もしくは受託している下水道局等と相談しながら補償の

問題に取り組む必要があるというふうに考えてございます。 

○須貝委員  皆さんが安心して暮らされている。その中で地下を掘り進んでいる。区でやっているこ

とだから、私たちは大丈夫よね、安心よねと思っていると思います。ですけれども、首都直下地震がい

つ起きるか分からない。先ほども申し上げましたけれども、戸越付近は、地盤が緩い。幹線も道路の、

大体区道の下を通って造っているけれども、陥没すれば影響は受けますよね。それで、何度も課長は

おっしゃいますけれども、いや、そうやって注意すれば、そのような事故など起きる可能性は少ない。

断言できますか。機械というのは、必ず故障が起きて壊れる。この間の飛行機もそうではないですか。

ああやって結局落下するんですよ。どんなものでも機械というのは完璧というのはありません。それを

そういうふうに言い切る。どなたが言い切っているのか分からないけれども、では、絶対区のほうで、

もう絶対に大丈夫だというちゃんと保障がついて、そして賠償もきちんとするということでいいのです

か。もし何かあったら、東日本高速道路はちゃんと自分たちでやりますと言っていますよ。教えてくだ

さい。 

○松本河川下水道課長  今お話のありました絶対ということは、やはり私からは、絶対大丈夫だとい

うことはなかなか言えないところでございます。しっかり管理してやっていきたいと思っております。 

○渡部委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  １４１ページ、公共施設整備基金繰入金に関わって、歳入減に伴う１０％マイナスシー

リングと、再開発を含め、公共事業の先送りについて伺いたいと思います。 

 まず、昨年の８月に副区長より依命通達が出され、原則１０％のマイナスシーリングが全ての部局に
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示されました。私は、福祉予算を削るべきではない。また、道路や再開発など不要または不急な公共事

業は少なくとも中止をと、そしてコロナ対策の予算に充てるべきだと述べてまいりました。 

 まず、このマイナスシーリングの対象となり廃止となった、また縮小となった事業はあるのか、それ

は何か伺いたいと思います。 

○品川財政課長  マイナスシーリングの件でございます。令和３年度予算に向けて依命通達を出させ

ていただきました。令和２年度、コロナ禍の中で、８月に依命通達を出したのですが、８月の時点で令

和３年度の歳入は非常に厳しいという見込みのもとでシーリングをさせていただきました。 

 シーリングは一般的に固定費として使っているもの、例えば光熱費だとか、そういったものが基本的

には対象になるかというふうに思います。それからあとは、いろいろ事業を見る中で、執行率等を勘案

して、やはり執行残が多いものについても、今回のシーリングのところで見直しをさせていただいてお

ります。こういった部分を一通りまたゼロベースで見直しをかけて、令和３年度の予算編成をしてござ

います。 

○中塚委員  お伺いしたのは、マイナスシーリングの対象となって廃止となった、または縮小した事

業があるのかないのか、伺いたいと思います。 

○品川財政課長  シーリングでございますので、あくまで事業全体の見直しというよりは、事業の中

でどういうものを使っているかという中での、基本的に予算の使い方について見直しをしているもので

ございます。事業自体というところについては、やはりまた区の政策等、そういったところを見た形で

のやり取りでやっていくものだというふうに考えております。 

○中塚委員  つまり、このマイナスシーリングの依命通達によって、区の事業の中でのやりくりは

あったものの、事業そのものの見直しというのは、それはマイナスシーリングの依命通達ではなく区の

政策判断だということだと思います。つまり、削られた事業はないということです。やはりコロナ禍で

あっても住民福祉に必要な福祉予算はしっかり確保して、むしろ弱い者を追い詰めている社会だけに、

そこは手厚くすべきだと意見を述べておきたいと思います。 

 同時に、公共施設整備基金繰入金ですけれども、つまり、７７億円を取り崩して総合区民会館など、

ほか１６事業に充当するとあります。施政方針で区長は、施設改修や道路、公園の工事等の緊急性を見

極め、工事費の一部を先送りする経費の削減とおっしゃいました。この施政方針で述べた一部先送りの

経費の特徴とは何か、伺いたいと思います。 

 そして再開発事業ですけれども、緊急性はないと私は思いますけれども、いかがでしょうか。 

○品川財政課長  令和３年度予算編成にあたりまして事業の見直し等を行った中で、公共事業のとこ

ろも一部見直しをしたというところがあります。緊急性の高いものについては令和３年度予算で編成を

してございます。 

 一例を申し上げますと、例えばＬＥＤ化工事とか、そういう部分につきましては、緊急性という面か

ら見れば、翌年度に繰り越しても大丈夫ではないかというような判断のもとに、そういった工事の一部

を見送って、令和３年度の予算は編成をかけてございます。 

○多並都市開発課長  私からは、再開発事業についてお答えさせていただきます。 

 区では、老朽化した建物の改築や、または狭い道路の拡幅など、まちの抱える地域の課題を解決する

ために再開発事業を進めているところでございます。このような防災性にも資するようなまちの課題を

解決するための事業ということで、区としては必要な事業と捉えているところでございます。 

○中塚委員  再開発のほうですけれども、私が伺ったのは、コロナ禍の下、再開発事業にどのような
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緊急性があるのかという点です。改めて伺いたいと思います。 

 代表質問でも、このコロナ禍の下、ビルや道路やにぎわいをやっている場合なのかと、そこに莫大な

税金を使っている場合なのかと、少なくとも今はコロナ対策に予算を手厚くすべきだと伺いました。部

長の答弁ですけれども、コロナ禍を含めた社会経済状況の変化にも配慮した上で経済成長とも両立、活

力あるまちづくりを推進というご答弁でした。ここで述べられた配慮ですけれども、一体どのような配

慮をしたのか、社会経済の変化にも配慮したとは何を差しているのか伺いたいと思います。 

○多並都市開発課長  区では再開発事業を進める中で、この事業の性格としまして、検討段階から事

業の実施までの間に非常に長期にかかる事業が多くございます。現在のコロナウイルス感染症拡大の状

況であり、また、大震災または大型台風など様々な事業の中で起こる事象、社会状況の変化ということ

を捉えながら、区としては、それらを想定しながら進める必要があると思っているところでございます。 

 この社会状況の変化を、例えば災害の発生した際のまちへの影響であったり、また、未然に防ぐため

の災害への備え、こういった視点を踏まえて、幅広く総合的に捉えて、これらを十分に配慮しながら事

業を進めていく必要があると、そういう意味の配慮という意味でございます。 

○中塚委員  社会経済状況の変化にも配慮とありますが、結局、進めたいがための理屈を述べている

だけに過ぎないと思います。再開発事業を防災対策だと区は様々おっしゃいます。まちの課題を解決す

るのだと。しかし、私も繰り返し指摘させていただいておりますが、電気、ガス、水道もしくはエレ

ベーターが止まった際、超高層となる再開発マンション、またオフィスは、長期間にわたる避難生活を

困難にさせることが明らかになっております。しかもそれが品川を含め首都圏の首都直下型大震災と被

害が広域化すれば、避難生活は数か月にわたるわけですから、改めて再開発によるマンションは、また、

オフィスビルは防災対策にはならない。災害時には安全な空間は保持できないということは指摘させて

いただきたいと思います。 

 施政方針で区長は、公共工事の一部先送りを表明しております。しかし、この再開発事業と都市計画

道路については、コロナ禍であってもお構いなしに進めていきます。長期的な視点に立ってと言います

が、コロナ禍が示しているのは、弱い者がより追い詰められる。また、長期的な視点に立ってという名

で莫大な税金を都市計画道路や再開発につぎ込み続けてきた、そうした区政の在り方そのものが問われ

ていると思います。コロナ禍であっても、今までどおりにビルや道路を造り続けるお構いなしという姿

勢は改めるべきだと思いますが、改めていかがでしょうか。 

○多並都市開発課長  区といたしましては、誰もが安心して暮らせるように、まちの安全を強固なも

のにして、環境面を含めた持続可能な住みよいまちづくりを目指し進めているものでございますので、

必要な経費については計上させていただいて、しっかり進めていくという考えでございます。 

○中塚委員  持続可能とよく言ったものだと思います。今のように再開発マンションを造り続け、再

開発オフィスビルを造り続け、そのようなまちは、正に持続が不可能だと思います。しかもコロナを経

験し、テレワークも増え、都心で働き、都心で生活をするという前提も今大きく崩れております。オ

フィスビルからは縮小撤退する企業も見受けられます。持続可能とこの場で言うのであれば、それこそ

品川区政の根本的な再開発事業優先の姿勢を改めて見直していただきたいと要望して終わりたいと思い

ます。 

○渡部委員長  次に、大沢委員。 

○大沢委員  お願いします。５３ページの児童相談所と、６１ページ、区民集会所をお願いします。 

 まず、５３ページの児童相談所ですけれども、この児童相談所の準備において、一時保護、要は、引
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き離すということと、落ち着いて戻すという、こういう２つの機能が同居しているわけですけれども、

そこらについて、開所をするにあたって、どのような準備と、どのような検討がされているのか教えて

ください。 

○渡部委員長  （委員会室内に）いないのかな。 

○大沢委員  先ほど児童相談所の方もいらっしゃったので、よかれと思って聞いたのですが、質問を

変えて、先に区民集会所からいいですか。時計はどんどん進めてしまっていいですよ。 

 区民集会所からいきましょうか。区民集会所、今度は荏原第一地域センターが再開発ビルに移ってま

いりますが、ここのところ区民集会所、私の記憶するところでは昭和５５年辺りからそこら辺を開所し

たという覚えがありますけれども、そこら辺についてのいろいろと歴史は、課長はご存じだろうと思い

ますので、まず、ご披露願いたい。 

○川島地域活動課長  荏原第一地域センター、当時、荏原第一出張所というふうに言っていた時代で

すが、私の認識のところではございますが、昭和３５年、荏原第一出張所が古い敷地で改築いたしまし

て、そちらが手狭になったということで、今のところ、小山三丁目２２番のところに、昭和５５年に荏

原第一出張所が移ってきて営業を開始したというふうに認識しております。 

○大沢委員  当時の私の先代からの話ですと、いろいろとやはり地元の商店街との関わりもあったや

に聞いておりますけれども、そこのところをご説明というか、せっかくの機会ですので教えていただき

たい。 

○川島地域活動課長  現状、武蔵小山商店街振興組合と、武蔵小山マンション管理組合と、品川区に

よる区分所有ということで、荏原第一地域センターの１階と２階部分を所有しておりますが、そちらは

先ほどの土地が手狭だというふうなところで、区が３億円余のお金を出しまして床を買わせていただい

たと、それでこちらに移ってきたというふうに聞いてございます。 

○大沢委員  そのような中にあって、今度新しくできるわけですけれども、町会のホームページを見

ておりますと、町会のホームページから各地域センターの紹介には移りますけれども、地域センター独

自のホームページというのは、これは何か事情があってお作りになっていないのか、そこの理由があっ

たら教えてください。 

○川島地域活動課長  独自のホームページというところでは、今、施設の案内とかというところがご

ざいますが、今委員がイメージしているのが、いろいろな情報ですとか、イベント等を告知するところ

がないというようなところだと思いますが、それにつきましては、今年度、作業いたしました町会・自

治会連合会のホームページ、そちらが４月から稼働するような予定になっておりますので、イメージし

ているようなものがそちらで動き始めるということでございます。 

○大沢委員  先ほど申し上げたように、地域のいろいろと取り巻きというか、地域環境があってあそ

こができたということで、独自のホームページを持っていれば、近隣８商店街、９商店街、それともリ

ンクできるわけで、新しいホームページも作れると思うのです。小学校自体はいろいろと小学校のホー

ムページを持っているので、何か自由度の高いホームページ作成も必要なのかなというような気がして

なりません。 

 若年層の町会の加入率も低いということはもうずっと言われていることですけれども、その辺りは新

しく若年層の若い方たち、あるいはニューカマーを引き寄せるには、地域センター独自の、官ではなく

民に近いような感覚を持ったホームページ作りが大事だと思うのですけれども、どういうふうにお考え

になりますか。 
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○川島地域活動課長  委員のご指摘のとおり、自由度が高く、そして見ていてわくわくするような

ページになればというようなところはございますが、ご指摘を踏まえまして、こちらのほうで情報発信

する際は、若い方が喜ぶようなもの、それから新しく来た方が喜ぶようなものというところも踏まえな

がら作業を進めていきたいと思っております。 

○大沢委員  これは終わります。 

 では、児童相談所の……。先ほどの分離ということ、聞いていらっしゃいましたか。聞いていないで

すか。保護するということの引き離すという機能と、あるいはまた、元へ戻すという機能を、児童相談

所は２つ相反する機能を持っているわけで、そこのところをこれから準備に当たるにおいて、課題、あ

るいはいろいろなところをどういうふうにスムーズに移行していくのか、どのような取組がなされてい

るのか、２分以内でお答えください。 

○加島児童相談所移管担当課長  児童相談所において一時保護した子どもの家庭復帰をさせるケース

もしくは分離させるケース、それに向けてのどのような準備状況かということですけれども、今、品川

区においては、児童相談所、それから子ども家庭支援センター、併存させる方向性で検討を行っており

ますので、一言で申し上げますと、児童相談所は介入、子ども家庭支援センターが支援というような役

割分担をいたしまして、家庭復帰、それから分離した子ども、それぞれの支援を行ってまいりたいと考

えているところでございます。 

○渡部委員長  次に、たけうち委員。 

○たけうち委員  私は、歳入全般と、１５７ページの被災地派遣職員給与費負担金、歳入については

いろいろ、今日、令和３年度は非常に厳しいというお話の中で、区民税も厳しい、また財調も厳しいと、

いろいろそういうお話を承って大変身が引き締まるわけでございますが、その中でこの予算、どのよう

な工夫というか、ご苦労をされたのかという、歳入の部分で、それを。大きい話かもしれませんけれど

も聞かせていただくのと、また、税外収入ということで、これはなかなか金額的には非常に僅かなもの

になるかもしれませんけれども、クラウドファンディングみたいなものも始まってきて、そういったも

のが今後の歳入確保策として、区としてどのように位置づけて考えていくのかということを教えてくだ

さい。 

 それから被災地のほうは、これは２名分になるのか、何名分の予算かということと、また、これまで

延べ何名ぐらい派遣されてきたか。また、どのような成果を区として感じているかということを教えて

ください。 

○品川財政課長  令和３年度予算に対し、この歳入の厳しい状況の中で、どのような工夫をしてきた

かというところでございますが、１つは、やはり歳出のほうについて事業の見直し等を行って歳入減に

対応しようということでやってきたというところが１つでございます。それから、シーリング、こう

いったところも１つ努力をしてきたというところでございます。 

 あとは、やはり一部、今年度は起債額を例年より上げているというところがございます。内訳としま

しては、学校用地購入の部分があるのですが、もう１つ、学校改築の分も、今回、起債を上げさせてい

ただいております。こういった部分で歳入減のところを少しでも対応していこうというような方法で令

和３年度予算を編成させていただきました。 

 税外収入のほうにつきましては、今もクラウドファンディング等、数々のものを行ってございます。

こういったものを様々できないかどうかというところは研究をして、今後も税外収入を確保できるよう

に努力をしてまいりたいと、このように思っております。 



－85－ 

 

○渡部委員長  被災地派遣のほう、人事課長は（委員会室内に）いないみたいなのですが。 

○榎本総務部長  この被災地派遣については、富岡町に２名派遣している分でございます。これまで

は宮古市にも派遣していたのですけれども、令和２年度からは富岡町２名という形でございます。 

 延べ人数が、宮古市が今までに３８名、富岡町が延べ３名でございます。 

○たけうち委員  では、今、被災地のほうは主な成果を聞いたので、また人事課長が来たら教えてく

ださい。 

 それから、歳入のほうはいろいろ分かりました。恐らく国とか都のいろいろな補助金とか、いろいろ

なお金もなるべく使えるものは多く取ろうという、こういう工夫もされたのだと、答弁にはなかったけ

れどもそう思いました。 

 それから、クラウドファンディングについては分かったのですが、多分そんなに大きな金額になって

こないという部分、また、もしかしたら目的がちょっと違う部分もあるのかなというのもありますけれ

ども、そこで今、品川区では、ネーミングライツというのは一切やっていないとは思うのですけれども、

これについての考え方を少し、前の委員会でも出たかもしれませんけれども、教えていただきたいと思

います。 

 また、被災地のほうは、その成果と併せて、これは国のほうのあれだとは思うのですけれども、全部

の自治体がここにやっているわけではないのかなと。品川区も宮古市と富岡町があるので、ずっと続け

ていますけれども、これは一体いつぐらいまでやっていくのかなという。１０年になりますけれども、

その辺の目安というか、予定がもしあったら教えてください。 

○黒田人事課長  遅くなって失礼いたしました。 

 まず、被災地派遣の成果でございますが、災害時における相互援助協定を結んでいる自治体に相互協

力というところで職員を派遣しておりまして、そういった意味で、被災地の復興、都市部と地方という

ことで違いもありますけれども、どういった形で実際の職員が関わればいいかというところを実際に仕

事をする中で感じたことをレポートという形でまとめておりますので、そういったところで、今後の職

員のところに周知してまいりたいというふうに思っております。 

 いつまで続けるかというところにつきましては、これは特別区長会のほうにも東北のほうから首長が

要請に参りまして、復興に力を貸してほしいということで、現在も要請がありますので、そういった中

では、引き続きできる協力をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○品川財政課長  ネーミングライツについてでございます。ネーミングライツ、他の自治体では、渋

谷区とかでトイレの名称等、それから、川崎市なども歩道橋に企業名をつけたりとか、そういったとこ

ろで、そういう企業の名称を公共物につけることで歳入を得るというようなやり方になるかとは思いま

す。他の自治体でいろいろと行っているところで、区としてもいろいろなところでできないかというと

ころは検討はしているところでございます。 

 ただ、ネーミングライツの欠点としまして、やはり地域の長年培われた名称が変わってしまうという

ところがやはり非常に大きい点ではございます。こういったところも考慮しながら、うまく歳入確保で

きないかどうかというところは、今後もまた検討していきたいと、このように思っております。 

○たけうち委員  はい、分かりました。被災地のほうについては、恐らく非常に大きな経験をしたも

のを、また品川区がそれをしっかりとまとめて、防災対策に限らず生かしていけるものだと思っており

ますので、引き続き継続されるということなので、ぜひそこは何かの形でまたお聞きしていきたいと思

います。 
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 ネーミングライツについては、もう今のお話、分かりましたけれども、そこで、実は細かい話という

かあれになりますけれども、今、コミュニティバスの、これからいろいろな形でやっていく中で、検討

会でもいろいろなお話が出たかもしれませんけれども、バス停を幾つか設置していくことになる。新し

い予算の中にもそういうものが入っていますけれども、今、各自治体でそういうバス停の命名権といい

ますか、ネーミングライツ、そこがどういう名前がいいのか、例えば公共施設の近くであれば、そこが

分かるような公共施設がいいので、ネーミングライツというわけにはいかないのでしょうけれども、幾

つかバス停を設定する中で、地域の、例えば企業ですとか、また、町会、商店街、またいろいろなお考

えをお持ちの方もいらっしゃる、そういった面で地域に貢献したいという方もいらっしゃるかもしれな

いという中で、そういったことも１つの考えかなと思うのですけれども。これはどなたが答えるのか

ちょっと分からないですけれども、一応お聞きしたいと思います。 

○鈴木都市計画課長  コミュニティバスということですので、私のほうからお答えさせていただきま

すが、導入にあたって他区の事例についていろいろヒアリング等も行ってきております。やはりコミュ

ニティバスは地域密着、地域に愛されるバスということで、事例として、全てにヒアリングして行った

わけではございませんが、聞いている中で、ネーミングライツを使って命名をしたというところは事例

としては伺った事例はないのですが、やはりこれから来年度、正にその辺りも検討していくことになる

のですが、その際に、やはり地域の方も納得というか、本当に地域に愛していただいて乗っていただけ

るようなバス、あるいは利用していただけるバス停の在り方について、そうした視点も踏まえながら、

来年度検討していくことはしていきたいというふうに考えてございます。 

○たけうち委員  恐らく東京の中ではあまりないのかもしれないですけれども、結構地方へ行くと、

もうそういう形でやっているところがたくさんありますので、ぜひそこは検討して、要望だけしておき

ます。 

○渡部委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は、５２ページ、森林環境譲与税についてお伺いをしたいと思っております。 

 平成３０年５月にこの税金が成立をしたということでありまして、これは背景としては、我が国の温

室効果ガスの排出削減の目標を達成していこうということであります。また、災害の防止、これをどう

いうふうにしていくのだということに、このお金を使っていこうということでありますけれども、基本

的には、京都議定書のときに国際交渉の中で公約をしたわけでありますけれども、森林吸収量

を１,３００万炭素トン、これを削減していこうということでやっていこうということになったのです

が、ご存じのように、日本はこの間、残念ではありますけれども、化石賞という賞を二度ほど受賞して

いるというような状況にあって、今回、温室効果ガスをゼロにしていくというようなこともあって、い

ろいろなことがあるのですが、これを必ず、ここはもう京都議定書の時にやるということになっていた

ので、平成３０年に成立をしたと。都市部で、では何をやってくれるのかというのも、使途が決まって

います。これは都市部でやるというのは、山林地域で生産された木材の利用というのは、これは間伐材

とか、枝打ちとか、下草刈りとか、特に間伐材が多く出てくるようになるので、これを利用してくださ

いというのが１つ。 

 それから、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むということで、これは都市部の区でも協定

を結んで、そこの部分をやっているという区もあります。カーボン・オフセットを２０％ぐらい予算の

中の活用をして、あとは基金に積んでいるとか、そういうところもあります。 

 もう１個は、住民の森林、林業に対する理解の醸成。これは、ちょっと私はいろいろ疑問があってこ
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れをやるつもりなのだけれども、だから、例えば校外学習とか、環境交流ツアーみたいな、都市部の人

は理解を求めるためにいろいろやってくださいということが一応書かれているわけであります。あとは

もう山村の振興に寄与してくださいということであります。 

 これは令和６年からは個人住民税の均等割から国税として１年１人１,０００円。これはもう確実に

とられるということであります。これ、復興特別税とかというのがいろいろあったから、現在は、公庫

債権金利変動準備金、こういうところからお金を出しているということであります。 

 令和元年２００億円、令和２年・３年が４００億円、令和４年・５年が５００億円、令和６年以

降６００億円、こういうふうになるわけでありますけれども、割合も変わってくるのだけれども、市区

町村の割合が１６０億円、３４０億円、４４０億円、５４０億円となるので、今は３,２３０万円が品

川区ということでありますけれども、令和６年以降は、多分この計算でいくと、５,１００万円程度に

増えていくのかなと思っています。 

 私は、品川区は、そういう意味では、マウントしながわの整備、これもやっているのだけれども、こ

こはちょっと観光とかがいろいろ入っているような気がしているし、マウントしながわのところだけで

いいのかとちょっと思っているので、それも聞きたいけれども、一応これはしっかり予算手当てをして

いると。 

 間伐材、これは今、日本国中で非常に量が出てきているので、だから間伐材を使っていこうという、

これは非常にいいことだと思っています。 

 それから、そういう意味の木材が非常に出てきているので、児童相談所で国産材を使用してください

という、その前は、環境学習交流施設もそうだったけれども、これはこれで都市部でやることとしては

非常にいい政策だと思っている。それはそれでいいと思っているので、こういう活用、この予算をつけ

てこれからどうしていこうという思いをまず聞きたいと思います。 

○品川財政課長  森林環境譲与税の件でございますが、今、委員からお話しあったとおり、品川区と

して、令和３年度予算としては３,２００万円程度、活用見込みとして、早川町のマウントしながわ活

用事業、それから、大きいところとしましては、児童相談所での間伐材の利用というところがございま

す。なかなかこの森林環境譲与税の有効活用というところでは、都市部では使い方としては非常に厳し

いところがあるかと思います。おおむねの用途としましては、やはり山林の維持とか、そういうところ

に使っていくところが大きな部分かと思います。しかし、都市部で使っていくとすると、現状のところ

では、こういうところの間伐材をどういうふうにうまく使っていけばいいかというところがやはりメイ

ンになるところではないかというふうに思います。 

 今後も、国のほうから、他区の活用事例とか、そういった部分も出ておりますので、そういった部分

も見ながら、今後の森林環境譲与税の活用方法については考えていきたいと、このように思っておりま

す。 

○石田（秀）委員  他区の事例も、２３区、私も一覧表を見ましたけれども、毎年使わないで基金で

積んでいるところも結構多いですね。多分大きな区有施設を整備しようといったときには、それで材木

を使いますというのだけれども、私はそこで材木だけではなくて、例えば壁は漆喰を使うとか、そうい

うものも（二酸化炭素を）吸収の１つだし、今回、品川区はすごくいいことをやったというのは、１つ

はＺＥＢですよね。Nearly ZEBだけれども、これは非常に貢献をしているということだと思って、これ

はもっと前にばんばん出していく。こういうものを活用して我々もこういうふうにやっているんですよ。

こういうことを、ちょっとこれ、学校まで広げるとすごく難しいし、例えば庁舎とか大きいものだと、
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これをやるのだと、すごく大変なのだけれども、私は常にこれからいろいろな改築、シルバーセンター

とかいろいろ出ているけれども、これ、目指してほしいのです。そういうところにお金をつけるという

ところは、必ずいろいろあって、木材だけではなくていろいろなことがあると思う。漆喰だなんだ、も

ちろん電気もあるのだけれども、一番は電気の部分が多い。だけど、電気は、ＺＥＢのところは電気は

なかなか評価されないのです。こういうものも含めると、そこの部分にお金を使っていくと言ったら、

多分これを１つの項目にして、我々はこういうことを前向きにどんどん取り組んでいるのだということ

を表へ出していくということが非常に大切だと思っているので、そこの意気込みだけ聞いて終わりにし

ます。 

○品川財政課長  環境面というところでの、これからの公共施設というところでございます。現状と

して、学校改築の中では、ソーラーパネル等、それから最近では蓄電池とかも入れておりまして、環境

対策を打っているところでございます。 

 過去はいろいろ省エネというところで、電気をとにかくあまり使わない方法を考えていたというとこ

ろですが、近年、創エネという形で、自ら電気をつくって、こういった環境対策をやっていこうという

ような動きがあると思います。こういう技術は、今、年々発達してきているところですので、そういう

状況も見ながら、これから公共施設等いろいろやっていくに当たっては、こういった情報も得ながら、

よりよい省エネ、創エネができるような建物を築いていきたいと、このように考えております。 

○渡部委員長  以上をもちまして、本日予定の審査は全て終了いたしました。 

 次の会議は、明後日５日金曜日、午前１０時より開きます。 

 本日は、これをもって閉会いたします。 

○午後６時００分閉会 

                                              

委 員 長  渡 部   茂 


